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平成 27 年 3 月 3 日開会    美波町議会第 1 回定例会会議録 

 

平成 27 年 3 月 3 日美波町議会第 1 回定例会を美波町役場議場に招集された。 

 

1 番 舛田      2 番 岩瀬  公    3 番 江本  昇 

4 番 北山 朝彦     5 番 川尻 竹藏    6 番 松本 晋児 

7 番 永本善次郎     8 番 寺下 博子    9 番 向山 篤宏 

10 番 戎野  博    11 番 丸龍 孝敏    12 番 中川 尚毅 

 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

1 番 舛田      2 番 岩瀬  公    3 番 江本  昇 

4 番 北山 朝彦     5 番 川尻 竹藏    6 番 松本 晋児 

7 番 永本善次郎     8 番 寺下 博子    9 番 向山 篤宏 

10 番 戎野  博    11 番 丸龍 孝敏    12 番 中川 尚毅 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

議会事務局長  木里 茂樹 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

 

町 長   影治 信良    副 町 長   山路 和秀 

教 育 長   寺内 康博    支 所 長   今津 秀貴 

支 所 次 長   海司 広幸    会計管理者兼会計課長   丸岡  武 

総務企画課長   礒野 晴幸    住民生活課長   岩瀬 和夫 

保健福祉課長   花木美名子      高齢者福祉監   島田  修 

税 務 課 長   豊崎 浩司    建 設 課 長   鶴木 敏夫 

産業振興課長   小坂  進    消防防災係長   橋本 一晴 

水 道 課 長   中林 伸次    日和佐病院事務長   岡本 照彦 

由岐病院事務長   木本  節    学校教育課長   武田 和幸 

社会教育課長   藤井 隆司    教 育 委 員 長   原田 村美 

監 査 委 員   青木 昭夫 
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1.会議事件は次のとおりである。 

 

【報告】1 件 

報告第 1 号 株式会社道の駅日和佐の事業報告について 

 

【専決議案】1 件 

議案第 1 号 専決処分報告について 

 専決第 1 号 平成 26 年度 美波町一般会計補正予算（第 6 号） 

 

【計画変更議案】1 件 

議案第 2 号 過疎地域自立促進計画の一部を変更することについて 

 

【指定管理者の指定議案】7 件 

議案第 3 号 美波町立公民館の指定管理者の指定について 

議案第 4 号 美波町児童館、女性会館の指定管理者の指定について 

議案第 5 号 美波町デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

議案第 6 号 美波町由岐生活支援ハウス「長寿村」の指定管理者の指定について 

議案第 7 号 美波町地域防災拠点施設の指定管理者の指定について 

議案第 8 号 美波町移住交流支援施設の指定管理者の指定について 

議案第 9 号 道の駅日和佐の指定管理者の指定について 

 

【条例議案】 9 件 

議案第 10 号 美波町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

ついて（条例第 1 号） 

議案第 11 号 美波町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定に

ついて（条例第 2 号） 

議案第 12 号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

（条例第 3 号） 

議案第 13 号 美波町立認定こども園条例の制定について（条例第 4 号） 

議案第 14 号 定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例

の制定について（条例第 5 号） 

議案第 15 号 美波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて（条例第 6 号） 

議案第 16 号 美波町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 7 号） 

議案第 17 号 美波町携帯電話等エリア整備事業分担金条例の制定について 

（条例第 8 号） 
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議案第 18 号 美波町消防団設置条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 9 号） 

 

【補正予算議案】 6 件 

議案第 19 号 平成 26 年度 美波町一般会計補正予算（第 7 号） 

議案第 20 号 平成 26 年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第 5 号） 

議案第 21 号 平成 26 年度 美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 22 号 平成 26 年度 美波町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 23 号 平成 26 年度 美波町国民健康保険阿部診療所特別会計補正予算 

（第 4 号） 

議案第 24 号 平成 26 年度 美波町病院事業会計補正予算（第 4 号） 

 

【当初予算議案】13 件 

議案第 25 号 平成 27 年度 美波町一般会計予算 

議案第 26 号 平成 27 年度 美波町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 27 号 平成 27 年度 美波町育英奨学金貸付事業特別会計予算 

議案第 28 号 平成 27 年度 美波町赤河内財産区特別会計予算 

議案第 29 号 平成 27 年度 美波町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 30 号 平成 27 年度 美波町漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第 31 号 平成 27 年度 美波町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 32 号 平成 27 年度 美波町介護保険事業特別会計予算 

議案第 33 号 平成 27 年度 美波町国民健康保険阿部診療所特別会計予算 

議案第 34 号 平成 27 年度 美波町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 35 号 平成 27 年度 美波町水道事業会計予算 

議案第 36 号 平成 27 年度 美波町病院事業会計予算 

 

【人事案件】2 件 

議案第 37 号 美波町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第 38 号 美波町赤河内財産区管理会委員の選任について 
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平成 27 年 3 月 3 日（火） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。本日平成 27 年第 1 回美波町議会定例会

が招集されましたところ、議員各位には何かとご多忙の折、ご

出席下さいましてありがとうございます。本定例会は、平成 27

年度の一般会計をはじめ、各特別会計の当初予算また、数多く

の議案を審議する重要な議会であります。平成 27 年度に関する

町政運営の諸施策につきましては、後ほど町長から説明がござ

いますが、議員各位には慎重にご審議下さいまして、適切な議

決が得られますよう、格段のご配慮をお願い申し上げます。 

只今の出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、

これより平成 27 年第 1 回美波町議会定例会を開会致します。 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 会議に先立ちまして諸般の報告を行います。1 月 10 日文教厚

生委員会及び議会広報特別委員会を開催しました。議会広報特

別委員会が 1 月 6 日・13 日・15 日・23 日・27 日・30 日開催し

ました。2 月 3 日、徳島県市町村トップセミナーが開催され、議

長・副議長・監査委員が出席しました。2 月 17 日那賀・海部郡

議会議長会が開催され議長が出席しました。2 月 21 日・22 日議

会広報特別委員会が由岐地区及び日和佐地区で議会だより報告

会を行いました。2 月 25 日議会運営委員会を開催し、会期日程・

提出議案等について協議致しました。2 月 25 日文教厚生委員会

を開催しました。また、建設中の美波町病院建設現場視察を行

いました。2 月 25 日海部老人ホーム町村組合・海部郡特別養護

老人ホーム事務組合・海部郡衛生処理事務組合・海部消防組合

の平成 27 年第 1 回定例議会が開催され、議長が出席しました。

2 月 27 日第 66 回徳島県町村議会定期総会が開催され、議長が出

席しました。2 月 28 日一般国道 55 号大山道路の開通式に議長が

出席しました。以上で、諸般の報告を終わります。 

 

本日の会議を開きます。 

日程第 1 会議録署名議員の指名を議題と致します。 

会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議

員は、会議規則第 122 条の規定により、議長において指名致し

ます。10 番向山議員、11 番丸龍議員、両名を指名致します。 

 

日程第 2 会期決定の件を議題と致します。 

会期につきましては､ 去る 2 月 25 日に議会運営委員会を開
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催しておりますので  議会運営委員長より､ご報告お願い致し

ます。 

丸龍議員 

1 1 番 議 員 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。去る

2 月 25 日議会運営委員会を開催致しました。委員 6 名の出席の

もと、理事者側からは影治町長・山路副町長・磯野総務企画課

長の出席を求め、平成 27 年美波町議会第 1 回定例会に上程予定

の議案・会期日程等につきまして慎重に審議致しました。結果、

会期は本日 3 月 3 日より 3 月 11 日までの 9 日間に開催すること

に決定致しました。また本定例会より一般質問は一般質問席を

設け、対面式で行うことと致しました。今回の議会運営委員会

では、提出されている要望書・要請書、徳島県建設業協会海部

支部、要望書につきましては、内容等をコピーし、委員また委

員外議員に配布致しました。なお一般質問の通告は本日の正午

までと致しておりますので、ご承知おきを願いたいと思います。

以上、議会運営委員長報告を終わります。 

議 長 お諮り致します。 

本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日か

ら 3 月 11 日までの 9 日間とすることにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

よって会期は 本日から 3 月 11 日までの 9 日間と決定致しま

した。なお会議予定につきましては、お手元にご配布の日程表

により進めたいと思いますのでご了承願います。 

 

日程第 3 町長提案理由説明を議題と致します。 

本定例会に提出されております議案は、一覧表にありますと

おり報告 1 件、専決議案 1 件、計画変更議案 1 件、指定管理者

の指定議案 7 件、条例議案 9 件、平成 26 年度補正予算議案 6 件、

平成 27 年度当初予算議案 12 件、人事議案 2 件、計 39 件であり

ます。これを一括して議題と致します。影治町長に、提案理由

の説明を求めます。 

 町長 

町 長 おはようございます。厳しかった冬の寒さも緩み始め、よう

やく春の気配が感じられるようになって参りました本日、平成

27 年美波町議会第 1 回定例会を招集致しましたところ、議員各

位には公私何かとご多用の中、全員のご出席を賜りご審議を頂

けますこと大変有り難く存じているところでございます。 
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本定例会におきましてご審議をお願いする議案については、2

月 25 日の議会運営委員会において説明を致しました報告 2 件、

計画変更議案 1 件、指定管理者の指定議案 7 件、条例関係の議

案 9 件、平成 26 年度一般・特別・企業会計の補正予算に関する

議案 6 件及び平成 27 年度一般・特別・企業会計の当初予算に関

する議案 12 件及び人事議案 2 件の合計 39 件を提出していると

ころでございます。 

議案説明に先立ちまして、年度の始めとなることから、町政

の取組みに対する一端を述べ、議員各位のご理解とご指導を賜

りたいと存じます。 

昨年 11 月 21 日地方創生の理念等を定めた「まち・ひと・し

ごと創生法案」と、活性化に取り組む地方自治体を国が一体的

に支援する「地域再生法の一部を改正する法律案」の地方創生

関連 2 法案が可決・成立致しました。その後の 12 月 27 日政府

は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来

の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及

びこれを実現するため今後 5 カ年の目標や施策基本的な方向、

具体的な施策を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

をとりまとめ閣議決定を致しました。 

 政府の重要政策の一つが「地方創生」であり、今年、平成 27

年は「地方創生元年」であります。従来から自治体間競争はあ

りましたが、今回の地方創生は国が地方に知恵と工夫を求める

という点が、従前とは大きく異なっているところであると思っ

ています。しかし、その基本理念や施策の方向性は、本町がこ

れまで取り組んできた方向性と変わるものではありません。  

今後は国の長期ビジョン・総合戦略並びに徳島県版の総合戦略

との整合性を図りながら、「新しい人の流れづくり」「地域に

おける仕事づくり」「結婚・出産・子育ての環境づくり」「活

力ある暮らしやすい地域づくり」などを基本目標とする本町の

人口ビジョン・総合戦略 5 カ年計画を策定し、活力ある美波町

を創っていきたいと考えています。 

 また一方で、地方創生の交付金の対象とならない事業であり

ましても、本町にとって必要な施策は積極的に取り組んでいく

所存であります。その一つが子育て支援としての第 2 子以降の

保育料等の無料化等の取り組みであります。本町では、平成 25

年度から第 3 子以降の保育料等の無料化を行ってきました。平

成 26 年度の出生数は 7 年ぶりに 40 人を上回る予定となり、ま

た、その 4 分の 1 にあたる 11 名が第 3 子・第 4 子・第 5 子とな
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っています。このことから、更に子育て環境を充実していくた

めの施策として、①第 2 子以降の保育料等の無料化、②ファミ

リーサポートセンター事業、 ③病後児保育サポート事業、  ④

こども広場事業を平成 27年度から実施することに致しておりま

す。また、昨年の徳島県の人口推計において、県内の過疎町村

で唯一本町が社会増となったということは、先般の議会運営委

員会でご報告致したところでありますが、今後ともサテライト

オフィス等の誘致、移住交流・ふるさと回帰など人口減少対策

に取り組むとともに、従来の事業であります医療体制の整備、

防災・減災対策の推進、生活維持公共交通システムの構築、健

康づくり等につきましても推進していく所存でありますので、

議員の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申

し上げます。  

それでは昨年 12 月議会以降の町政の動きと、各課における事

務事業の進捗状況について申し上げます。はじめに、総務企画

課関係でございますが、新病院建設事業につきましては、現在

免震躯体工事がほぼ完了し、平行して免震装置の取り付けに取

り掛かっており、4 月頃から本体 1 階部分の躯体工事に取り掛か

る予定と致しております。また、医療保健センターにつきまし

ては、周辺環境への配慮や施設の活用も含め、子どもから高齢

者まですべての住民の方々親しみを持てる空間として整備する

こととしており、周辺道路も含めた活用方法等について 3 月 2

日に周辺地域の住民の方々に計画案を説明させて頂いたところ

であります。なお、本体設計及び周辺環境整備の設計は、今年 6

月頃の完了予定としております。 

地域がキャンパス推進事業については、2 月 8 日に美波町コミ

ュニティホールにおいて徳島大学・徳島文理大学・四国大学の

合同の報告会が開催されました。徳島大学からは、昨年 10 月の

日和佐八幡神社の秋祭りを舞台として、留学生も含めた異文化

キャラバン隊による歴史や文化の体験や町おこしについての提

言を頂きました。徳島文理大学からは、昨年 7 月に行われた美

波町観光定置網体験による事業化への提言や、木岐での地元食

材の天草やヒジキを使った料理レシピのインターネットを使っ

たＰＲの取り組みが報告されました。四国大学からは、美波町

内で 3 回行ったフィールドワークを通して、学生たちが考えた

観光プランやＰＲ方法について報告を頂きました。 

 この地域がキャンパス推進事業は、徳島県と美波町の共同に

より平成 24 年度から 3 年間取り組んで参りましたが、平成 27
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年度からは新たに県南地域づくりキャンパス事業として、県民

局管内全域に広げ実施することとなっており、美波町も大学と

の連携による地域の活性化施策として引き続き取り組んで参り

ます。 

地方創生につきましては、地方創生関連予算として今年 1 月

に国から示されました地域住民生活等緊急支援のための交付金

については、総合戦略策定経費として 10,000 千円、消費喚起・

生活支援型で 20,000 千円、地方創生先行型で 26,000 千円の枠

配分がありました。美波町においては、全職員からの提案募集

を行い、地方創生に関する対策会議で事業の抽出を行い、総合

戦略策定経費で委託料などで 3,000 千円、消費喚起・生活支援

型でプレミアム商品券など 4 事業で 20,000 千円、地方創生先行

型で地域おこし協力隊事業など 8 事業で 33,000 千円の交付金申

請を予定しており、事業の円滑化を図るため町単独費用も上乗

せし、今議会に補正予算として提案させて頂いておりますので、

よろしくお願いを申しあげます。 

 なお、昨年 11 月に申請致しておりました日本版シティーマネ

ージャー派遣制度については、全国で 25 人の枠となっていたこ

とから、残念ながら今回は不採択となりましたのでご報告させ

て頂きます。平成 27 年度は早期の総合戦略策定に向け取り組ん

で参りたいと考えております。 

姉妹都市交流については、オーストラリアケアンズ関係では、

昨年 12 月 8 日から今年の 1 月 13 日の間、奨学生として 1 名の

女子、イモジェン・コォーカーさん 16 才の受け入れを行ってお

ります。町内の各家庭でホームステイし、初詣など日本の文化

に触れたり、由岐中学校・日和佐中学校両校での学校生活の体

験などを行って頂きました。ホームステイの受け入れを行って

頂いたご家庭など関係者の皆様にお礼を申し上げます。 

 なお、平成 27 年度においては青少年の人材育成事業として、

自治体国際化協会の助成を受け、10 名程度の学生の派遣留学事

業を計画致しております。 

美波町人材育成基本方針の見直しについては、住民の意見も

取り入れるため、昨年 12 月に町関係の各種委員の方々にアンケ

ートを実施致しました。このアンケート結果も踏まえ、人材育

成基本方針（案）を作成し、美波町職員人材育成推進委員会及

び職員からも意見を求め、内容の見直しを行っており、3 月中に

は完成予定と致しております。 

まちなか再生支援事業については、過疎、少子高齢化が進み
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空き家・空き店舗が増える中、まちなかの活性化を目的とした

組織づくりなどを目的に、神奈川大学と連携して行っておりま

す。2 月 13 日には、全国町村会館で実績報告会が開催され、美

波町からは「景観保全と空き家ビジネスの実践」と題して、神

奈川大学曽我部教授による報告がなされました。美波町におい

ては 3 月 21 日に今年度の報告会を開催することと致しておりま

す。同時に地域がキャンパス事業の徳島大学の建物外観悉皆調

査の報告会も合わせて行うことと致しております。 

 このまちなか再生支援事業は、平成 26 年度の単年度事業とな

っていますが、平成 27 年度以降も何らかの形で繋げて参りたい

と考えております。 

地域公共交通では、由岐地区において 8 月から実施致してお

りますデマンド型乗合タクシーの実証運行については、1 月末時

点で 89 名の方が登録され、延べ 96 回ご利用頂いています。 運

行の要望があります志和岐地区については、申請手続きを経て

今年 3 月から実施させて頂くことと致しております。この実証

運行は今年の 7 月まで実施予定としております。また、2 月 5

日には地域公共交通会議を開催し、美波町の地域公共交通のあ

り方などについて委員の方々からご意見を頂いたところであり

ます。今後も、新病院並びに医療保健センターへの交通手段も

含め、町の公共交通体制の構築を目指し今後も取り組んで参り

ます。 

赤松小学校跡地利用については、旧赤松小学校跡地防災基地

進入道路舗装工事を昨年 12 月 12 日に入札を行い、八木建設(株)

が 16,642,800 円、請負率 86.99％で落札し、現在工事中であり

ます。工期は 3 月 13 日までと致しております。なお、防災機能

を有した複合施設については、今年度中に基本設計を発注する

ことと致しております。 

赤松保育園に太陽光パネル及び蓄電池を設置する再生可能エ

ネルギー導入事業については、1 月 15 日に入札を行い、藤崎電

機（株）が 9,504,000 円、請負率 89.34％で落札し、現在工事中

であります。工期は 3 月 31 日までと致しております。 

道の駅日和佐の電気自動車急速充電器設置工事は、1 月 28 日

に完成し、2 月 9 日から一般の方々に供用開始致しております。 

 次に住民生活課関係では、臨時福祉給付金給付事業について、

平成 26 年 8 月 25 日から平成 27 年 1 月 30 日まで申請受付をし

ました。最終の申請状況は、対象者数 2,351 人、申請者数が 2,178

人で、申請率は 92.6％でありました。 
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 また、昨年 8 月の台風 12 号被害に係る生活再建支援について

は、床上浸水の被害に遭われた西の地の 6 世帯の内 3 世帯から

申請があり、既に 2 世帯について生活再建助成金を交付してお

り、残る 1 世帯についても 3 月 10 日に交付予定であります。 

次に、保健福祉課関係では、「美波町ぬくもりハートプラン」

の策定状況でありますが、この計画は、障害者計画と障害福祉

計画が一体となった計画であります。障害者基本法第 9 条に基

づく市町村障害者計画に該当し、障害のある人の生活全般に係

る施策の方向性を定める役割を担うものであります。今年度は、

第 2 次障害者計画の計画期間であります平成 24 年度から平成 29

年度の 6 か年間の中間年となり、必要事項等の修正を行います。

また、障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条に基づく市町

村障害福祉計画に該当し、障害者計画に内包された生活支援施

策全般の実施計画的な役割となるものであります。今年度は、

平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 カ年とする第 4 期障害福

祉計画を立てることとしております。アンケート調査結果を踏

まえ、必要なサービスの追加等、現在の社会情勢の変化や法改

正の状況等に応じた内容となるよう、見直しを行うものとして

おります。 

町内各保育園及び幼稚園ですが、平成 27 年度からの子ども子

育て支援新制度実施に向けて新たな仕組み、子育て事業等協議

を行って参りました。平成 27 年度からの教育・保育を一体的に

行うこととする新制度に対応する為、町内各施設の「認定こど

も園」への移行についても進めて参りました。今議会において

は、「美波町立認定こども園条例」の制定について提案させて頂

いておりますので、平成 27 年度からの新制度がスムーズに移行

できますよう、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

子育て世帯臨時特例給付金は、受付期間を延長し、平成 27 年

1 月 30 日まで申請受付をしました。最終の申請状況は、対象者

290 人、申請者 289 人、申請率 99.6％でありました。 

去る 2 月 21 日に美波町自殺対策緊急強化事業として、地域活

動支援センターとみたと美波町の共催により第 8 回とみた生活

支援アワー「歌って！笑って・こころもからだもスッキリ！明

日からバッチリ！」と題し、心の健康づくり講演会を開催致し

ました。当日は、沢山の方々にご参加頂き、歌や笑いを通じて

心も体もリラックスして頂けたものと思っております。 

 国民健康保険事業では、2 月 5 日に平成 26 年度美波町国民健

康保険運営協議会を開催し、美波町国民健康保険の現状と、平
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成 26 年度国民健康保険特別会計予算の執行状況、平成 27 年度

国民健康保険特別会計予算 (案)についてご審議をして頂き、ご

承認を頂いたところでございます。また、高齢者福祉・介護保

険関係では、平成 27 年度から平成 29 年度に向けた「高齢者保

健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画」について、昨年 9 月の

策定委員会から検討を重ねて参りましたが、2 月 25 日に第 3 回

策定委員会を開催し、最終の計画案についてご承認を頂いたと

ころでございます。第 6 期計画では、3 つの基本理念を掲げてお

り、①介護状態の軽減若しくは悪化の防止、または要介護状態

になることへの予防を推進すること。②要介護の状態となって

も、心身の状況や置かれている環境等に応じて、高齢者の選択

に基づき適切なサービスが、総合的かつ効率的に提供される体

制を構築すること。③高齢者が住み慣れた地域で自立した生活

が送れるよう、地域・保健・医療・福祉等の関係機関が連携し

た支援体制づくりをすすめること。としております。この結果、

平成 27 年度からの介護保険料基準額につきましては、他団体の

多くで引き上げが行われている中、美波町においては第 5 期と

同額の 5,800 円となりました。今後も、高齢者の皆様の健康づ

くり及び健康維持を願い、認知症対策をはじめとする介護予防

事業を強化し、介護給付費適正化事業にも引き続き取り組んで

参りたいと考えております。なお、介護保険料基準額の変更は

ありませんが、制度改正に伴い、所得による保険料段階が従来

の 6 段階から 9 段階に改正されますことから、改正議案を追加

議案として提案させて頂くことと致しておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 次に、産業振興課関係では、まず水産関係でありますが、美

波町の漁業者らが中心となって、明日の新たな漁業をめざす「美

波の海の恵み研究会」では、昨年 12 月 6 日、徳島県水産研究課

ならびに徳島大学のご指導・ご協力のもと、4 年目のヒジキの養

殖枠試験設置を行いました。今回は、ヒジキ種苗を町内産に限

定し、事前に田井ノ浜から採取した種苗をロープに挟み込み、

由岐漁港沖に設置しました。今年度は新たな試みとして、極早

生ワカメの養殖に取り組んでいます。蒲生田岬から以北を産地

とする「鳴門ワカメ」と差別化を図り、鳴門産が市場に出回る

前をねらって出荷することを目指したいと考えております。ま

た、これに関連し 12 月 12 日には、一般住民向けに「美波の海

の恵み研究会」の活動報告会を開催し、平成 23 年度から取り組

んでいるヒジキ養殖の成果等について、説明を行いました。種
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苗生産業者との関係で遅れておりましたクエの稚魚放流につい

ても、2 月 21 日に予定とおり 2,000 尾を由岐漁港沖に放流致し

ました。一方、海部上灘漁業振興会では、全漁連及び県漁連の

関係者をお招きし、「浜の活力再生プラン」策定に関する意見交

換会を開催しました。浜の活力再生プランとは、個々の地域の

現状に合わせて「将来の漁業のあるべき姿」や「取り組むべき

課題」を、漁業者自身が考え作成するもので、水産庁は作成に

必要な費用の支援等を行っております。今後は、アドバイザー

等を招きながら、町ならびに漁協等で構成される「地域水産業

再生委員会」を発足し、プラン策定に向けて検討会を行ってい

く方向で取り組む予定となっております。 

次に、商工・観光関係では、平成 27 年の迎春イベントとして、

例年同様「ひわさ冬まつり」を開催致しました。城山では、新

春を迎えると同時に「賀正」の文字の点灯、初日の出を見よう

と大浜海岸を訪れた方々への「ぜんざい」の接待、日和佐太鼓

創作会の勇壮な「初日の出ライブ」が行われました。当日は、

雪交じりの夜明けとなり、雲の上からの初日の出となりました

が、来訪者は何度もシャッターを切っていました 

 去る 1 月 18 日千羽海崖コースタル・トレイルランニングレー

ス 2015 が、県内外から 625 人の参加を得て開催されました。竜

宮公園をスタートし、四国の道を主要コースに牟岐町灘で折り

返して大浜にゴールする 36 ㎞のロングコースには 420 人、山河

内・ほたる村を出発して大浜まで 13 ㎞のショートコースには

205 人が出場、ロングは 335 人、ショートは 180 人が完走しまし

た。 

 昨年の 11 月に開催しました「全国丼サミット in みなみ」の

後のにぎわいづくり事業として、道の駅日和佐を会場に昨年の

12 月 7 日に初開催した、四国の右下「まけまけマルシェ」は、

今年度中は毎月第二日曜日に開催することとなり、今年に入っ

ては 1 月 11 日・2 月 8 日に開催され、3 月についても 8 日の開

催が決まっております。美波町、阿南市、牟岐町、海陽町の商

工業者等が出店しており、毎回 10 店舗から 15 店舗の出店があ

ります。今後は、徳島県南部の食材や物産をアピールできる場

所として、定着を図っていきたいと思っております。 

 海部郡内 3 町で組織する南阿波よくばり体験推進協議会が行

っている体験型観光や修学旅行の受入は、2 月 7 日から 8 日に台

湾鹿港高級中学校の 26 名を受け入れました。また今年で推進協

議会が設立 10 周年を迎え、阿波海南文化村で記念講演と総合研
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修会が開催されました。翌日は、浅川漁港で船釣り研修会が開

かれ、日和佐町漁協、木岐漁協から合計 4 組の漁師が参加しま

した。 

 平成 25 年度に第一期工事に着手し、平成 26 年度に第二期工

事を行っておりました木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設につきまし

ては、施設本体の工事を完了し、指定管理者の木岐まちづくり

協議会で運営体制づくりが本格化しております。木岐まちづく

り協議会では、旅館業法の申請を代表者等の個人で行うのでは

なく、法人を設立して手続きを行う方向で進めているとのこと

であります。 

 捕獲鳥獣活用協議会については、厚生労働省が捕獲獣肉に対

する全国一律の運用基準を昨年の終盤に定めて以後初めての役

員会を 2 月 23 日に開催致しております。この新基準に対する対

応については、各地の新たな取り組み等の情報収集を行ってい

くことは勿論、以前からある数々の課題を解決していく必要が

確認されております。一方、元々予定していた農山村生活体験

事業や農林業体験事業を先行して企画実施しながら、残渣・躯

体の処分施設や獣肉処理活用施設の設置可能箇所の調査なども

順次行い、運営の仕組みや人などについても徐々に検討を進め

て参りたいと考えております。 

 産業施策検討懇話会につきましては、徳島大学総合科学部教

授で地域経済を専門とする玉真之介先生と徳島大学工学部助教

で南阿波サンライン活性化協議会でもお世話になった真田純子

先生にオブザーバーで参加して頂くこととなり、2 月 27 日の今

治方面への視察に当たっては、早速、玉先生に同行して頂きメ

ンバーとのつながりを深めたところであります。 

 次に、建設課関係でございますが、はじめに町工事関係につ

いてご報告致します。地籍調査事業では、25 年度繰越分の地籍

調査その 2 については、赤松新発谷地区は、一筆地測量を完了、

日和佐浦の一部及び奥河内字本村地区は、一筆地調査の日程を

終了し、12 月から一筆地測量を実施しており、3 月末に業務完

了予定であります。また、26 年度分の由岐地区湾内の港町字西・

東、西由岐字西・東、西の地字西地・東地及び赤松字新発口地

区については、一筆地調査の日程を終了し、1 月から一筆地測量

を実施しており、3 月末に業務完了予定であります。 

恵比須浜漁港ストックマネージメント事業については、係船

護岸補修工事の設計業務が完了し、1 月中旬に工事発注しており

ます。工期を 3 月 31 日までとしておりますが、繰越予定でござ
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います。 

災害復旧事業では、耕地災害復旧事業 4 件は、12 月中旬に発

注し、2 月末に完了しております。公共土木施設災害復旧事業 5

件の内 4 件は 1 月中旬に発注し、入札不調となった 1 件につい

ても 2 月上旬に発注しております。 

県単急傾斜地崩壊対策事業では、北河内北分・山中宅裏と寺

前・松坂宅裏及び西河内永田・上田宅裏の擁壁・防護柵設置工

事を 12 月中旬に発注し、3 月末の完了予定としております。赤

松総屋敷の総屋敷 1 号線 1 号橋復旧工事は、1 月末に完了してお

ります。港町 2 号・10 号線の道路補修工事は、2 月末に完了し

ております。 

公共下水道事業で 25年度繰越分の寺前排水区管渠整備工事に

ついては、桜町・カメラのマツモト前付近で雨水排水管渠埋設

工事を 12 月中旬に発注し、3 月末の完了予定としております。 

昨年 5 月に日本下水道事業団と協定締結によりに委託しており

ます寺前ポンプ場の雨水ポンプ長寿命化対策工事については、

委託期間を 3 月 31 日までとしておりますが、2 度の入札不調が

生じ、2 月の発注となったことから、繰越承認を頂いた上で委託

期間の延伸を予定しております。 

橋梁長寿命化修繕計画による赤松字日浦の杉山橋修繕工事

は、1 月中旬に発注しております。 

北河内字本村の本村馬木線道路修繕工事は、2 月上旬に発注し

ております。 

次に、県工事の主なものについてご報告致します。まず、道

路関係ですが、日和佐小野線・恵比須浜字田井のバイパスは、

環境調査を終え、測量、道路予備設計、橋梁予備設計、地質調

査及び用地境界立会の作業中で、予算が付き次第詳細設計を発

注し、詳細設計完了後に用地買収を行う予定と聞いております。

日和佐小野線ホテル白い灯台手前の法面コンクリート吹き付け

のひび割れ箇所は、調査設計が完了し、工事予算を要望中と聞

いております。日和佐小野線・田井の田井川樋門から田井ノ浜

第 1 踏切の道路詳細設計は作業中、ＪＲとの協議を引き続き行

うと聞いております。阿南鷲敷日和佐線深瀬の不動の滝付近の

視距改良は、用地交渉を行うとともに 27 年度の用地取得及び工

事の予算要望中と聞いております。日浦野田線の道路維持修繕

の第一工区は、用地交渉中で 27 年度の用地取得及び工事の予算

要望中と聞いております。北河内奥河内線新宝木橋の補修及び

耐震補強工事は、3 月末に完了予定と聞いております。由岐港線
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の西由岐での道路落石工事は、用地関係者 3 名と契約が完了し、

27 年度に工事発注の予定と聞いております。阿部お水大師付近

の崖崩れ対策については、由岐大西線の道路排水流末部の対策

について年度内に測量設計を完了し、27 年度の工事発注に向け

関係者との調整を行っていくと聞いております。 

次に、河川・砂防・治山関係では、県単河川維持修繕事業で

は、西河内馬木の日和佐川左岸において、かごマット護岸によ

る復旧工事が 3 月末に完了予定と聞いております。県営の急傾

斜地崩壊対策事業は、日和佐小学校裏付近の擁壁、法面工事に

ついては、管理用通路側の一部擁壁工事が繰越予定と聞いてお

ります。金毘羅神社南側斜面では、用地交渉に不測の日数を要

しており、擁壁、階段工事が繰越予定と聞いております。県単

砂防事業の津波避難階段は 12 箇所のうち、10 箇所は既に完成

し、未発注箇所の恵比須浜田井は、入札公告中で伊座利は、入

札公告の準備中と聞いております。山王谷の通常砂防事業は、

今年度発注分の東側堰堤第一工区の 3 分の 1 について 3 月中の

完了予定で、引き続き水路及び堰堤工事発注の準備中と聞いて

おります。 

次に港湾、漁港関係ですが、日和佐港海岸の海岸高潮対策事

業の防潮堤については、大浜地区は、昨年 12 月に地元説明を経

て今年 2 月に第一工区の改良工事に着手しており、港内戎地区

は、現在詳細設計中で今後、説明会を行いながら町と地元とで

調整を進めていく予定と聞いております。由岐漁港志和岐地区

の南防波堤補強工事の消波ブロック製作・据付は、3 月上旬に完

成予定と聞いております。志和岐地区の藻場造成は、3 月上旬に

完成予定と聞いております。由岐漁港由岐地区の耐震診断は、

12 月上旬に完了し、27 年度に耐震改修の詳細設計を発注予定と

聞いております。志和岐トンネルの LED 照明工事は、トンネル

片側部を 3 月上旬に発注予定と聞いております。由岐漁港木岐

地区の内防波堤補強工事の消波ブロック製作・据付は、12 月下

旬に完了したと聞いております。 

次に、地域高規格道路の阿南安芸自動車道でございますが、

まず平成 23 年度に事業化された桑野道路については、平成 25

年 7 月に地元設計協議に着手、平成 26 年 8 月に中央分離帯設置

方針が示され道路幅員を 10.5ｍから 12ｍに変更する修正設計を

完了、現在、用地幅杭等を設置し現地での地元関係者を対象に

詳細な説明会を実施しているところであり、今後は用地買収手

続きが早期に実施できるよう境界立会等を順次行い、事業進捗
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を図っていくと聞いております。 

また、平成 24 年度に事業化された福井道路については、平成

25 年度に桑野道路との接合部付近の詳細設計、福井川の河川整

備計画との調整、橋梁・トンネル等の設計業務及びそれに伴う

ボーリング調査を実施し、平成 26 年 10 月に事業評価監視委員

会にて中央分離帯の追加が示され、現在、道路幅員を 10.5ｍか

ら 12ｍに変更する修正設計及び計画道路周辺沿いの井戸・ため

池の水位、水質等の水文調査、テレビ受信の影響調査が実施さ

れており、今後、国・県・市による道路、法定外公共施設、水

道施設等の調整協議が出来次第、地元設計協議を進める予定と

聞いております。また海部道路については、平成 25 年 4 月に牟

岐町から高知県東洋町野根までの間が計画段階評価の調査箇所

に認定され、これまでに学識経験者など第三者からの意見を聞

くための「社会資本整備審議会道路分科会四国地方小委員会」

の開催や、地域の皆様や道路利用者へのアンケート調査が 2 回

実施されており、現在アンケートの意見等を踏まえ、概略ルー

トや構造等の対応方針の検討が進められていると聞いておりま

す。美波・牟岐間については、整備方針の検討及び必要性や整

備効果の整理等を進めているところと聞いております。なお、

昨年 12 月には、「四国はひとつ“阿波の道”女性フォーラム実

行委員会」による「未知フォーラム 2014in 海部」が海陽町海南

文化村で開催され、岩瀬議長と私及び職員 2 名が出席致しまし

た。また、2 月 28 日には阿南安芸自動車道の「大山道路」も開

通したことから、阿南安芸自動車道の早期整備に向けて地域住

民の機運も高まっており、町としましても引き続き要望活動に

取り組んで参りたいと考えております。 

次に、消防防災課関係では、1 月 5 日に来賓多数のご臨席を賜

り、平成 27 年美波町消防団出初式を挙行しました。日和佐グラ

ウンドに町内 16 分団が参集し、地域防災の要として心構えを新

たにしました。また、閉式後には日和佐川において一斉放水を

実施し、火災出動に備えた活動の一端を住民の方々に見学して

頂きました。 

 火災関係では、1 月 5 日の午前 11 時 50 分ごろ、美波町奥河内 

正木祖恵さん方から出火致しましたが、出初め式の一斉放水を

終えたばかりであったため、各消防団が迅速に消火活動にあた

り、住宅の 2 階部分と隣接する倉庫が焼けましたが、隣家への

延焼、けが人もなく、午後 1 時 6 分過ぎに鎮火しました。 ま

た、2 月 6 日午後 11 時 30 分ごろ、美波町北河内字久望 142 番地



 【19】 

付近の田んぼの畔が燃えているとの海部消防組合より連絡があ

り、消防団日和佐 1・2 分団に出動要請を行いました。日和佐第

1・2・6・8 分団及び海部消防組合が消火にあたり、山林に延焼

せず、けが人もなく、6 日午後 12 時過ぎに鎮火致しました。ま

た、翌日の 2 月 7 日午後 7 時 40 分ごろ、美波町西河内字馬木 28

番地、中久尊司さん宅付近の土手から出火との一報があり、消

防団日和佐分団に出動要請の町内放送を行い、日和佐分団及び

海部消防組合が消火にあたり、午後 8 時 20 分、鎮火しました。

この火災についても、延焼もせず、けが人もありませんでした。

このように、1 月から続けて 3 件の火災があったことを受け、2

月 13 日夕方、町内放送により、火の取り扱いについての注意喚

起を行いました。 

次に、防災関係では、1 月 27 日に南海トラフ巨大地震に備え、

美波町と徳島県建築士会海部地域会が大規模災害時、施設の耐

震性を判断できる資格を持つ会員が避難所の安全を確認し、避

難者の速やかな受け入れに繋げる事ができる、避難施設の応急

危険度判定に関する協力協定を結びました。また 2 月 3 日には、

南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、国内外で医療活

動を行っている、岡山市の認定ＮＰＯ法人・ＡＭＤＡと支援に

関する協定を結びました。協定では、災害発生後、被害が甚大

で支援を要請できない場合でも、ＡＭＤＡの判断で支援を行う

ことができ、全国から医師や看護師を集め医療等の支援や被災

者の救援、生活再建に関する支援をして頂けるとともに、定期

的に訓練・研修・相互連携に関する交流事業を行うこととして

おります。 

危機管理プロジェクト幹事会を 1 月 22 日に開催し、昨年 11

月に実施しました、事前復興まちづくりに関する住民意向調査、

12 月 6 日実施の地震・大津波避難訓練、個別危機管理マニュア

ル、地域防災計画改定などについて協議を行いました。 

美波町自主防災会連合会役員会を 1 月 28 日に日和佐地区、29

日に由岐地区でそれぞれ開催し、昨年 11 月に実施しました、事

前復興まちづくりに関する住民意向調査の第 1 弾の報告をさせ

て頂き、アンケート結果に関する質疑応答、意見交換などを行

い、2 月 23 日から各地区での開催する住民懇談会における課題

整理などを行いました。 

2 月 6 日午前 10 時 25 分に、徳島県南部を震源とするマグニチ

ュード 5.0 の地震が発生し、牟岐町で震度 5 強、美波町で震度 4

を観測しましたが、幸いにも津波は観測されず、人的・物的被
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害も報告されませんでした。日和佐保育園と幼稚園の園児や職

員は、徳島県南部総合県民局美波庁舎に歩いて避難し、日頃の

訓練の成果が十分に発揮出来たと思います。なお、心配された

余震も今のところ発生しておりません。 

「Ｊｏｉｎ  Ｔｏｗｎ  徳島プロジェクト」による阿部地区

避難訓練が、2 月 7 日に阿部地区をフィールドした実証実験の一

環として、テレビを利用した第 2 回目の避難訓練が実施されま

した。今回は、前日に地震があったことから、緊張感の中で住

民 150 名ほどの参加がありました。今後、今までの実証実験を

検証し、防災・災害時の安否情報、高齢化対策などについて、

検討を重ねる予定であります。 

事前復興まちづくり住民意向調査地区別懇談会を、2 月 23 日

に東町ほか 7 自主防災会、25 日に由岐湾内 3 地区自主防災会、

27 日に山河内自主防災会、28 日に桜町ほか 6 自主防災会及び北

河内ほか 3 自主防災会において開催し、11 月に実施しました事

前復興まちづくり住民意向調査の結果報告及び地区別課題に関

する意見交換、事前復興まちづくり構想の検討などを行いまし

た。なお、3 月にも残りの自主防災会でも地区別懇談会を開催す

る予定と致しております。 

美波町防災会議を 2 月 27 日に開催し、美波町地域防災計画の

改定などについて協議と意見交換を行い、美波町地域防災計画

の修正（案）を承認して頂きました。 

 次に、由岐支所関係では、阿波銀行由岐支店の移転による由岐

支所ＯＡフロア工事については、1 月 16 日に発注し、2 月 7 日にほ

ぼ完了致しました。工事と並行して 2 月 7 日に事務スペースを庁舎

西側から東側への移動作業も行い、2 月 9 日から新しい場所で業務

を行っております。 

 次に、教育委員会関係でございますが、学校教育関係では、

木岐小学校の今後の在り方について教育委員会から考えが示さ

れましたのでご報告致します。木岐小学校につきましては、今

後児童数の減少が予想されることから、望ましい学習環境の維

持が難しくなると考えられ、教育委員会は地域の意見をお聞か

せ頂きながらその対応を検討して参りました。木岐小学校の現

状と今後の児童数の推移をお伝えし、今後の義務教育の在り方

についてご意見をお聞かせ頂く会を保護者、地域の皆様を対象

に昨年 11 月から 12 月にかけて 7 回開催し、その後に休校に関

する説明会を本年 2 月に 3 回開催し、休校に対するご意見をお

聞かせ頂きました。ご意見の主なものは、「子どもたちにより良
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い学習環境を与えて欲しい。」、「休校になるのは残念だが、児童

数を考えると仕方がない。」というものでした。2 月 24 日の定例

教育委員会において、より良い学習環境への配慮から、平成 27

年度末をもって木岐小学校を休校し、在籍児童は由岐小学校に

おいて学習することを決定しております。学校が休校すること

は地域にとって残念なことではありますが、私としましても教

育委員会の決定を尊重したいと考えております。 

次に、社会教育関係では、1 月 2 日に新春恒例の第 54 回由岐

駅伝競走大会が、由岐青年会主催により開催されました。7 チー

ムが参加し、由岐支所前を発着点として 5 区間 12.3km のコース

で健脚を競い合い、西の地Ａチームが優勝し、5 連覇を飾りまし

た。 

1 月 3 日に、平成 26 年度美波町成人式をコミュニティホール

におきまして、開催致しました。本年の新成人該当者は、男子

33 名、女子 29 名の合計 62 名でありましたが、そのうち男子 29

名、女子 23 名の計 52 名の出席がございました。 

1 月 17 日に、鉄道大好きマエストロ秋山和慶氏による「にぎ

わいづくり音楽列車事業」として、音楽の旅演奏会が開催され

ました。徳島駅を出発した音楽列車に、途中、阿南駅からすみ

れコーラス、さくらコーラスのメンバーも乗車し、列車内で秋

山和慶氏の指導を受け、午後から美波町コミュニティホールで

開催された演奏会にも出演しました。来場者は約 150 名で、会

場は大いに盛り上がりました。 

美波町スポーツ少年団駅伝大会が 2 月 1 日に開催され、海部

郡内のスポーツ少年団 16 チームが参加し、沿道からの声援を受

けながら健脚を競いました。男子の部では、美波ＳＪ Ａチー

ムが、女子の部では、由岐ＪＶＣ Ａチームが優勝しました。  

 次に、水道課関係でございますが、上水道事業では、丹前水

源地送水ポンプ 2 号で異常を知らせる警報が作動し、故障の原

因を調査したところ、電気モーターの絶縁不良と判明したため、

電気モーターのコイルを巻き直す事とし、1 月末までに修繕を終

えました。また、舗装工事のみ残っていた町道弁財天 3 号線の

老朽管更新工事は、2 月 15 日に完了致しました。 

また、簡易水道事業では、由岐谷裏配水池更新工事基本設計

業務は、3 月末までの完了予定で、現在、現地測量を行っており

ます。木岐配水池更新工事に伴う実施設計は、現在、現地測量

及びボーリング調査を行っていて、業務完了は 5 月末になる見

込みで、翌年度へ繰越となる見込みのため、木岐配水池更新工
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事についても翌年度に繰越して、12 月末の完成を予定しており

ます。 

以上、町政の取組みに対する一端と「諸般の報告」と致しま

す。議員各位のご理解をお願い申し上げる次第であります。 

 

続きまして今議会に提案し、ご審議を賜ります議案につきま

して、その概要を順次ご説明申し上げます。 

 まず、報告第 1 号は「株式会社道の駅日和佐の事業報告につ

いて」でありますが、町が出資している法人で、資本金、基本

金等の 2 分の 1 以上を出資している法人については、その経営

状況を議会に報告することが義務づけられております。株式会

社道の駅日和佐につきましては、町が 55.25％、現株式総数 400

株で 20,000 千円、うち町の出資額は 221 株で 11,050 千円を出

資しておりますので、地方自治法第 243 条の 3 の規定に基づき、

その経営状況を報告するものであります。 

議案第 1 号「専決処分の報告について」は、地方自治法第 179

条第 1 項の規定により専決処分した事件について、同条第 3 項

の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

専決第１号「平成 26 年度 美波町一般会計補正予算（第 6 号）」

は、補正額はなく、債務負担行為の期間の変更であります。昨

年 9 月議会で承認を頂いておりました基幹系システムのシステ

ム利用料にかかる債務負担行為の期間について、平成 26 年度か

ら平成 32 年度の 7 年間としていたものを、契約にあたり契約先

である (株)四国情報管理センターと協議の結果、保守期間が平

成 33 年度まで可能となったことにより期間を 1 年間延長し、平

成 26 年度から平成 33 年度の 8 年間に変更するものでございま

す。 

議案第 2 号「過疎地域自立促進計画の一部を変更することに

ついて」は、過疎地域自立促進計画を変更するため，過疎地域

自立促進特別措置法第 6 条第 7 項において準用する同条第 1 項

の規定により議決を求めものでございます。美波町の過疎地域

自立促進計画に、新たに事業を追加するための変更であります。

追加事業は、次の 13 事業であります。①農山漁村持続活性化推

進事業、 ②市町村道路改良追加（奥河東西線改良、田々川大久

保線改良）、③公営住宅長寿命化計画策定、④医療保健センタ

ー建設事業、⑤福祉計画策定、⑥診療所建設事業、⑦多目的集

会施設整備、⑧子ども・子育て支援事業、⑨障害福祉計画策定

事業、⑩事前復興計画策定事業、⑪耐震改修促進計画策定事業、 
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⑫道路構造物調査事業、⑬まちなか再生支援事業、なお計画期

間は、平成 22 年度から平成 27 年度までの 5 カ年であります。 

次に、議案第 3 号から第 9 号までは、指定管理者の指定に関

する議案であります。議案第 3 号から議案第 9 号までの各施設

は、それぞれ指定管理により施設の管理を行って参りましたが、

平成 27 年 3 月 31 日をもって指定の期間が終了致しますので、

引き続き同一団体にそれぞれ指定管理を行って頂くものであり

ます。議案第 3 号から議案第 8 号までの各施設の指定期間は平

成 27 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの 3 年間とし、議

案第 9 号の道の駅日和佐は平成 27 年 4 月 1 日から平成 37 年 3

月 31 日までの 10 年間としており、地方自治法第 244 条の 2 第 6

項の規定により議会の議決を求めるものでございます｡ 

まず、議案第 3 号は「美波町立公民館の指定管理者の指定に

ついて」でありますが、美波町立公民館 28 施設を各地域町内会

に、議案第 4 号「美波町児童館、女性会館の指定管理者の指定

について」は、美波町児童館、女性会館を社会福祉法人美波町

社会福祉協議会に、議案第 5 号「美波町デイサービスセンター

の指定管理者の指定について」は、美波町デイサービスセンタ

ーの「竜宮」を社会福祉法人美波町社会福祉協議会に、「浦島」

を社会福祉法人東紅会に、議案第 6 号「美波町由岐生活支援ハ

ウス「長寿村」の指定管理者の指定について」は、「長寿村」を

社会福祉法人由岐福祉会に、議案第 7 号「美波町地域防災拠点

施設の指定管理者の指定について」は、美波町地域防災拠点施

設を東由岐町内会に、議案第 8 号「美波町移住交流支援施設の

指定管理者の指定について」は、「志和岐地区移住交流支援施設」

を志和岐町内会に、「阿部地区移住交流支援施設」を阿部の未来

をつくる会に、議案第 9 号「道の駅日和佐の指定管理者の指定

について」は、道の駅日和佐を株式会社道の駅日和佐に、それ

ぞれ引き続いて指定管理を行って頂くものであります。 

議案第 10 号「美波町教育長の職務に専念する義務の特例に関

する条例の制定について（条例第 1 号）」は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、教育長の職務に専念する義務の免除に関する条例を新たに

制定するものでございます。 

議案第 11 号「美波町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の制定について（条例第 2 号）」は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、教育長の勤務時間、休暇等に関する条例を新たに制定する
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ものであります。現在の教育長は、教育公務員特例法の適用に

よる勤務時間等の条例を設けていましたが、新しい法律の制定

に伴い、この法律の適用を受けなくなったことから条例は廃止

し、新たに勤務時間等に関する条例を制定するものであります。 

議案第 12 号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について（条例第 3 号）」は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、美波町公

告式条例他 7 条例の一部改正及び廃止について整理する条例を

制定するものであります。新たな法律の制定に伴い、美波町公

告式条例など 8 本の関係条例を一括して一部改正及び廃止を行

うものであります。 

議案第 13 号「美波町立認定こども園条例の制定について（条

例第 4 号）」は、認定こども園を設置するための条例制定及び

附則による関係条例の整備を行うものであります。小学校就学

前の子どもに対して、教育及び保育を一体的に行うことにより、

その心身の発達を助長するとともに、地域の子育て家庭に対す

る支援を行うことを目的に、認定こども園を設置するための条

例を制定及び附則により関係条例の整備をしようとするもので

あります。 

議案第 14 号「定年前に退職する意思を有する職員の募集及び

認定に関する条例の制定について（条例第 5 号）」は、退職手

当の事務委任先である徳島県市町村総合事務組合の退職制度改

正に伴う早期退職に係る条例を新たに制定するものでありま

す。国家公務員退職手当法が平成 25 年 11 月に一部改正された

ことを受け、市町村の退職手当の支給事務を委任している徳島

県市町村総合事務組合の退職手当に関する条例が改正されたこ

とに伴い、町において早期退職制度に係る条例制定の必要があ

るため新たに制定するもので、最大で 45 才から早期退職の募集

認定が行えることになります。 

議案第 15 号「美波町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について（条例第 6 号）」は、平成 26 年の人事院

勧告の給与制度の総合的見直しに基づき、俸給表水準を平均 2％

引き下げるなどの関係条項の一部を改正するものであります。

平成 26 年 8 月の人事院勧告の給与制度の総合的見直しに基づく

もので、俸給表の水準を平均で 2％引き下げると共に、地域手当

の新設とそれに伴う関係規定の改正、単身赴任手当及び管理職

員特別勤務手当の見直し、昨年 12 月に引き上げた勤勉手当を 6
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月期と 12 月期に平準化するための引き下げ等となっておりま

す。 

議案第 16 号「美波町特別会計条例の一部を改正する条例の制

定について（条例第 7 号）」は、美波町住宅改良資金貸付特別

会計の廃止に伴う一部改正であります。住宅改良資金貸付特別

会計については、現在、新規貸付けはなく、償還金の支出のみ

となっていましたが、平成 27 年度においては償還金の支出もな

くなることから特別会計を廃止するものです。未収金について

は、今後一般会計で管理収納することとなります。 

議案第 17 号「美波町携帯電話等エリア整備事業分担金条例の

制定について（条例第 8 号）」は、携帯電話等エリア整備事業

の基地局整備に係る費用の一部を電気通信事業者から分担金と

して徴収するため新たに条例を制定するものでございます。平

成 27年度に予定しております携帯電話の基地局を整備するに当

たり、その事業費の一部については通信事業者が負担すること

となるため、新たに分担金条例を制定するものであります。な

お、分担金の割合は 9 分の 1 となっております。 

議案第 18 号「美波町消防団設置条例の一部を改正する条例の

制定について（条例第 9 号）」は、消防団員の確保等消防団組

織の強化のために、訓練手当等を引き上げるための一部改正で

ございます。 

次に、議案第 19 号から議案第 24 号までの 6 議案は、平成 26

年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算でございます。 

まず、議案第 19 号「平成 26 年度美波町一般会計補正予算（第 7

号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 60,341 千円を追

加し、歳入歳出の総額を 6,272,395 千円と致しております。な

お、年度末であることから、諸般の事情により繰越となる見込

みの 6 事業について、繰越明許費として計上致しております。

補正額の主なものは、地方創生関連予算として今年 1 月に国か

ら示された地域住民生活等緊急支援のための交付金で、平成 26

年度内に予算計上することが義務づけられているものでありま

す。交付金の限度額としては総合戦略策定経費として 10,000 千

円、消費喚起・生活支援型で 20,000 千円、地方創生先行型で

26,000 千円の枠の配分があり、新たに地方創生交付金事業費と

して補正予算を提案させて頂いております。 

 主な内容としては総合戦略策定経費では事前調査委託料で

6,200 千円、消費喚起・生活支援型では徳島県が行うプレミアム

商品券事業の補助金として 4,000 千円、高校生以下の子育て世
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帯への商品券の配付で 9,400 千円の合計 13,400 千円、町単独の

お買い物事業補助金で 8,600 千円を計上しております。 

 地方創生先行型では、地域おこし協力隊事業で報償費など約

4,000 千円、集落支援員事業で報償費など約 3,000 千円、人材育

成事業補助金で 1,000 千円、徳島県への負担金事業である四国

の右下若者創生事業負担金で 2,000 千円、外国人観光客誘致事

業で委託料などで約 4,000 千円、着地型観光事業で恵比須浜キ

ャンプ村の改修工事請負費などで約 5,000 千円、道の駅日和佐

活用事業でイベント施設整備工事請負費などで約 15,000 千円、

世代間交流の推進事業で高齢者福祉センターの改修工事請負費

などで約 5,000 千円、古民家再生事業で 1,300 千円を計上し、

全体で 9 事業としております。どこまで執行できるか見通しが

付かない事業もあるため、一般財源も含めて予算計上させて頂

いていますので、交付金額よりも予算規模は大きくなっており

ます。 

 地方創生関連以外の主なものでは、企画費の工事請負費では、

空き家再生等推進事業の工事費で 5,000 千円の追加、負担金補

助及び交付金では老朽住宅解体費支援事業補助金で 4,200 千円

の減額とし、社会福祉総務費の繰出金では、国保基盤安定化事

業繰出金で 3,472 千円、老人福祉費の繰出金では、介護保険特

別会計繰出金で 1,702 千円、保健衛生総務費の負担金補助及び

交付金では、病院会計運営費負担金で 67,360 千円をそれぞれ追

加し、医療体制整備事業費の負担金補助及び交付金では、病院

建設事業補助金で平成 26年度の財源を起債に変更したことに伴

い 167,346 千円を減額しております。国土調査費の賃金では、

臨時雇い賃金で 1,241 千円、委託料では、地籍調査委託料で

38,372 千円、漁港建設費の工事請負費では、恵比須浜漁港導流

堤修繕工事請負費で 9,960 千円をそれぞれ追加しております。

住宅管理費の委託料では、調査設計委託料で 5,464 千円を減額

し、基金費では、まちづくり基金費の積立金で 30,000 千円、ふ

るさと応援基金費で 1,890 千円それぞれ追加しております。 

 議案第 20 号「平成 26 年度美波町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第 5 号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ

26,487 千円を追加し、歳入歳出の総額を 1,191,157 千円と致し

ております。補正額の主なものは、歳入では高額医療費共同事

業交付金確定により 11,937 千円の追加、歳出では保険給付費で

15,300 千円の追加であります。 

議案第 21 号「平成 26 年度美波町公共下水道事業特別会計補
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正予算（第 1 号）」は、補正額はなく、給与費の調整のための

支出科目の更正でございます。なお、公共下水道整備事業の寺

前ポンプ場雨水ポンプ長寿命化対策工事については、2 度の入札

不調が生じ、工事の発注が 2 月となったことから、27 年度へ繰

り越しと致しております。 

議案第 22 号「平成 26 年度美波町介護保険事業特別会計補正

予算（第 2 号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 3,404

千円を追加し、歳入歳出の総額を 1,282,858 千円と致しており

ます。補正額の主なものは、平成 26 年度介護保険システム改修

にかかる費用の追加であります。 

議案第 23 号「平成 26 年度美波町国民健康保険阿部診療所特

別会計補正予算（第 4 号）」は、補正額はなく、共済費の調整

のための支出科目の更正でございます。 

議案第 24 号「平成 26 年度美波町病院事業会計補正予算（第 4

号）」は、収益的収入では収入科目の更正を行い、収益的支出

では 6,019 千円を減額し収益的支出の総額を 1,009,639 千円と

し、資本的収入では 54 千円を追加し、資本的収入の総額を

654,030 千円とし、資本的支出に 54 千円を追加し、資本的支出

の総額を 665,087 千円と致しております。収益的収入では、特

別交付税分の一般会計からの運営費負担金などによる収入科目

の更正と、収益的支出では医師手当などの減額となっておりま

す。資本的収入では、主に 26 年度の収入を交付金から起債に振

り替えたことによる収入科目の更正と、資本的支出では機械備

品に係る費用の支出科目の更正となっております。 

なお、議案第 19 号から議案第 24 号までの 6 議案の補正予算

関係議案につきましては、円滑な事業執行のため、本日ご審議

賜りますようお願い致します。 

次に、議案第 25 号から議案第 36 号までの 12 議案は、平成 27

年度の一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算でございま

す。 

まず、議案第 25 号「平成 27 年度美波町一般会計予算」は、

歳入歳出の総額をそれぞれ 6,630,000 千円と致しております。 

前年度当初予算との比較では、金額で 1,030,000 千円、比率で

18.4％の増加となっております。増加要因の主なものと致しま

しては、建設最終年度となる病院建設事業補助金、平成 28 年 1

月から施行される番号制度に伴うシステム改修委託料、赤松新

発谷の携帯電話等エリア整備事業、空き家再生等推進事業、災

害対策事業として阿部ヘリポート整備工事、総合的な安全・防
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災基盤整備事業、まちづくり基金積立金などが主な要因であり

ます。 

議案第 26 号「平成 27 年度美波町国民健康保険事業特別会計

予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 1,294,011 千円と致して

おります。前年度当初予算との比較では、金額で 150,166 千円、

比率で 13.1％の増加となっております。 主に、平成 27 年度制

度改正による保険財政共同安定化事業の拡大によるものであり

ます。 

議案第 27 号「平成 27 年度美波町育英奨学金貸付事業特別会

計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 19,440 千円と致してお

ります。前年度当初予算との比較では、金額で 1,680 千円、比

率で 8.0％の減額となっております。 

議案第 28 号「平成 27 年度美波町赤河内財産区特別会計予算」

は、歳入歳出の総額をそれぞれ 9,407 千円と致しております。 

対前年度、同額であります。 

議案第 29 号「平成 27 年度美波町簡易水道事業特別会計予算」

は、歳入歳出の総額をそれぞれ 59,806 千円と致しております。

前年度当初予算との比較では、金額で 91,264 千円、比率で

60.4％の減額となっております。 木岐配水池の更新工事の完了

が主な要因であります。 

議案第 30 号「平成 27 年度美波町漁業集落排水事業特別会計

予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 22,004 千円と致しており

ます。前年度当初予算との比較では、金額で 400 千円、比率で

1.8％の減額となっております。 

議案第 31 号「平成 27 年度美波町公共下水道事業特別会計予

算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 152,091 千円と致しており

ます。前年度当初予算との比較では、金額で 4,315 千円、比率

で 2.8％の減額となっております。主に償還金の減額によるもの

です。 

議案第 32 号「平成 27 年度美波町介護保険事業特別会計予算」

は、歳入歳出の総額をそれぞれ 1,226,502 千円と致しておりま

す。前年度当初予算との比較では、金額で 2,927 千円、比率で

0.2％の減額となっております。  主に、包括的・継続的ケアマ

ネジメント事業費の減額であります。 

議案第 33 号「平成 27 年度美波町国民健康保険阿部診療所特

別会計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 34,317 千円と致し

ております。前年度当初予算との比較では、金額で 1,752 千円、

比率で 4.9％の減額となっております。 主に医薬材料費の減額
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によるものであります。 

議案第 34 号「平成 27 年度美波町後期高齢者医療特別会計予

算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ 141,075 千円と致しており

ます。前年度当初予算との比較では、金額で 6,708 千円、比率

で 4.5％の減額となっております。 主に、後期高齢者医療広域

連合納付金の減額によるものです。 

 議案第 35 号「平成 27 年度美波町水道事業会計予算」は、平

成 27 年度の業務予定量を給水戸数 1,670 戸、年間総給水量を

455,000 ㎥、１日平均給水量 1,246 ㎥と致しております。収益的

収入及び支出をそれぞれ 83,000 千円、収益的収入、支出それぞ

れ対前年度比 1,969 千円、2.4％の増額であります。主に深瀬地

区水道施設の国庫補助及び、工事負担金等の長期前受金の戻入

が開始されることによるものです。また、資本的収入を 49,600

千円、資本的支出を 60,892 千円とし、資本的収入では対前年度

比 49,600 千円の皆増となり、資本的支出では、対前年度比で

50,618 千円、492.7％の大幅な増額であります。主に丹前水源地

の電機計装装置の更新によるものです。 

議案第 36 号「平成 27 年度美波町病院事業会計予算」は、平

成 27 年度の業務予定量を病床数一般 80 床、1 日平均患者数は入

院 59 人、外来 245 人と致しております。収益的収入を 1,026,165

千円、収益的支出を 980,327 千円、収益的収入では対前年度比

21,792 千円、2.1％の減額、収益的支出で対前年度比 52,350 千

円、5.1％の減額であります。主に給与費、材料費などの減額に

よるものであります。また、資本的収入を 1,541,037 千円、資

本的支出を 1,544,456 千円とし、資本的収入では対前年度比

892,294 千円、資本的支出では 888,295 千円とそれぞれ大幅な増

額となっております。主に新病院建設事業費の増額によるもの

であります。 

議案第 37 号「美波町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて」は、固定資産評価審査委員会委員の任期が、平成 27 年 5

月 28 日で満了するため、地方税法第 423 条第 3 項の規定により、

固定資産評価審査委員会委員の再任について議会の同意を求め

るものでございます。任期は、平成 27 年 5 月 29 日から平成 30

年 5 月 28 日までの 3 年間でございます。 

議案第 38号「美波町赤河内財産区管理会委員の選任について」

は、赤河内財産区管理会委員の任期が、平成 27 年 3 月 31 日で

満了するため、美波町赤河内財産区管理会条例第 3 条の規定に

より、その選任について議会の同意を求めるものでございます。
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赤河内財産区については、その財産の管理のため管理会を設け

ていますが、任期が 4 年となっており、その任期が今年 3 月 31

日で満了することから、美波町赤河内財産区管理会条例第 3 条

の規定により委員の選任について議会の同意を求めるものであ

ります。なお、管理委員については赤松・北河内・西河内・山

河内地区から選出された 7 名となっています。 

 以上、提案致しております議案の主だった概要をご説明申し

上げました。簡単でございますが、諸般の報告並びに提案説明

と致します。なお、議案の詳細につきましては、担当課長から

説明を致させますので、ご審議の上、原案のとおりご承認を賜

りますようお願いを申し上げまして、町長提案理由の説明と致

します。よろしくお願いを致します。 

議 長 町長の提案理由が終わりました。 

 日程第 4 質疑を行います。なお議案の内、専決議案第 1 号、

補正予算議案第 19 号から第 24 号まで 6 件、計 7 件につきまし

ては町長からの早期の決議をお願いしたいとの要望がありまし

たので、本日先に審議したいと思います。また条例議案第 10 号

から第 18 号までの 9 件、人事議案第 37 号・38 号の 2 件、計 11

件につきましては 11 日の本会議で審議したいと思いますので、

ご了承願います。 

 また報告第 1 号議案第 2 号から第 9 号、第 25 号から第 36 号

までの議案につきましては、各常任委員会に付託し、委員会で

審査を行いたいと思いますので、質疑はあくまで総括的大綱的

な質疑にとどめ、詳細はそれぞれ所管の常任委員会で審査をお

願い致します。 

質疑のある方は挙手願います。質疑はありませんか。  

 永本議員 

7 番 議 員 8 ページなんですけどね、この捕獲鳥獣解体処理事業、これ

に対して 8 ページの上の方ですが、上から 3 段目ぐらい。運営

の仕組みや人などについても徐々に検討を進めて参りたいと書

かれておるんですが、徐々では困るんですこれ、早急に検討を

進めて頂きたいと思います。町長のご意見お聞きします。 

議 長 町長 

町 長 このいわゆる鳥獣害被害も含めまして、躯体をどうするかと

いうことで、町もまた住民の方々も非常に頭を痛めているとこ

ろでございます。現実にその躯体を処理するにあたりまして、

処理施設を整備するっていうことは、町単独では今のところな

かなか難しいものがございます。そういったことも含めてとい
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うことで、徐々というような言い方をさして頂いておりますけ

れども、もちろん議員がおっしゃるようにこの検討については

進めて参りますので、はい、そのように、はい。 

議 長 これで質疑を終わります。 

ただ今議題となっております報告第 1 号、議案第 2 号から第 9

号、議案第 25 号から議案第 36 号まで計 21 件は、お手元に配布

しております付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

よって、報告第 1 号及び、議案第 2 号から第 9 号、議案第 25

号から議案第 36 号まで計 21 件は、それぞれ所管の常任委員会

に付託することに決定しました。 

休憩します。 

（時に 10 時 37 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 00 分） 

議 長 休憩前に引き続き再開致します。 

ただ今から、議案第 1 号、補正予算議案第 19 号から第 24 号

まで、計 7 件の議案審議を行います。 

 

日程第 5 議案第 1 号「専決処分報告について 専決第 1 号 

平成 26 年度美波町一般会計補正予算（第 6 号）」を議題と致し

ます。当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 1 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

 北山議員 

4 番 議 員 すいません、変更する理由って言いました。すいません言っ

てなかったら教えて下さい。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  変更理由につきましては、契約に当たりまして契約先であり

ます株式会社四国情報管理センターとの協議の結果、保守期間

を 1年間延長することが可能となったための変更でございます。

以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 
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「討論なし」と認めます。 

これから、専決第 1 号「平成 26 年度美波町一般会計補正予算

（第 6 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

専決第 1 号は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第 6 議案第 19 号「平成 26 年度美波町一般会計補正予算

（第 7 号）」を議題と致します。当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 19 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  

戎野議員 

9 番 議 員 ページ 16 のですね、老朽住宅の解体費支援補助が 4,200 千円

減額になっとるわけなんですが、昨年なり毎年の解体数とそれ

とそういう解体を希望する人に対してのその需要というか、そ

れはどういうふうになって十分応えられているのか、この減額

によって今後の見込はどうなっていくのか、その点ちょっと説

明を受けたいと思います。 

議 長  総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  老朽住宅の撤去に係る補助金につきましては、年間でまぁ 15

軒程度の予算枠を取らして頂いて、今回 2 年目ということで申

請件数も少なくなっております。それで後 1 軒今年度中に行う

予定でございますけれども、それを除いた分につきましては、

補助金をお返しするというかたちを本来であれば取るんですけ

れども、今回は空家再生の方で事業費がいるんではないかとい

うことで、そちらの方へちょっと一部振替さして頂いておりま

す。それで来年度につきましては、今年度の実績も踏まえて 10

軒の予算枠を取らして頂いております。それで事業費につきま

しては、国の補助金がある程度融通がきく補助金でございまし

て、もし希望があれば年度内で増額ということも可能かと思っ

ておりますので、柔軟にその辺は対応致しております。ですか

ら申し込みがあってできないっていうことはございません。以

上です。 

議 長 北山議員 
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4 番 議 員 17 ページすいません、この中に道の駅のチャレンジショップ

の予算がいろいろ計上されております。先ほど配って頂いた 1

枚ものの中の道の駅日和佐活用事業と同じもんだと思うんです

が、チャレンジショップの内容っていうんですかね、そこらを

ちょっと具体的にもう少し説明頂けますか。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  お答え致します。チャレンジショップにつきましてはと言い

ますか、この道の駅の活用事業全体としてなんですけれども、

根本的な話としまして、また次の議案説明の中にも関連はして

くるんですが、道の駅の収支が非常に悪化しております。前年

のこの会議におきましては単年度赤字の計上と言う話であった

んですけれども、今回につきましては 2 年連続の計上赤字の計

上ということになっておりまして、12 月に開かれました株主総

会、その場におきましても監査役の方から非常に厳しい指摘を

頂いておりまして、抜本的な対策が必要ではないかというふう

なことも指示を頂いているところであります。時期においては

「黒字化に向けて最大限の努力をするように」要望するという

ふうなことまで文章で頂いている状況がございまして、そうい

ったことをベースにしまして、町としても株式会社道の駅任せ

にはできないであろうということで、さまざまなことを考えて

いっている内のひとつが、今、議員がご質問のありますチャレ

ンジショップになります。あくまでも現時点のイメージであり

ますけれども、物産館付近の空きスペースに 10 ㎡程度の小さな

建物をつくりまして、そこをちょっといくつかの何ていうんか

落としどころっていうんがあるんですけれども、例えばひとつ

の方法としましては、チャレンジショップっていう分に関して

言いますと、例えば日和佐の方に来て商売をやってみたいって

いういわゆるＩターン、あるいはＵターンの人。そういった人

達が試験的に例えば飲食業をなんかをやってみる。あるいは物

販をやってみる。そういうふうなところとして使うっていうの

がひとつあり得ます。もうひとつは飲食店たくさん町内にある

わけなんですけれども、例えばそういった飲食店の方々が相談

をして、ワンデーシェフのようなかたちで道の駅で割っていっ

て、自分の自慢の料理をそこで提供すると同時に自分の店の宣

伝にも使う。そういうふうな意味合いでの落としどころもひと

つあろうかと思いますし、また全く違うところでチャレンジシ

ョップっていう言葉から少し違ってきますけれども、事務所的

な使い方をしていくっていうこともありうるのではないか。そ
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ういったところで具体的な規模的なものとしては 10㎡程度の小

さな建物で、浄化槽を近くに入れて独立して動いていく。運用

については先ほど冒頭言いましたように道の駅の収支の改善に

なるべく繋がっていくようなかたちで道の駅と連携しながら運

営していくと、そんなかたちでできないものだろうかというこ

とで入れさして頂いているものであります。 

ちょっと言い訳を先にするようで申し訳ないんですけれど

も、先ほど町長提案理由の説明の中でどこまでできるか分から

ない事業と言う表現ございました。実際、短い日の中で無理し

て手を上げている要素がございますので、正直なところ今、具

体的にこういうことを考えてますってスパッと言えないところ

が非常に申し訳ないんですけれども、そういった方向の中でこ

れから具体化進めて行きたいというふうに思っております。以

上です 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 今の件についてはできるだけ頑張ってもらいたいと思いま

す。それともう 1 点、今配られた紙の中の着地型観光事業体験

ツアー、ここについてももう少し具体的に教えて頂けますか。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  お答え致します。これも何点かこの中にまとまっている話に

なるんですけれども、まずひとつはですね、この説明資料でい

きます。上の段に地域資源を活かした各種ツアーを実施ってい

う表現がございます。各種ツアーとしてありますけれども、と

りあえず現時点で一番想定している、期待している部分につき

ましては、サテライトオフィスの「たからのやま」っていうの

がございまして、これは今年度、去年になりますけれども、 2

回ほど独自の事業として東京から写真撮影ツアーの参加者を募

集して連れてきて頂いておりまして、日和佐の祭りの時期、そ

れと由岐の伊勢えび祭りの時期、2 回来て頂いておって、既にあ

る程度使える状態になっておりました農林漁業体験施設を滞在

拠点として使って頂いて、合計 10 人ぐらいだったと思うんです

けれども、そういう取り組みをして頂いたってのがございまし

た。それを後押しするようなかたちで出来ないかというのがま

ずひとつでございます。その下に田井周辺によくばり体験拠点

を整備するというのがございまして、先ほど議案の資料の中、

あるいは総務課長の説明の中で日和佐田井という表現があった

んですけれども、当初は恵比須浜のキャンプ村にありますシャ

ワー室をですね、あれを改修できないか、今現在では水シャワ
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ーしかでませんので、温水シャワーを付けるような試みもでき

ないか。後はよくばり体験がまさに重なってくるんですけれど

も、新しいアウトドアのレジャーっていいますか、スポーツと

してサーフィンボードの上に人が乗っかって、それを櫂で漕ぐ

ようなそういうパドルボードっていうものが進んでおります。

そういった備品を購入して、旧の老人ホームに保管できないか

っていうふうなことをよくばり体験の推進協議会の中で議論し

ておりまして、実際にそう実験的にやってみてエージェントな

んかにも見てもらったっていうことがございます。とりあえず

よくばり体験推進協議会ならびに美波町産業振興課としまして

は、恵比須浜地区をターゲットにしてそういうことでエージェ

ントで見てもらったんですが、ここでちょっと二股の話がちょ

っと申し訳ないんですが、そのエージェントの方の評価により

ますと、バスであの狭い道を通っていって恵比須浜の方に行く

についてはどうしてもリスクがあると。なかなか進めて行くに

は難しいところがあるという評価もありまして、それであれば

同じ田井の由岐、田井ノ浜の方ですね、そちらの方を舞台にし

て例えば教育委員会の協力を得てＢ＆Ｇの施設なんかもうまい

こと絡めてできないか、両方とも二股にかけるようなかっこう

で今ちょっと検討しているところでありまして、やることは同

じなんですね。現在冷水シャワーしかないものを温水シャワー 1

つでも 2 つでも付けれんか、そういう備品を買ってそういった

保管をどっか近くでできないかというふうなことで、同じよう

なことを考えているんですけれども、あえてこう田井っていう

言葉を使わせて頂いているのがそういう二股を今、かけさして

頂いているというところでちょっとご理解頂きたいと思いま

す。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 17 ページの委託料なんですけれども、総合戦略策定事業の分

で平成 27 年度に総合戦略を策定するという話で内訳というか 1

枚ものの中に必要な専門的な調査等を実施するとあるんです

が、どういったところに委託されるのか、どういう内容を考え

ておられるのかお伺いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  総合戦略策定事前調査委託料というかたちで 6,200 千円計上

さして頂いておりますけれども、今回の交付金につきましては

総合戦略の策定に係るいわば委託事業は交付金対象にはならな

いっていうことで、ただそれに係る調査ですね、資料の調査で
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ありますとか、そういった業務については対象ということで、

今回まだどの程度のものを調べて頂くかっていうのはまだ、内

容についてはまだできておりませんけれども、この調査委託料

6,200 千円すべてを多分使わないであろうということで、枠取り

ではございますけれども、総額の中で 6,200 千円というかたち

をとらさして頂いております。考えられますのは、今、美波町

で行ている事業等も数値ですかね、統計調査の数値であります

とかそういったいろいろなものの基礎資料的なものの調整と

か、そういったかたちで調査を実施して頂くための費用を概算

ではございますけれども、計上さして頂いております。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 それと 24 ページの基金費なんですけど、このまちづくり基金

費っていうのは今回新しくというか、できたと思うんですが、

これはどの部分に使われる、どういったことに使われるんでし

ょうか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  まちづくり基金につきましては合併当初から基金条例はござ

いました。ということで、ただ今まで積立というのは行てはお

りませんでした。今回積立さして頂きますのは合併特例債、合

併して借入ができるようになった特別な起債ではございますけ

れども、これを基金に積立ることができます。この基金に積立

てて、地域振興でありますとか、そういった事業に使うために

基金に積立てさして頂くものでございますけれども、いわば合

併特例債ですので、積立てた金額の 7 割については償還時に交

付税で見て頂けますので、その分有利な起債でございまして、

それを基金に積立てまして、使えるのは償還が終わった分です

かね、起債償還を毎年行いますけれども、その償還が終わった

分についてはその地域振興とかまちづくりに関する事業に使用

可能といったような、こういったかたちで今合併特例債が当初

10年であったのが 5年間延長されて 15年間となっておりますの

で、その終了までにある程度積立てて、それ以後においても使

用できるようなかたちで財源としての確保というかたちで、今

回 30,000 千円を計上さして頂いております。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員  町長にお聞きしたいです。この 1 枚もののですね地方創世先

行事業費の中にこの美波町総合戦略ということなんですが、既

に総合計画をと言うことで立派な冊子が各家庭に配布されとん

で、名称が非常に紛らわしいと思うんですが、できるんだった
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一本化した方がいいのでは、こちらの方がなんか躍動的な総合

戦略と言った方がいいのではないのかと、両方ふたつ同じよう

な書類を作って配布したらどっちがどっちや分からんようにな

りはしないかと思うんですが、どうでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 今、永本先生のご質問は最もだとは思いますけれども、町の

第 2 次の総合計画は 10 年のスパンで美波町総合計画ということ

で作くらさして頂いておりますけれども、今回の地方創世につ

きましては、国の方で総合戦略というような固有名詞といいま

すか、を使っておりますので、県もそれを使われるというよう

に伺っております。今年も 7 月を目途に策定をされるというこ

とで、国と県の計画が出来上がりましたら、それとの整合性も

含めた中で美波町の計画を作るというようなことになっており

ますので、名称としては紛らわしいとこがあるかもしれません

けれども、その 5 年間に特化した計画ということで、この名称

は使わざるを得ないと言いますか、使うようになるというよう

なことでございますので、そのあたりでご理解頂かなければな

らないかなぁと思っております。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 先ほどちょっと見落としてましたのでもう 1 点お願いしたい

と思います。この 1 枚ものの中の外国人観光誘致事業で 4,000

千円あるんですが、この中には観光協会への先ほどページ 17 で

委託料、いわゆる通訳の配置委託料ということでありますが、

これは観光協会で常時 1 人を雇ってその費用として配置するの

か、観光ボランティアを含めた配置なのか、そのあたりを詳し

く説明を受けたいと思います。それとＷｉＦｉの環境設備もこ

の中に含まれておりますが、これは地域をどの点を中心にやる

としているのか、説明をされたい、お願いします。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  お答え致します。通訳者の配置ということにつきましては、

たまたまであったんですけれども、現在美波町観光協会の方に

緊急雇用で配置しております職員さん達が非常にそういう面で

有能な方でありまして、できればそういった方を継続的に 1 名

配置できないかというふうな要望が多々ございましたので、そ

れがひとつあります。基本的には特定の人をずっと置いておけ

るようにしたいという願望のもとにこれを上げさせて頂いてお

ります。ＷｉＦｉにつきましては国の事業で別に動いている事

業も丁度ございますので、国の事業から外れるところ、ある程
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度広い範囲をカバーする事業をやってくれているようなんです

けれども、それから外れるようなところで、例えば大浜周辺で

ありますとか、あるいは由岐地区の方でありますとか、拾いき

れない部分がどうしてもありますので、その辺を国の事業の動

きを見ながら対応できていくようにということで上げさして頂

いております。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 そしたらその緊急雇用でということなんですが、そういう常

時これから雇っていく、雇用主としては観光協会が雇って、そ

して補助金はずっと毎年これからも出していくという構想です

か。それとＷｉＦｉについては特定の企業とかいうんでなくて、

どういうふうな整備を実際装備をしていこうとするのか、お答

え下さい。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  通訳者につきましては、とりあえず現時点ではこの特定財源

がまず期待できます。まず補正予算としてはこれで来年度分い

かして頂くと、それ以後につきましては先ほどの総合戦略の中

に位置づけることによって一定期間については対応できていく

のかなぁというふうに思うんですけれども、長期的につきまし

てはちょっと何とも今の段階では申し上げようがないかなぁと

思っております。それとＷｉＦｉの設備につきましては、先ほ

ども言いましたが国の方の補助事業が動いている部分がござい

ますので、そちらの方をうまいこと見ながらですね、できる限

りセキュリティーの安全性のあるものを考えていく必要がある

のかなぁと言うふうに思っているところです。 

議 長 他に質疑はありませんか。 

向山議員 

1 0 番 議 員 私からは地方創世交付金事業の消費喚起生活支援事業費につ

いて 2 点ほどお聞きしたいと思います。まず町内でお買い物事

業、これはレシートで確認されるという先ほどの説明だったん

ですが、町内の小売店はレシートを全部発行しているのかどう

かというんと、後、交付は役場でするのか、商工会に委託等す

るのかというのと、小さいことになるんですが 5％と商品券の最

低単位ですね、例えば何百円とかいうものなのか、決めておる

のかというのと、後 1 点、プレミアム商品券の事業、地域商品

券の配布なんですが、生活支援が必要な子育て世帯、これは子

育て世帯、高校生以下の方全部が生活支援が必要な世帯として

解釈をしていいのか、それと配布する商品券ですけども、例え
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ば 1 世帯いくらとか、何人おればいくらとかそういったものが

決まっておるかどうか、説明をお願いしたいと思います。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  私の方からは町内でお買い物事業につきまして説明をさして

頂きます。基本的には商工会、美波町商工会の方で対応する事

業でございます。一応レシートを合計金額の 5％分の商品券と言

うことに、さっと言いますとそうなりますけれども、商品券と

言う限りは特定の金券になっていきますので、きちっと 5％でい

くわけにはいきません。ですので現在そうていしている商品券

としは額面が 1 枚 500 円ということを想定しておりますので、

当然ロスにつきましてはご容赦願わないと仕方がないというふ

うに考えております。あと対象業種としましては、小売業・飲

食業・サービス業ということで、基本的にはこの 26 年度の頭に

県の商工会連合会がやりました商品券の事業と対象を同じと考

えておるようでございます。後レシートにつきましては基本的

に店名があるレシートとそれとないレシートっていうんがある

ようなんですけれど、ないレシートについては専用のスタンプ

を作って頂いて、そのスタンプを使ったものについて認めてい

くというふうなことで、基本的にはそういったものを商工会の

方に持って行って頂いて、商工会の方で商品券にその額面に応

じて交換してくと、そういう流れのことを想定しているようで

ございます。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  それでは私の方からは地域商品券配布のことについてお答え

をさせて頂きます。これについては先ほど小坂課長からの説明

がありましたプレミアム商品券の中の生活支援型というところ

でございまして、プレミアム商品券を町が 100％買い取りまし

て、子育て世帯への配布を行うものでございます。対象につい

ては高校生以下、子どもの数を全員として対象としておりまし

て、配布についても 1 人、今現在考えているところ案なんです

が、1 人 10 千円を考えております。以上です。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  すいません、ちょっと答弁漏れがあったと思います。レシー

トが全部あるんかっていうところがちょっとあります。もしレ

シートを発行していないところにつきましては領収書を出して

頂くと。ちょっと面倒くさいかも分かりませんけれども、何ら

かの確認するすべが必要になるということだったので、基本的

に現時点では領収書を発行して頂くということになっておりま
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す。 

議 長 他に質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 19 号「平成 26 年度美波町一般会計補正予

算（第 7 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 19 号は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

（時に 12 時 06 分） 

 （小休中） 

（時に 13 時 02 分） 

議 長  休憩前に引き続き再開致します。 

 （12 番議員欠席） 

日程第 7 議案第 20 号「平成 26 年度美波町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第 5 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  （議案第 20 号の説明をする） 

 （12 番議員、着席 13：05） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。討論はありませんか。  

（な し）  

「討論なし」と認めます。  

これから、議案第 20 号「平成 26 年度美波町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 5 号）」についてを採決します。  

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 20 号は、原案のとおり可決されました。  
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日程第 8 議案第 21 号「平成 26 年度 美波町公共下水道事業

特別会計補正予算（第 1 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

建設課長 

建 設 課 長 （議案第 21 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、案第 21 号「平成 26 年度美波町公共下水道事業特

別会計補正予算（第 1 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 21 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 9 議案第 22 号「平成 26 年度美波町介護保険事業特別

会計補正予算（第 2 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

高齢者福祉監 

高 齢 者 福 祉 監  （議案第 22 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 22 号「平成 26 年度美波町介護保険事業特

別会計補正予算（第 2 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

 「起立多数」です。  

議案第 22 号は、原案のとおり可決されました。 
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日程第 10 議案第 23 号「平成 26 年度美波町国民健康保険阿

部診療所特別会計補正予算（第 4 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

由岐支所次長 

由 岐 支 所 次 長  （議案第 23 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

 「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 23 号「平成 26 年度美波町国民健康保険阿

部診療所特別会計補正予算（第 4 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 23 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 11 議案第 24 号「平成 26 年度美波町病院事業会計補

正予算（第 4 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

病院事務長 

日和佐病院事務長 （議案第 24 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 24 号「平成 26 年度美波町病院事業会計補

正予算（第 4 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 24 号は、原案のとおり可決されました。 
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以上で本日の日程は終了しました。本日はこれにて散会しま

す。ご苦労様でした。 

（時に 13 時 31 分） 
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平成 27 年 3 月 6 日（金） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は 12 名です。定数に

達しておりますので、休会前に引き続き本日の会議を開きます。 

日程第 1 一般質問を行います。一般質問の通告者は 6 名で

す。通告順に発言を許可致します。 

1 番舛田議員 

1 番 議 員 おはようございます。私は次のことを質問致します。移住者

向けのシェアハウスを作れないかと言うことであります。美波

町は 2006 年の合併以来、初めて転入が転出を上回る社会動態が

増に転じました。わずか 6 名の増ではありますが、これは町の

勢い、活性化の表れとして素直に喜んでいいんじゃないかと思

います。特にＩＴ関連、そして美波町で起業を目指す人達が増

えている、そんな気が致します。現在でも進出を視野に入れた

ＩＴ系企業の視察もあると聞きますし、その関連の移住者が増

える可能性もあるわけです。またアウトドアスポーツ系の若者

は美波町のフィールドの良さに、一番住みたいところがこの町

でもあるとよく言われます。しかしながらそんな移住希望者ら

が最初にぶつかる関門が住居、住まいでありまして、空き家で

ありながら貸して頂けない。また条件に合わない等々で移住を

断念するケースもあるわけであります。最近、進出企業の方や

本町に住基を移された方から話を聞きました。それは数名がひ

とつの建物に住み、居間・台所・風呂・便所等は共用、その住

居をベースとして町の状況や自然、人などを見て感じてもらい、

そして条件に合った住まいを探して頂く間、利用して頂くとい

うものです。当然有料でもあり、滞在期間も限定をするわけで

ありますが、移住希望者らが悩みを共有したり、情報交換をし

たり、またお試し滞在住居として使える場でもありまして、地

域創生とも絡んで、全国的にも増えていくであろうそんな気が

致します。そこで町は空き家は空き施設、または新設しての移

住者向けシェアハウスをつくれないか、またそのようなお考え

はないかをお聞きを致します。よろしくお願いします。 

議 長 町長 

町 長 それでは私の方からお答えをさして頂きます。まず始めに、

舛田議員さんにはサテライトオフィスの誘致事業に何かとご尽

力頂きお礼を申し上げます。 

 さて、サテライトオフィス誘致事業につきましては、平成 24

年にサイファーテック株式会社の進出を皮切りに、現在は起業
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も含め 9 社に進出を頂いているところでございます。また現在

も新たに美波町への進出を検討して頂いている会社もございま

す。そういう中で、議員がおっしゃられるように移住定住対策

と相まって、空き家等の物件不足が常態化している状態にござ

います。このようなことから、文化交流施設をサテライトオフ

ィスのお試しオフィスとしてもご利用を頂いているところであ

ります。 また移住交流関係では、日和佐地区ではサンラインモ

ビレージで長期滞在の割引事業や由岐地区では阿部の「海女の

家」や志和岐の「潮騒の館」など移住交流施設を始め宿泊機能

を持った施設もありますが、日和佐地区中心部にはそういった

施設が少ないことから、平成 27 年度において城山にある空き家

を購入し、交流施設などとして整備する予算を今議会に計上さ

せて頂いておるところであります。利用方法としては、サテラ

イトオフィスのお試しオフィスや大学連携などの取り組みの中

での交流施設、また災害時においては避難施設としても活用可

能な施設として計画をしているところでございます。 

 施設の規模は、約 35 畳のリビングと 10 畳の洋室 2 部屋、8

畳の和室 2 部屋となっており、浴室も 2 ヶ所備えている建物で

ございます。また一方、株式会社あわえも平成 27 年度に戎町に

空き家を改修し新たな交流施設として開設予定というふうに伺

っているところでございます。今後とも、美波町の資源を最大

限に生かしサテライトオフィス誘致に取り組んで参りますの

で、ご支援の程よろしくお願いを申し上げまして、答弁とさせ

て頂きます。 

議 長 舛田議員 

1 番 議 員 今、取り組んでいくとお話を聞きました。これは全国的にも

大変、これから進んでいくというか、広まっていくことだと思

います。いろんな検索をしてみましても、いろんな全国でもそ

ういうことが繰り広げられております。うちの町もですね、こ

う積極的にどんどんと、この問題に取り組んで欲しいと思いま

す。以上です。 

議 長 以上で舛田議員の一般質問を終了しました。 

続いて 8 番寺下議員の一般質問を許可致します。 

寺下議員 

8 番 議 員 議長の許可を得ましたので、私の方からは、大きく 2 問、持

続可能な地域づくりについて、と魅力ある教育環境の推進につ

いて、質問致します。 

まず１問目、持続可能な地域づくりについてですが、自治体
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が地域の機能を持続するためには、その元となるエネルギーは

そこで暮らす人の力、いわゆる地域力に尽きると私は考えます。

過疎が進み、高齢化率も 41％を超えた本町の現実に立ち向かっ

ていくには、これまで以上にスピードを上げ、かつ粘り強く様々

な取り組みを考えなければなりません。皆が諦め、元気を無く

してしまえば、今まで出来たことが出来なくなる現実も目の当

たりにし、私自身相当な危機感を持っています。そこで、小さ

く 3 点に分けてお伺いします。 

まず１点目、数年前から、新規職員の採用も再開し、年々若

手職員も増えてきました。そこで若手職員によるプロジェクト

チームを立ち上げ、若い世代の柔軟な発想を施策に生かすこと

はたいへん意義があると考えますが、本町においてそのような

ＰＴの立ち上げは考えられているのかお伺いします。 

次に 2 点目、不妊治療は、経済的負担も大きく治療も長期に

なる場合も多いと聞きます。また治療中の精神的負担も大変大

きいものであると考えます。不妊の原因に関しても男性側・女

性側どちらにもあり、治療費も高額なため、子どもが欲しくて

も治療を続けられない現状もあると聞きます。徳島県は「こう

のとり応援事業」として治療費の助成を行っております、また、

すみません、ここで調査不足で通告の訂正なんですけれども、

県内 4 つの自治体ではなく、県内では 2 市 6 町が上乗せ助成を

実施しています。子どもが生まれるということは、地域の宝が、

将来の希望が、また 1 つ増えるということ。治療すれば、生ま

れる命があるのなら、それは必ず、少子化対策への一助となる

と考えます。本町においても、ぜひ上乗せ助成を検討してはど

うかと考えますが、いかがでしょうか。 

最後に、3 点目、本町の子育て支援施策については、年々充実

度が増してきております。そこで、平成 27 年度から実施される

ファミリーサポートセンター事業について、現況と今後の課題

を伺いたいと思います。以上 3 点、よろしくお願い致します。 

議 長  副町長 

副 町 長 私からは、1 点目の若手職員によるプロジェクトチームの立ち

上げについてお答えを致します。 

ただ今、寺下議員がおっしゃいますように、人口減対策の施

策立案でありますとか、地域の魅力発信など、様々な活動や持

続可能な地域づくりを自らの将来の問題として意識を高く持つ

若い世代の発想を施策に生かすために、若手職員によるプロジ

ェクトチームを立ち上げることは意義深いものである考えおり



 【47】 

ます。 現在、役場内でプロジェクトチームに類するものとし

て、担当課を越えて連携が必要な事項について協議をする組織

と致しまして、平成 23 年 9 月に立ち上げました危機管理プロジ

ェクトがございます。このプロジェクトは東日本大震災を教訓

とし、従来の枠組みによる災害対策を越え、迅速かつ的確な対

策及び中長期的な取り組みを総合的に推進するために、課の枠

組みを越えた組織として設置を致しまして、これまでに避難路

や避難場所の見直し、個別危機管理対処マニュアルの作成等を

行って参りました。また職員提案制度によりまして、町が保有

する資産のうち、未利用資産等の整理により、町財政負担の軽

減を図ることを目的に、資産有効活用方策検討プロジェクトを

設置致しまして、その後、新たにインターネットを利用した公

有財産売却に関する職員提案が提出されたこともございまし

て、これらの提案を合わせてプロジェクトチームで検討を開始

を致しまして、インターネットによる公有財産売却システムの

公売制度の導入に至っております。この制度を導入する際に、

課をまたぐプロジェクトチームを立ち上げたわけでございます

が、メンバーの多くが若手職員でございました。また昨年 3 月

の定例議会で町長が所信で表明を致しました「高台移転用地造

成構想」について、これについても課を越えました検討ワーキ

ンググループを組織を致しまして、構想の実現性でありますと

か、まちづくり全般にわたり、現在も協議を行っております。

また直近では、昨年 11 月に関係課長によります「地方創生に関

する対策会議」を立ち上げまして、地方創生に関する協議を行

ってきております。 

 このように、若手職員に限ったプロジェクトチームばかりで

はございませんけども、課を越えて協議等が必要な事案が生じ

ますと、その都度必要に応じて、プロジェクトチームあるいは

ワーキンググループを立ち上げまして、対応をしております。 

 今後につきましても、目的でありますとか、必要に応じて臨

機応変に対応して参りたいというふうに考えております。特に

この地方創生に関しましては、今年度の早い時期に総合戦略を

策定しなければならないため、現在は関係課長で組織している

体制に、若手職員も加えた組織体制を整えまして、総合戦略の

策定に取り組んで参りたいというふうに考えております。以上

です。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  それでは私の方からは 2 点目と 3 点目について答弁させて頂
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きたいと考えます。 

まず 2 点目の不妊治療の上乗せ助成についてお答えを致しま

す。不妊対策と致しまして、議員おっしゃられましたように徳

島県の制度と致しまして「徳島県こうのとり応援事業」がござ

います。徳島県は、平成 16 年度から国の不妊治療助成事業を活

用し実施されており、直接の窓口は県内各保健所となっており

ます。不妊治療につきましては保険適用のある分・ない分がご

ざいまして、保険適用のない特定不妊治療（体外受精とか顕微

授精）について費用の一部が助成されております。対象者は県

内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦で、妻の年齢が

40 歳未満の場合通算で 6 回まで、妻の年齢が 40 歳以上 43 歳未

満の方については、初年度 3 回まで、2 年目 2 回まで助成されま

す。助成金額については治療内容によっても異なりますが、 1

回につき最大で 150 千円まで助成されます。また平成 27 年 1 月

からは男性不妊治療に要した費用の一部も助成されるよう拡大

されております。 

このように、助成額が高額であるということは、治療に要す

る費用も大変高額であることが推測されます。保険適用外であ

ることから医療機関によって違いはあると思いますが、体外受

精においては、1 回あたり 300 千円から 500 千円費用負担を提示

している医療機関もございます。徳島県下の補助事業の実績と

致しましては、平成 23 年度 554 件、平成 24 年度 584 件、平成

25 年度 635 件、美波保健所管内では、平成 24 年度 3 件、平成

25 年度 7 件、平成 26 年度現在 2 件と聞いております。 

議員ご提案の、美波町でも上乗せ助成制度を検討してはどう

かとのご質問でございますが、この事については、議員おっし

ゃられてますように県内でも一部実施をしている町がございま

す。それは徳島県が実施する「徳島県こうのとり応援事業」の

決定者を対象として、県の助成額を控除した額の一部を助成し

ていると聞いております。治療をされている方、また不妊に悩

んでいらっしゃる方々の経済的負担は勿論、身体的、また心の

痛みも大変なものかと思われます。大変デリケートな問題でご

ざいます。美波町にのおいても、このような助成制度を実施す

ることにより、子どもを望むご夫婦が不妊治療を受けた際の経

済的負担の軽減を図ることは勿論、議員おっしゃられます少子

化対策の一助にもなると考えます。 

つきましては、この事業については実施に向けて進めていき

たいと考えます。助成についての詳細については、今後十分検
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討していきたいと考えますので、ご理解のほどよろしくお願い

します。 

続きまして 3 点目のファミリーサポートセンターについての

現況と課題についてご答弁させて頂きます。平成 27 年度から実

施するファミリーサポートセンター事業ですが、これについて

は地域における子育てをする環境づくりを支援するための施策

の 1つとしてファミリーサポートセンター事業を実施致します。 

ファミリーサポートセンター事業は、社会福祉協議会に委託

し「児童館」で実施を予定しております。育児を支援するため、

育児の応援を依頼したい会員（依頼会員といいます）その方に

対して、育児を応援できる会員（提供会員といいます）を紹介

致しまして、こども園などへの行き帰りのお手伝いや、放課後・

学校行事の休みの時の預かりなどを応援するものでございま

す。美波町でも、平成 27 年度事業開始に向けての準備の年とし

て、今年度、美波町社会福祉協議会に委託し、育児を応援でき

る会員の育成に努めてまいったところでございます。現在のと

ころは 12 人の方が講習会を受講しております。今月には、依頼

会員・提供会員の募集を行うこととしております。 

依頼会員については、各保育園・幼稚園・小学校へお子様を

通じて、チラシを配布することとし、今月の広報みなみにも折

込をさせて頂く予定としております。サポートセンターの役割

について簡単にご説明致しますと、サポートセンターは援助の

依頼があった場合、登録している提供会員を紹介致します。そ

して提供会員と依頼会員の双方の合意の上で援助活動がされる

ことになります。子どもの預かりは原則提供会員の自宅で行い

ます。援助活動が実施されたのち、提供会員よりサポートセン

ターへ報告をする仕組みとなっております。利用料金について

もですが、援助を受けられた依頼会員が、提供会員に直接支払

う仕組みとなっておりまして、月曜日から金曜日の平日の 7 時

から 9 時まで 1 時間 700 円、それ以外の日時については 1 時間

800 円と予定致しております。 

以上が現況と仕組みについてご説明でございます。サポート

活動については、ファミリーサポートセンターが保険に加入す

ることになっております。平成 27 年度事業開始時期についてで

すが、開始初年度であることから保険適用開始月の 5 月開始と

考えております。今後の課題と致しましては、提供会員の育成

でございます。提供会員になれる方は、美波町在住で、少しで

も子育ての応援をしたいと思われる方、その上で子育てに関す
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る講習会を受講した者としております。大切なお子様をお預か

りする制度でございます。提供会員の方々に必要な講習会を受

講する機会を設けることで、お預かりするにあたっての意識や

知識を身に着けて頂き、十分な安全管理に努めていかなければ

ならないと考えています。以上答弁と致します。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 ただ今答弁を頂きました。2 点目の不妊治療助成については

大変前向きな答弁を頂きました。実際のところ全国で 10 組に 1

組が不妊治療を受けている現状があります。ぜひ更なる検討を

行い、実施に向けてよろしくお願い致します。 

3 点目のファミリーサポートセンター事業については、今後

講習会の実施であるとか、課題をクリアしながら進めて行くと

いうことでした。地域の見守りの中で子育てができる環境は、

保護者にも大きな安心感をもたらし、地域の誇りとなります。

またサポートする側にとっても新たな生きがいの創出に繋がり

ます。ぜひ今後も力を入れて頂きたいと思います。 

そして若手職員のＰＴについては、現在のところ担当課を超

え、必要に応じてプロジェクトチームであったり、ワーキング

グループを設置しているということを上げられました。先ほど

の舛田議員の質問の中では、合併後初めて転入超過となったと

いう話もありましたが、サテライトオフィスの誘致や移住コー

ディネーターの功績もあり、関係者の皆さんのご尽力は大変あ

りがたいと思っております。しかし、自然減は今後も決して避

けて通れるものではありません。なぜプロジェクトチームを若

手職員に特化するかという理由は、美波町の将来イコール自分

達の将来であるから。これから結婚し、子どもが生まれ、その

子どもたちが通うこども園や学校、また地域で暮らす日常にお

いては、病院・防災・地域の行事等々、それらすべてが自分達

の生活に直結する。言い換えれば、今、持続可能な地域づくり

を自らの将来の問題として意識しなければ、自分達が暮らしや

すい町にはならないということです。若手職員が地域に出て、

町内外の人とふれ合い、調査や様々な経験をする中で、肌で感

じる将来への危機感は、真に正しいものになると私は考えます。 

県内の自治体でも、若手職員のＰＴを立ち上げ、人口減少対

策の施策立案や地域の魅力発信など、様々な活動が行われてい

ます。また現在、平成 28 年度から人事評価制度が導入されるこ

とになっていますが、人材開発や人材育成、業務改善等が成さ

れてこその、人事評価ではないかと私自身は考えています。人
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は評価ばかりの環境のもとでは、決して伸びないと思います。

そういった意味でも、若手職員のＰＴ立ち上げは、地域づくり

の当事者として、互いに知恵を出し合い、汗をかく、人材育成

に繋がると考えます。大きなテーマではなくても、どちらかと

言えば若手世代が得意とする分野だと考えられるケーブルテレ

ビにある美波町データ放送の記事の編集であったり、町の割り

当て分である 30 分番組の作成等、今あるものを活用した町の情

報発信を担当することも可能ではないかと考えます。どうして、

そのような体制を考えられないのか、私は不思議でならないの

ですが、再度お考えをお伺いします。 

議 長 副町長 

副 町 長 私の方から再問にお答えをさして頂きます。今、議員おっし

ゃいましたように、若手職員に特化をしたプロジェクトチーム

の立ち上げと言うようなことがなぜできないのかというような

ことかと思いますけども、私ども先ほど申し上げましたように、

特に若手職員に今限ってですね、チームを組織するというよう

なことではなく、もし仮にですね、その若手の職員の方からグ

ループをつくって、こういうことで例えば問題を同じように協

議をしてみたいとか、いうようなことをして頂くっていうこと

については特に制約を設けるとかいうものでございませんけど

も、やはり組織としてですね、運営っていいますか、機能して

いくためには若手のみに限らず職員全体で合意形成を図ってい

くというようなことが重要でないかというふうにも考えており

ます。ただ若手職員がいろんな考えを持ってですね、その提案

とかして頂くっていうのも重要かと思っておりますので、その

組織の立ち上げの方法とかにつきましてはですね、今後、考え

てみたいというふうには思います。以上です。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 組織の中では全体での合意形成が必要という部分とか、若手

からの声があればそういうことも考えていく。最初の初問の答

弁では地方創生対応の中で、若手も入れて検討していくという

話があったんですけれども、どうも具体的目標がそのままでは

うやむやになりそうな気がするので、ここで視点を変えて具体

的に再度提案したいと思います。初日の町長提案理由の説明で、

今後は国の長期ビジョン・総合戦略並びに徳島県版の総合戦略

との整合性を図りながら、「新しい人の流れづくり」「地域にお

ける仕事づくり」「結婚・出産・子育ての環境づくり」「活力あ

る暮らしやすい地域づくり」などを基本目標とする本町の人口
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ビジョン・総合戦略 5 ヵ年計画を策定すると述べられました。

それを聞いたときに、今回の 1 問目の私の考え方は、町の方針

とリンクするのではないかとワクワクしました。4 つの基本項目

のうちの「結婚・出産・子育ての環境づくり」これはまさに当

てはまり、若手職員だからこそ分かる、今の現実や実情に即し

た柔軟な発想で、出会いの場づくりを企画してもらえないもの

か、とも思いました。結婚には、出会いが必要です。特に日本

が、ある意味震撼した、日本創生会議が予測した「消滅可能性

都市」について、徳島県は 24 市町村のうち 17 市町村が該当し、

全国のランキングでは県内ランキングトップの那賀町が 12位と

なっています。もちろん、「消滅可能性都市」は、文字とおり町

が消えて無くなるというものではなく、20 歳から 39 歳の若年女

性の減少が激しく、それに伴う人口減少により行政サービスが

立ち行かなる可能性があるという市町村を指しますが、美波町

も決して落ち着いてる場合ではないのです。その統計によると、

美波町は県内ワースト 4、2040 年には 2010 年と比較して若年女

性率が-76.6％という試算が出ています。この現実は、決して遠

い先のことではありません。時間は待ってくれません。だから

こそ、今、真剣に出会いの場を、若手職員だけでなく、商工会・

観光協会・青年会等さまざまな団体とアイデアを出し合って、

作る必要があるのではないでしょうか。一人一人の想いは小さ

かったとしても、チームは勢いになります。平成 27 年度、徳島

県も婚活事業等に力を入れています。町としてもそのような事

業等の推進に当たり、企画担当として若手職員ＰＴを立ち上げ

ることを考えないのか、多分先ほどの答弁ではこれに対する答

弁も具体的には頂けないかもしれんのんですけど、最後にそれ

をお伺いしたいと思います。 

議 長 副町長 

副 町 長 再度のお答えになりますけれども、その立ち上げの仕方とか、

あるは組織の作り方についてはですね、今、寺下議員から頂い

たご意見も参考にしながら、前向きに検討して参りたいという

ふうに考えます。以上です。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 もう質問はしないんですけれども、少し話はそれますが、勝

浦町のビッグひな祭りは今回で 27 回を迎えております。昭和 63

年 4 月にスタートしたこのイベント、きっかけは、役場職員有

志 10 人の発想からであり、それを 4 回目から地域が引き継ぎ、

継続し、発展させているということでした。持続可能な地域づ
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くりは、行政・地域が互いにいい影響を与え合い、支え合いな

がら、次世代を育てていこうとするエネルギーに尽きると思い

ます。今後とも、自ら考え、自ら実践する若手職員の人材育成

を行い、それをフォローし良い方向へ導くのは、今、前におら

れる皆さんであると思いますが、世代を超えたやる気の相乗効

果で人を呼び込み、町に勢いをもたらすよう、何らかの形で、

ぜひ具体的に実行して頂くことを強く要望し、1 問目は終わりま

す。 

次に 2 問目に入ります。魅力ある教育環境の推進についてで

すが、まず１点目、平成 26 年 3 月定例会において、土曜授業に

ついては平成 26 年度は実施せず、平成 27 年度以降については、

国や県の動向を見ながら検討すると答弁されています。土曜授

業は、教育課程内の学校教育としての「土曜授業」と、教育課

程外の学校教育として「土曜の課外授業」があり、私は「土曜

の課外授業」は、以前あった総合学習的な内容に近いように受

け止めているのですが、本町においても、地域の人材に協力を

求め、生かすことで、ふるさとに誇りを持てる特色ある教育の 1

つになると考えます。検討の現状についてお伺いします。 

次に 2 点目、各自治体において、地域事情や所得格差が教育

格差に繋がっている社会問題の解消のため、様々な学習支援活

動が実施されています。本町においても、大学との連携により

大学生の派遣や地域のマンパワーを活かし、子どもたちの学力

向上に繋がればと考えますが、いかがでしょうか。以上答弁の

方、よろしくお願い致します。 

議 長 教育長 

教 育 長 それでは私の方から答弁をさせて頂きます。 1 点目の土曜授

業・土曜の課外授業についてですけれども、土曜授業の実施状

況について県教育委員会へ確認しましたところ、県内 5 町にお

いて月 1 回の頻度で実施されているとお聞きしております。ま

た来年度は、加えて 1 市 1 町が実施する予定というお話もござ

いました。教育委員会では、2 月に町内校長へ土曜授業について

聴き取りを行い、学校現場の意向を確認しましたところ、実施

を求める意見はなく、授業時数は確保できているという内容で

した。今年度に土曜授業を実施した学校では、スポーツ少年団

や部活動を理由とした欠席が常態化しているという状況もある

ことから、土曜授業をとりまく環境面から考えて時期尚早と判

断し、教育委員会としましては、平成 27 年度も土曜授業は実施

しないことと致しました。 
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次に土曜の課外授業についてですが、教育課程外の学校教育

という位置づけであることから、県下の実施状況につきまして

は確認できておりません。学校が主体となった教育活動ではあ

るものの、対象が希望者であるためにその点では、実施しやす

い状況にはあると考えられます。しかし学校教育である以上は、

効果のある活動を実施する必要があり、地域・保護者・大学生

あるいは企業等と連携するためには、周到な準備が求められる

ことから、協力者にとりましても、手間のかかる活動になるこ

とが懸念されます。土曜の課外授業につきましては、現在検討

しておりませんが、まず学校の状況を確認した後に、検討した

いと考えております。 

次に 2 点目の学習支援活動についてお答えさして頂きます。

地域事情による学力向上目的の学習支援活動としましては、大

学生や地元ボランティア等による学習指導や、インターネット

を活用した学習指導が実施されていると聞いておりますが、こ

れにつきましては、「学習塾が存在しない」、「通いたくても遠距

離で通えない」など、地域環境を補う取り組みとして実施され

ているともお聞きしております。本町はそのような状況にはあ

りませんので、現在のところ差し迫った必要性はないものと考

えております。 

また、所得格差による教育格差につきましては、義務教育段

階で大きく影響があるとは考えておりません。学校内の学習支

援としまして、求めに応じて休み時間、放課後に対応しており、

学級担任・教科担任に限らず、教員が指導にあたっています。  

更に、児童生徒が支援を求め易い校内環境となるよう努めて参

りたいと考えております。学力向上に向けての大学との連携や

地域のマンパワーを活かす取り組みにつきましては、機会を頂

きました時に、検討させて頂きたいと考えております。以上答

弁とさせて頂きます。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 土曜授業に関しては詳しい説明を頂きました。検討の状況も

説明頂いたんですけれども、やはりいろいろな準備がいるとか、

いろいろな課題を考えていかなければならないっていうことは

良く分かるんですけれども、今までと同じようなことを、新し

い取り組みというのを考えなければ子ども達がどんどん減って

いく中で、また学校を選んで町外に出ていく人もいる中で、こ

の地域の魅力っていうのをもっとこう活かす教育環境っていう

のも必要になるんじゃないかなぁと私は考えます。地域の特色
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を活かした伝統や文化に触れる体験、ボランティア活動や自然

体験活動・社会体験活動・国際理解・英会話学習など、創意工

夫をすれば、また学校や家庭・地域が連携し知恵を出し合えば、

他の自治体に負けない教育環境がさらに整うのではないかと思

いますので、そういう部分に関しては、検討していないという

お話でしたが、今後また保護者にどういうふうな環境を求める

のかというふうなアンケートがいいのかどうかも分からないん

ですけども、そういうふうなことも含め、検討をして頂きたい

と思います。 

学習支援に関しては、先ほどの答弁では学校の先生の指導っ

ていうのは個別的にも行われているということで、充実してい

るという答弁でしたが、教員のＯＢであったり、最近では出始

めているサテライト、こうビデオ学習というか、そういうもの

も学習の方法としてはあります。学校の先生の指導に加えて、

さらなるツールや人からの指導により、子ども達の学習意欲も

さらに高まるのではないかと思いますが、学力テストも経なが

らいろいろな把握っていうのはしてきていると思うんですけれ

ども、子ども達の学習意欲っていうのは現在のところ向上して

いるのか、そこを少しだけ分かる範囲でお伺いします。 

議 長 教育長 

教 育 長 子ども達の学習意欲についてですけれども、子ども達はいつ

の時代も学習意欲を持っている子と、ちょっとまぁスポーツで

ありますとか違う方が得意な子とおいでると思いますけれど

も、学校としては当然ながら学習意欲・モチベーションを高め

ながらなぜ必要とか、自分の為になるとか、達成感を感じると

か、というようなことを子ども達に体験させながら指導をして

いるということを間違いございません。子ども達につきまして

は、今ちょっと問題になりますのはいろいろゲーム関係である

かと思います。ゲームにつきましては長時間使用する子がいる

ということもありまして、その辺につきましては指導をお願い

してございます。ですので、その時代時代の子ども達の興味を

引くツールがございますので、その辺で勉強の邪魔になってい

るというところあるかと思いますけれども、子ども達の意欲を

高めるという努力は今も続けているということで、ご理解を賜

ればと思っております。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員  もう一度ちょっと、私がこう理解できなかっただけかもしれ

ないんですけど、学習意欲を高めることを学校教育において取
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り組んでいるということでしょうか。どういうふうな部分で、

まぁ言うたらなんだろう、それぞれの個々を認めるとか、何て

いうんかな、学習意欲の向上はどういうことを持って高めるよ

うに持っていっているのか、ちょっと具体的に分かればお伺い

したいんですが。 

議 長 教育長 

教 育 長 一番具体的なことは、授業が分からないと学習意欲は高まら

ないので、個別の指導とか、先生の方からその学習の理解を深

めるように支援をして、子ども達の達成感を育てて、学習が面

白いという、そういう動機を作っていくという取り組みは従来

から続けておりますということで、具体的にはそのような取り

組みになりますということです。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 ただ今答弁頂きましたが、過疎の進む、加えて財政状況もか

なり厳しい小さな自治体の活性化には特効薬はありません。教

育環境においても発想の転換や、創意工夫により、粘り強く地

域欲の底上げを行うことが大事だと思います。子ども達の笑顔

はこのまちの希望です。今後とも本町の特色ある教育環境づく

りに学校・家庭・地域を上げて取り組んで頂きたいと思います。

以上で私の質問は終わります。 

議 長 以上で寺下議員の一般質問は終了しました。 

休憩します。 

（時に  9 時 45 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 05 分） 

議 長 再開します。 

続いて 4 番北山議員の一般質問を許可致します。 

北山議員 

4 番 議 員 それでは一般質問をさせて頂きます。私は大きく 2 点につい

てお聞きします。まず第 1 点目は 12 月議会でも質問しました「人

材育成基本方針」の見直しについて、その進捗状況をお聞きし

ます。 

1 点目、先日、町が人材育成基本方針を見直すために実施し

た、「人材基本方針」改定のためのアンケート調査の集計結果を

頂きました。そこでこのアンケート結果から何が分かり、どう

見直すことになったのか、お聞かせを願いたいと思います。 

次に 2 点目、今回の地方公務員法の一部改正については、整

備しなければならないのは「人材育成基本方針」ではなく、人
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事評価制度を導入したり、職務給原則を徹底するための条例を

定めなければならないと考えるがどうですか。また 12 月議会の

答弁で｢どうしてもスケジュール的に平成 27 年 3 月を目指して

いくべきで、それ以後になると年度の目標が立てられなくなる｣

と言っていた、人事評価制度の基本方向の決定、それから人事

評価制度の基本項目の決定、それから人事評価のスケジュール

と様式等の検討、それからマニュアル等の作成、それから制度

説明会を数回実施、また評価者・被評価者両方に対する説明会

はどれだけ進んでいるのかお聞かせ下さい。また「平成 27 年度

に試行して、一部職員のみ対象として実施し、試行後アンケー

ト等で見直し調整を行った後、平成 28 年度に実施する｣と言っ

ていた件について、どのようなスケジュールになっているのか、

お聞かせを下さい。よろしくお願いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  答弁させて頂きます。まず「人材育成基本方針」改定のため

の進捗状況についてでございますけれども、12 月にアンケート

を実施致しまして、その集計を行ったわけでございますけれど

も、これについては 1 月 7 日の課長会におきまして、その内容

の説明と、全職員にその結果を周知しているところでございま

す。その後、人材育成基本方針（案）をとりまとめまして、 2

月 3 日にこれもまた課長会におきまして内容についての意見、

それから全職員にも周知致しまして意見を求めたところでござ

います。その意見を踏まえまして、今月 3 日にまた課長会にお

いてその修正点を報告するとともに、全職員にも内容を周知致

しているところでございまうす。 

 なお、この人材育成基本方針につきましては 3 月中に取りま

とめさせて頂きたいと思います。それでご質問の中のアンケー

ト結果をどう取り入れていくかといったことでございますけれ

ども、このことにつきましては改訂版の中にちょっと書き込ま

しては頂いているんですけれども、これまで職員の接遇等につ

きましては、町民の方から多くのご指摘を受けまして、そのた

びに庁内会議等で注意喚起を行っておりましたけれども、町民

アンケートの結果、まだまだそういった取り組み・改善すべき

点が数多くあるということであります。また逆にまぁ応対が親

切であったりとか、良い印象を持たれている方もたしかにござ

います。そういった現状を踏まえまして、人材育成のキーワー

ドを設けまして、キーワードと申しますのは職員がこういった

キーワードを持って、この人材育成基本方針を理解する上で設
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定するものでございますけれども、その中に町民視点、それか

らコミニケーション・信頼される職員・政策立案能力・責任感、

こういったキーワード―を設けて、職員が業務に臨んでいくと

いったことと、職員像につきましても作成致しまして、こうい

ったようにアンケートをもとにその目指すべき職員像というの

を作り上げまして、それをどうすればそういったものに近づけ

るかというような内容を今回の改訂版の中で示さして頂いてい

るところでございます。 

もちろんこの中には先ほど申されました地公法の改正に伴う

人事評価制度についても、もちろん盛り込んでおりまして、人

事評価制度については平成 28 年 4 月から実施ということで決め

られておりますけれども、このことにつきましては、適正に人

事評価をするために、やはり職員が活躍できる場所、職場環境

の整備というのも非常に大事になってくると思われます。そう

いったことも踏まえまして、適正な職員管理をはじめとするそ

の内容もこの方針の中には盛り込まさして頂いて、その中で適

正に人事評価制度を構築致しまして、職員のやる気といいます

か、そういったものをさらに引き上げるような、そういったこ

とを行っていくというようなことを取り上げております。それ

から人事評価制度の取り組み状況でございますけれども、人事

評価制度につきましては一番難しいところが、評価する側の管

理職等のやり方といいますか、そういうのが一番難しくなって

くるわけでございますけれども、そう言ったことにつきまして

人事評価のマニアル本といいますか、そういった資料を課長職

全員にはいき渡しておりまして、とりあえずそういったどうい

うものかというのを理解して頂くということで行っておりま

す。それで研修会等についてはまだ開催はできておりません。

それで研修会につきましては、できるだけ早いうちに開催致し

まして、27 年度の早いうちにはそういった職員等へのヒヤリン

グ等ができるかたちに持っていきたいと思っております。です

から一番ポイントとなるのが評価者側の研修ということで、そ

の辺は十分に管理職等に研修をして頂くということでお願いし

たいと思っております。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 それでは再問をさせて頂きます。1 点目のアンケート結果か

ら何が分かり、どう見直すことになったのかという質問に対し

ては、キーワードを設定して職員の目指すべき職員像ですか、

を決めてやっていくというような、そういう答弁だったと思う
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んですが、これについてはこのアンケート結果を頂いておるん

ですが、このアンケート結果の集計結果からどういうことが分

かったのか、それをお聞かせ願いたいんです。これはちょっと

見さして頂きますと、現在の町職員に対する良い印象、それか

ら悪い印象、これが出されております。1 番につきましては良い

対応が親切であるが悪い点、決められた仕事しかしない。2 番目

は良い点は良識がある、悪い点はしかし挨拶をしない。3 点目は

町に愛着を持っているが良い点、悪い点としては町に愛着を持

っていないというようなそういうような結果も出ています。あ

なたはどのような職員像を、職員を望みますか、裏返せば町民

ができていないことをこれからどういう職員を望むのかという

ような、そういう問いに対しては一番多かったのが町民の立場

に立って物事を考える職員。2 番目は柔軟な対応のできる職員、

3 番目は誰にでも公平に接することができる職員、うんぬんと

20 番まであります。この中でどういうことが分かって、そして

今まであります美波町人材育成基本方針のどこを変えようとい

うことになったのか、もう少しそこのところを具体的に教えて

頂ければと思いますんで、よろしくお願い致します。 

2 点目につきまして、これにつきましても 12 月議会で総務課

長が答弁されております。1 つ目の人事制度の基本方向の決定、

それから人事評価制度の基本項目の決定、人事評価のスケジュ

ールと様式などの検討、それからこれは先ほどマニアル等の作

成と、これは作成されたやつを各課長に配られたと、そういう

理解でいいんですかね、なんかできてあるものを配られたよう

な答弁だったやに思うんですが、これは総務課長が作成するん

だというように、そういう答弁だったやに思います。それと 5

番目のこれはできていないですかね、制度説明の複数の実施と

評価者と非評価者両方に対する説明会、これはできていないん

で早急にやりたいというような答弁だったんですが、ここらに

つきまして総務課長は 3 月までにやらなんだら途中では目標が

立てられないんでというような、そういう答弁だったと思うん

で、この内容についてどのような状況なのか、それをも少し具

体的に教えて頂ければと思います。それともう 1 点、27 年度で

は一部職員のみを対象にして施行すると、そして施行した後に

はアンケート等で見直しをして、見直し調整ですか、それをし

て、後に 28 年から実施するといっていましたが、それについて

もどのぐらいの時点でやっていこうと考えとんか、そこらのス

ケジュールをもう少し教えて頂けますか。これは 28 年度で必ず
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やるということになっていますので、やはりきちっとスケジュ

ールを立てて、やっていかなければなかなかできないと思いま

すんで、そこのところもう少し具体的に教えて下さい。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  アンケート結果につきまして、新たに見直しする点について

どのようなところがあるかといような内容だったかと思います

けれども、今ございます人材育成基本方針っていうの全 8 ペー

ジ程度のものでございますけれども、今回は 15 ページにわたる

ものとなっております。内容につきましては以前あった方針に

つきましてももちろん盛り込まれておりますし、今回新たにこ

ういったアンケートをしました結果についてももちろんその課

題と言いますか、アンケートの内容についても盛り込まして頂

いて、それに対応するための職員像を上げさして頂いておりま

す。ちなみに職員像につきましては、町民の立場で考え行動す

るとともに、未来の美波町を想像する職員というような職員像

を掲げまして、職場像っていうのもあります。職場がどうある

べきかということで、職員がやりがいを感じ能力を最大限に発

揮できる職場といったようなこういったイメージを掲げまし

て、まずは職員がそういった認識を持つというのが一番大事か

と思っておりますので、そういったものを掲げて職員ももちろ

んこれを理解し、業務にあたるといったよなかたちをとらさし

て頂いております。それで変更点につきましては他にも最近多

くありますメンタルヘルス、それからワークライフバランスと

いいますか、職場環境についても特にまた明示をしているとこ

ろでございます。そういうことでアンケート結果による現状と

課題も含めてこの改訂版を作成するということに致しておりま

すので、ご理解頂けたらと思います。それからマニアルを作成

するということで、先ほど私が申し上げました課長職にお配り

しておりますのはマニアルといいますか、一般的なその専門誌

でございまして、人事評価に関するその評価の仕方について書

かれたものでございます。それを課長職にお配りしているとこ

ろでございます。それから評価ですけれども、たしかに早いう

ちにということでございますけれども、私どもも隣の阿南市そ

れから那賀町さんにも聞きもしました。それでそういった中で

目標設定期間については阿南市さんでは 5 月頃に新たな年度の

目標設定をされているということで、うちの方も時間は余りな

いんですけれども、そういったところを目指していきたいかと

思っております。ただ先ほども申し上げましたけれども、評価
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する側のこの理解、この制度を理解するのに非常になかなか難

しいところがございます。それで十分に研修をしたいというの

も反面ございますので、27 年度中にそういった試雇も含めて研

修も十分にさして頂けたらと思っております。以上かとは思い

ますけどよろしいでしょうか、これで答弁とさせて頂きます。 

議 長 ちょっと小休さしてもらうでよ。 

（時に 10 時 25 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 29 分） 

議 長 再開します。 

北山議員 

4 番 議 員 それでは再再問になるんですが、議長、質問にあまり答えて

頂けてないように思うんです。答えて頂けてない中で一緒のこ

とを答えてくれ答えてくれっていうような、そういうことにな

っていくんで、そこらのところもう少し理事者の方にも配慮し

て頂きたいと思いますんで、よろしくお願い致します。 

それでは再再問になりますが、私が聞かせて頂きたいんは、

第 1 点目はこの実施されましたアンケート調査、これにも目的

を書いております。人事育成基本方針の改定資料とするために

このアンケートを取ったんだと、そういうんが目的でこのアン

ケートを取った。そういうふうに集計結果にもそう書かれてお

ります。この中でこの結果を集計して、これをもとにこの作ら

れとう人材育成基本方針を変えるんだと、ずっとそう言われて

きておりますんで、これの結果をもとにどういう結果でどこを

こうこの結果をもとにどうをこう変えるんか、総務課長は前の

基本方針は 8 ページだったんが今回 15 ページになるんだという

ような、そういう答弁をされましたが、前の 8 ページの基本方

針につきましても、いろいろ具体的にこれをこのまま実践した

らこのアンケートで書かれておるような住民っていうか一部町

に係りのある方のアンケートの結果には答えれるような内容の

ように私は思うんです。だからこれを 8 ページを 15 ページに増

やすというんであれば、この中でこういうことが分かったんで、

こういうことを増やしますというんが答えになるっていうか、

私が聞きたいんはそういうことを聞きたいんで、ただたんに何

かこの結果を踏まえてと言う話なんですが、漠然とした話ばっ

かりで、ぜんぜん理解がしにくいんで、そこらのところもう少

し分かりやすくこのアンケートの結果をもとに、出た結果をも

とにこれを増やすんであれば、こういうことをやると。今まで
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何回も私この基本方針について質問をしてきたんですが、この

中の常に取り上げてきた住民のつぶやき手帳の活用っていうん

ですか、これは住民の意向っていうんを取り上げるために町が

これを作った項目だと思うんですよ。そういうことからしたら 9

月議会の時にも言いましたが、住民のニーズ、住民の考え方っ

ていうんはほとんどこれを実践されとったら分っておったはず

なんで、わざわざこういうアンケートをとって、そして今回 15

ページに増やしたんだって言われても、そこの内容をちょっと

お聞かせ願えなければちょっと理解ができませんのんで、そこ

のところ再度お聞かせを願えたらと思います。 

それから人事評価制度のことにつきましても、これは前回の

12 月議会でいろいろ課長は答弁をされております。まず人事評

価制度の基本方針の決定っていうことに関しましても、人事評

価の基本方向の決定、これについては総務課長は給与などの処

遇に差をつけることを目的とする処遇管理型とするか、職員の

能力向上を図ることを目的とする人材育成型にするかっていう

ような、そういうことを決めるんだ、決定するんだというよう

な、そういう答弁もありますので、この言われたことについて 3

カ月ですか、12 月議会からこの 3 月議会までの間に、どういう

ふうなことができて、どういうふうなことができなかったのか、

またできなかったもんについては、どこまでやってできなかっ

たというんか、そこらのところを教えて頂ければと思うんで、

よろしくお願い致します。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  アンケート結果による新たにどこへ盛り込んだかというよう

なご質問があったと思いますけれども、その中で改訂版の中に

は職員に求められる能力・意識等ということで、基本姿勢・業

務遂行能力ということで、町民視点・責任感・倫理観・改革意

識・コスト意識、そういった点からどういった内容というか姿

勢が必要なかっていうようなことを個々に示しております。ま

ず町民視点であれば、町民のニーズを幅広く把握し、町民の視

点で自ら問題を発見するとともに、町民と連携協力しながら仕

事をしようとすること。責任感については自分の仕事に責任と

誇りを持ち、責任を回避することなく常に努力して仕事に取り

組むことといったようなことで、いろいろな項目があるわけで

すけれども、そういった設定を行っております。それからまた

役職ごとに求められる基本的な役割ということで、課長級であ

ればそういった職場の環境でありますとか、課を統率するとか
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評価を行うとかいったような、求められる行動とか役割を職務

ごとに具体的に示しているような内容となっております。こう

いった点が新たに設けられている点かと思います。それでアン

ケート結果による改正だけではございませんで、もちろん周り

をとりまく環境でございますけれども、もちろん地方公務員法

の改正なども大きな点ではございますけれども、9 年間見直しが

行われていなかったということで時代も変わって参りますし、

そういった中で職員の方針も変えるべきということで、そうい

った流れによる改正も盛り込まさして頂いております。それか

ら人事評価の関係でございますけれども、どういうことに取り

組んできたかと言うことで、評価の方法についてどちらか、方

式をどのようなかたちにするかと言うことで、国から方式につ

いては示されております。それで私の方もその内容について十

分内容、勉強しているといいますか、内容を確認と言いますか、

十分にまぁ考えさして頂いて、どの方向がいいのかというのも

管理職にご説明できるようなかたちで今、検討を加えておりま

すので、できるだけは早い時期にその方向性については示せれ

るようにしたいと思っております。以上です。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 もう最後なんで質問ではないんですが、基本方針について私、

今課長は、アンケート結果、改定についてはアンケート結果だ

けでないんだというような、そういう答弁をしておりましたが、

私も他のこといろいろあるんは十分承知してます。しかしその

ためのひとつとしてアンケートをやったわけなんで、そこのア

ンケートで分かった結果をどのように、その分はどのように反

映されたのか、そういうことを聞いておりますんで、それと私

は今後 15ページに渡る人材育成基本方針が今回つくられるとい

うことですが、この中身について今までのこの 8 ページの人材

育成基本方針ですら、なかなか実施、すべてが実施されていな

かったっていうんは、いままでの質問でも明らかなことなんで、

今後、せっかく 15 ページに増量されるんですから、今度つくっ

た基本方針については、すべて実施をして頂きたいと思います。

それとその中身について、これは当然議会も頂くんですが、や

っぱり住民にもそういうことを広く周知をして、これからこう

いう基本方針に基づいて町の職員は住民の負託に応えれるよう

な職員になっていくということを住民に周知をして頂きたいと

思いますんで、そこのところはお願いをしておきます。 

それと人事評価につきまして、これも中身がまったく分から
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ないんですが、最終、課長が今検討して、できるだけ説明して

いけるような状況にしていくというような、そういうお答えが

あったんで、まだ中身はこれから検討されるんかなぁ、そうい

うふうに私理解するんですが、できるだけ早く、隣の阿南市が 5

月からだから美波町も 5 月からとかいうような、そういう悠長

な感覚ではなしに、やはり平成 28 年度には必ず実施するような

かたちになりますんで、この人事評価については 12 月議会に課

長も答弁をしておりましたが、人事評価をすることによって町

の職員の人材育成を進めて行くと、人材が良くなっていくとい

うような、そういう答弁がありましたんで、十分検討して現実

国家公務員はもう実施されてますんで、国家公務員に沿うよう

なすばらしい人事評価ができるように、早急に中身を決めて、

実施をして頂きたいと思います。また機会あるごとにこのスケ

ジュールについては聞いていきたいと思いますんで、よろしく

お願い致しまして、第 1 点目につきましては終わります。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 それでは第 2 点目につきましてお聞きをしたいと思います。

第 2 点目は産業施策検討懇話会の経緯と現状ならびに今後の方

針についてお聞きをします。まず 1 つ目としまして、産業施策

懇話会については、町長の強い決意を持って設置され、私たち

も時宜を得た施策として賛同し、強く期待し、町の活力の向上

する兆しが 1 日も早く見えるよう願うと同時に、もし私に出来

ることがあるなら、全力で応援したいと思います。そこでまず、

今日まで 1 年 5 ヶ月どのような経過をたどってきたかを簡単に

説明して下さい。そして最後に「順調に成果を挙げてきた」い

や「見直さなければならない」この 2 つのうちどちらであるか

感想をお願い致します。 

2 点目、懇話会は商工会・農業団体・漁業団体・森林組合・

観光協会と産業各界のトップがメンバーであり、それぞれがそ

の業種団体の発展について当然責任を持っていると思います。

それを町全体の責任を持つ町長が座長としてまとめておりま

す。したがって、懇話会のメンバーである各組織団体のトップ

はその業種の発展・活性化について自分の組織の中で真剣に考

え、討議し、努力を重ねるべきだと思います。課題ばかりを唱

えて棚からぼた餅を待ってもぼた餅は落ちてくるはずがありま

せん。 

先日、第 6 回産業施策検討懇談会会議録（農業の現状と課題

について）を貰い見ました。先の 9 月議会で提案してあった意
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見交換の記録が載っていました。町長にはその実践を頂き、こ

れで本来の会議録になったと思います。それを読まして頂くと、

出席者の皆さんが、それぞれの分野の現状を的確に深く把握し

ていることに感服しました。その上で感想を述べさせて頂きま

す。まず報告者に対し、素直に自分の感じを述べ有意義な発言

が多いと思いました。ただ解決の具体的方向になると、なんと

なく不安気に発言していたように思います。したがって会議全

体を通して、力強く対策を講ずるといったことにならず、延々

と各自の現状認識を展開することになっています。 

懇話会の目指すところは、当然活性化策の具体的行動計画の

構築であり、その計画実現への歩みであり、望ましい姿を描く

だけでなく築き始めることであります。しかし審議は真剣に前

向きに行われているので、次第にその方向の糸口は見出せると

思われます。ただ問題はプロデューサー的役割を担う立場が明

確でないことで、会員の間ではその任は町にあるという認識で

あるようですが、肝心の町にその認識が欠けているように見え

ます。舟の推進力は十分あるが、舵に故障かあるのか操舵能力

の不足か分からないが、しっかり方向を見定め進み、成果を挙

げて欲しいと感じました。 

そこで提案します。懇話会のメンバーに、最初にそれぞれが

課題を発表したように、適当な時期にその団体の「課題解決策

の具体計画」を出してもらうこと、それには抵抗はあると思い

ますが、この苦労なくしては如何なる方策も効果ないと思いま

す。学者の話を聞いても、先進地視察に行っても、この苦労な

くては効果は上がらないと思います。もちろん町は全組織団体

の指導推進という、大変な責任が生じますが、とにかく各団体

それぞれの「課題解決策の具体計画」を作成してもらう方向に

進めてはどうですか、お答え下さい。 

3 点目、今議会初日の提案説明で報告がありました、地域が

キャンパス推進事業、参加 3 大学いろいろな提案が出ているよ

うにお聞きしましたが、それについてもその懇談会で提案し検

討すべきであると思いますがどのように考えますか、お聞かせ

を願いたいと思います。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  それでは私の方から答弁をさせて頂きます。議員もご承知の

とおり、産業施策検討懇話会につきましては、平成 25 年 10 月

31 日に影治町長を座長として、ＪＡかいふ販売部長・日和佐森

林組合組合長・海部上灘漁業振興会会長・美波町商工会会長・
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美波町観光協会会長に参加をお願いし、産業振興課を事務局と

してスタートした協議体でございます。 

第 1 回目は、初めての会合ということもありまして、各産業・

団体の現状と課題について出席者から 5 分程度の説明をお願い

し、平成 26 年 1 月 23 日開催の第 2 回目は商工会会長から、3

月 19 日開催の第 3 回目は日和佐森林組合組合長から、5 月 12

日開催の第 4 回目は海部上灘漁業振興会会長から、6 月 19 日開

催の第 5 回目は観光協会会長から、10 月 7 日開催の第 6 回目は

先ほども議員がおっしゃられましたようにＪＡかいふ販売部長

から報告を頂き、それを受けてさまざまな話し合いや意見交換

を行って参りました。 

5 月 12 日の第 4 回目の会合では、先進地視察についての事務

局からの提案や意見交換も行っておりますけれども、それぞれ

非常に多忙な方々であるこということから遠方への泊まりがけ

の視察はなかなか参加しずらそうであるというふうな印象を抱

きまして、また改めて事務局の方で内容を検討したという経緯

がございます。6 回目の会合を終えまして、後しばらくしてから

5 分野をテーマとする会合が一巡したのを受けまして、座長と事

務局で次の動きをどのように進めるかという協議を行っており

ますけれども、以前に議員も含めまして他の議員からも議会で

頂いおりました意見も参考とさせて頂きながら、徳島大学総合

科学部教授の玉真之介先生、工学部助教の真田純子先生にオブ

ザーバーで懇話会に参加して頂くようにお願いし、去る 2 月 27

日には愛媛県今治市方面への日帰り視察を行っておりますけれ

ども、それに際しましては、さっそく玉先生に同行して頂きま

したが、視察先につきましては、愛媛県今治市の沖にあります

来島海峡を挟んでのしまなみ海道の四国側入り口にあります大

島、その大島で指定管理を受けておるんですけれども、（株）し

まなみという会社が運営しております道の駅「よしうみいきい

き館」それとその島の反対側になりますけれども、宮窪町漁協

が運営する能島水軍「水軍レストラン」、その次に今治市街地に

ほど近い場所にありますＪＡおちいまばりが経営しております

「さいさいきて屋」、最後に徳島県内になりますけれども、東み

よし町の吉野川ハイウエイオアシスに隣接しております美濃田

の渕レジャー施設を事務局が選定した中で視察をするように周

って参りました。 

「よしうみいきいき館」につきましてですけれども、これは

（株）しまなみの担当者から経営に当たっての苦労話とか、あ
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るいはこれから考えていることなどもお聞きしたんですけれど

も、宮窪町の能島水軍「水軍レストラン」と同様、美波町内沿

岸部で、場合によっては道の駅日和佐における新たな魅力創出

手段として海鮮バーベキューとか七輪バーベキューといった手

法が使えないかと、そういうふうなことを確認するのが主目的

として行っていったものであります。「さいさいきて屋」につい

ては、魚介類の販売所を含む 500 坪にも及びます広い直売施設

もさることながら、地元産農林水産物にこだわった料理が食べ

られる食堂あるいはカフェ、更に料理教室を行うことが出来る

キッチン、直売所の裏側には農地がございますけれども、その

農地での実証圃や学童あるいは市民農園など、幅広い魅力のあ

る機能が一箇所にまとまっているところが見所ということで案

内を致しました。最後の「美濃田の渕」につきましては、バン

ガローや共同炊事場を見またわけですけれども、夏場、例えば

わが町におきましては日和佐川中流域でかなりの水浴客が集ま

る場所が何カ所かございますけれども、そういった場所に例え

ばそんな大きな規模でなくてもいいとおもうんですけれども、

オートキャンプ場や屋外調理場あるいはトイレ等を整備するこ

とで、周辺環境の改善と共に観光開発そして場合によっては津

波被災時の滞在拠点を重ね合わたような施設を整備すると、そ

ういうことを考えてみてはどうかというふうなことが 5 回目の

観光をテーマとした会合でございましたので、そういったこと

もベースにしながら見学をしたと言うことでございます。 

今後のことについてでございますけれども、先ほど議員の方

で判断をということがございましたけれども、過去 6 回の会議、

それと今回の視察内容を振り返りながら、徳島大学の両先生に

も外部の視点で助言を頂きつつ、それぞれの分野における課題

の掘り下げや具体的な対策などについて議論を深めて参りたい

というふうに考えております。その進め方の結果によってとい

うことになっていくんでしょうけれども、先ほど提案を頂きま

した各段階に自らの意志によって、課題解決策を考えて頂くと、

いうふうなことも当然ありうるのではないか。私はそういうふ

うな提案頂いた方向で行くのが望ましいのであろうというふう

には思っておりますけれども、まずはまだ一巡したところで、

この次のステップに入っての話になろうかと思いますので、ご

理解を頂きたいと思っております。 

最後に地域がキャンパスについてさまざまな提案が出ている

ので、それを懇話会の中で検討してはどうかというご提案では
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ございますけれども、なるほどたしかにさまざまな提案があり

まして、産業施策の中で検討していくようなものがたしかにあ

ろうかと思います。それにつきましてはまた事務局の方から、

これ総務企画課の方が所管しておりますので、そういった資料

も頂きながらまた紹介して参りたいと思っております。以上で

す。 

議 長  北山議員 

4 番 議 員 今、産業課長より答弁を頂きました。先進地視察についての

中身についての説明がるるあったんですが、せっかく今までや

ってきておりますんで、その会合に町長も毎回出られておった

ように私記憶しておりますんで、最後にそのやった中でどう感

じておるのか、町長の順調に成果を上げてきておると感じてお

るのか、いやもう少し中身を見直して、これからいろいろもっ

とこうやっていかないかんと感じておるのか、そこらのあたり

の答弁をまた再問の後にして頂ければと思いますんで、よろし

くお願い致します。 

先進地視察、今ちょっと聞かせて頂いたんは、過去にやはり

そういうところは今までもずっとこう見てきたところかなぁ、

私も何回かそれに参加した経緯もありますんで、見てきたとこ

ろの名前が出ているなぁっていうような、そういう感じがしま

す。そこらがその時々でやはり検証して、どないぞこう新たに

反映をさせていけないかっていうような、そういうことは当然

今までにもやってきておらなければならない問題だろうと、そ

ういうふうに感じるんですが、それはさておきまして、第 2 点

目に聞きました課題解決策の具体計画、これは課長も今そうい

うことはやっていかなければならないと言うような答弁もあり

ました。やはりこれはまず各団体、そこらが自分の手というか

町の方がいろいろアシストをしながらでも、自分らでまず考え

て、各業種が全てそこらを提案して、それをもとに異業種でま

たいろいろ考えていくというような、先日頂いた議事録、あれ

を読ませて頂いても、各種団体の長はやっぱり業種業種につい

てもいろいろな認識を持っているんだなっていうんは、本当に

改めてあれを読ませて頂いて、そのように感じました。せっか

くやはりそれだけの認識を持っておられる方々が、より募って

頂いておりますんで、そこらをまず最大限に利用するといえば

語弊がありますが、利用するんでなしに、これはやったらその

業種の方のためになる問題なんで、そこらを早急にやっていか

なければならないんでないんかなと、そういうことも考えられ
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るっていうんでなしに、そういう方向にこうやっぱり変えてい

かなければ、やはりこの間の頂いた議事録を読まして頂いても、

各種団体の長がおっしゃったことに町がこうなんか同しような

言い方をされているように思います。もう少しやはり町の方が

プロデュサー的役割・指導・監督っていうんですかね、そこら

を町がどんどんやっていく、今までの意見交換会の議事録がな

かった件についても、この間表にして出して頂いたんですが、

やはりその中でもその意見としては、やっぱり町とか県とかに

ある程度指導力を求めるような、そういう意見も入っておった

ように感じます。それと 3 点目の地域がキャンパスについての

提案ですが、この大学生の提案っていうんは過去にも何人も大

学生が美波町にはおいでておる、旧町でも来ておったことから

すれば、膨大な提案があるんでないんかなぁと思いますんで、

せっかくそういう提案を頂いておる、それをどんどんどんどん

この懇談会に資料として提案をして、何かひとつでも実践でき

ていけるような、そういうものを見出していくべきと、そうい

う資料は膨大に美波町にはあると思いますんで、そこらについ

てももう少し町の考えをお聞かせ頂ければと思いますんで、ど

うぞよろしくお願い致します。 

議 長 町長 

町 長 それでは北山議員さんのご質問にお答えしたいと思います。

私が思っているのは、各メンバーの方、いわゆる各種団体の長

の方々は、今議員がおっしゃった、また議員が感じていること

と同じことを感じられていると思います。ですからそれぞれの

分野ってい非常に今、構造的にも状況的にも厳しい状況にあっ

て、そしてその解決策がなかなか見いだせないからどうしよう

と、どうしたらいいのかっていうようなことであえいでいると

いうように思っております。そういうことを受けまして、平成

25 年 10 月の末だったですけれども、この懇話会を立ち上げて、

いろんな業種でそれぞれで悩むっていうことも大事ではあるけ

れども、いろんな業種が集まって、それぞれ他の業種を見て頂

く中で、また自分の業種を振り返るというようなことも大切な

んではないかというふうな一面もございまして、この懇話会を

立ち上げさせて頂きました。きちっとした条例設置であります

とか、要綱設置の会ではなくて、自由な意見を活発に言って頂

くようないわゆるフランクな会っていうことでさして頂いてお

ります。議員が冒頭ご質問にあった 1 点目の成果があったかど

うかっていうようなことについては、議員が成果っていう評価、
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それをどのように感じられているかっていうことにもよります

けれども、私自身はその成果を出すための今道を歩いていると

いうふうに思っておりますので、その成果が上げたが云々とい

うようなことには今は応えられないっていうふうに思っており

ます。議員から頂いた提言であったり、それからまた地域がキ

ャンパスであったり、それからいろんなもののいわゆるご提言

っていうのは、この中で皆様方にお示し致しながら協議をして

頂くということで、今後とも進めて行くっていうふうに思って

おります。ですからいろんなことをやっていくっていう中で、

以前にも申しましたけれども、何でもすぐに解決するんであれ

ば既に解決されているっていうところがあります。こういった

ことで皆が知恵を出しながら絞っていく中で、いろんな考えを

ひとつのるつぼに入れながら新しいものができてくるというふ

うに思っている、信じていますので、今後もこれを続けていき

たいというふうに感じて思っているところであります。以上で

す。 

議 長 北山議員 

4 番 議 員 それでは再再問をさせて頂きます。町長からは懇話会の設立

の経緯うんぬんの答弁がありまして、成果のことに言及をされ

ておりますが、この成果っていうんは私がここに使わせて頂い

たのは、その時々の検証、その各種団体がいろいろ検討する、

それをサポートする町側の、で町に質問をさせて頂いておるん

で、町がその時々の議論についての検証をして、その会がどう

だったんか。それをひとつの成果と、検討した結果っていう意

味合いです。そういうことの積み重ねが最終の大きな結果に繋

がっていく。その時々のことをやはり検証をやっていかなけれ

ばやはりその方向性が漠然としてはっきりと見えてこないと思

いますんで、やはりそういうことが必要ということで出さして

頂きました。そういうことを踏まえて今後やって頂きたいなぁ

と思います。それと関連しまして、やはりそのこの課題の解決

策、私の考えと出席した会員は、私の考えと同じだというよう

なそういう答弁ありました。それはこないだの議事録を見ても

だいたいそういう感じはあるなというんは十分感じます。しか

し最初にも言わせて頂きましたが、やはり町の姿勢っていうん

がもう少し見えてこんのんですよね、議事録からは。そこらや

はり課題の解決策を出してもらうような、そういう本当にこの

課題を解決しようっていうような、そういう姿勢が当然町には

必要であろうと思います。その上に各種団体が各自で課題の解
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決策の具体的な計画を出してくれば、これをもとにして視察を

しても、その具体的な計画に基づいた視察ができると思うんで

すよ。各団体・各団体が本当にこう深い考えを持った視察にな

って、それはおのずと結果に反映して来ると思います。そのこ

とについても学者先生の講演なり、そこらについてももっとこ

う具体的な今回はこういうことについてというような当然こう

講演にもなろうかと思うんで、早急にこの課題の解決策、これ

が一番のこう鬼門のように思いますんで、そういうことを踏ま

えて今後どんどんと進めて頂ければと思いますんで、よろしく

お願いを致します。答弁があればお答え下さい。なければ質問

は終わりたいと思います、ありがとうございました。 

議 長 以上で北山議員の一般質問は終了しました。 

休憩します。 

（時に 11 時 10 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 15 分） 

議 長 再開します。 

続いて 9 番戎野議員の一般質問を許可致します。 

戎野議員 

9 番 議 員 私の方では質問に出して通告しておるとおり 2 問の大きくは

質問して参りたいと思います。 

先ず始めに地域公共交通の展望とサービスの充実という視点

でお尋ねして参りたいと思います。本町でも過疎高齢化により

通院や買い物難民といわれる方々が増えてきております。町と

しても高齢者福祉の増進のために交通手段の補完という意味で

も公共交通空白地域における高齢者のタクシー利用料金助成事

業に取り組んでおるところでありますが、これは公共交通機関

である駅またはバス停から 1ｋｍ以上離れた場所に住居地があ

り、かつ病院・役場・最寄りの駅までのタクシー利用料金が千

円を超える場所に住所地があるものへの助成制度でございます

が、その利用制限として、タクシー利用助成券が一月 8 枚まで

運賃のうち千円までを利用者が個人負担するとして、それ以上

を町が支払って補助する制度でありますが、行き先が病院・役

場・最寄りの駅として、帰りは自宅までの制限がございます。

今日の孤立した社会状況の中では、何回もタクシーを利用して

外出することもままならず、例えば病院からの帰り道、銀行や

コンビニに立ち寄り簡単な用事を済ませることの方が時代に合

っており合理的でございます。他市町村、山梨の韮崎市をはじ
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め多くのところでも既にやっているように病院・役場・最寄の

駅までの限定だけでなく、銀行やスーパー・コンビニ等、商業

施設・商店を含めて買い物や用事等にも使っておるという地域

が多く見受けられます。8 枚の制限以内に限り使用できるように

状況に合わせて住民の要望に応えていくべきではないかと先ず

その点についてお聞きして参りたいと思います。他市町村では

医療機関・公共施設・商業施設・金融機関等にも行き先を限定

するまで広げている市町村が多く見受けられるだけに、今後の

買い物難民、高齢者の日常生活の利便性を諮っていくという意

味からも、この制度の目的に合致するものであるだけに、病院・

役場・最寄りの駅の後に等をいれて頂き、利用しやすく効果の

ある制度の充実にすぐにできることでありますので、取り組ん

でいくべきでないかということを 1 点目に答えをして頂きたい

と思います。 

2 点目でございますが、中山間地域及び交通不便な地域を解

消するに向けて、市街地域においても公共交通のない地域が増

えている中で、コミニティバスまたはデマンド型乗合タクシー

など、地域公共交通として実証実験の取り組みから、本町とし

てはどのような形態で住民の足を確保する取り組みを考えてい

くのか、まずお聞きをしたいと思います。乗合タクシーの形式

が対応しやすいのか、路線バスに近いコミニティバスのような

ものがよいのか、特に新町立病院が開院するにあたって、具体

的な取り組みをお聞きをしたいと思います。次に由岐地区に町

立病院が完成した時点において、距離的には日和佐地区からの

由岐に開設する病院への入院対応への緊急搬送等が今度はより

必要となってくるわけでありますが、現在の由岐搬送班を今後

どのように配置換え、また対応していくのか。緊急搬送は町内

統一して海部消防に任せていく時期に来ているのか、その点に

ついてもお答えを願いたい。そしてその人員を今後町内の収容

施設や観光拠点を巡回するようなコミニティバスや、またそう

いうものに振り替えるような考えはないのか、またＮＰＯや民

間バス事業者に委託して運航すコミニティバスについて、町営

バスとして運航する展望を持つのか、公共手段としての今後の

取り組みについてお聞きをしたいと思います。 

次にデマンド型タクシーについてでございますが、自治体補

填型の方式では将来支えきれなくなる時代も危惧される点もあ

りますが、交通不便地域の交通弱者に対する移動サービスとし

て、自治体に依存しない民活によるデマンド型乗合タクシーの
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運行の可能性について実証実験の結果から具体的な取り組みを

どのようにして進めるのか、お聞きをしたいと思います。以上

が第 1 問目のお願いでありますので、まずその 1 点目からお願

いしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  お答えさせて頂きます。公共交通サービスの取り組みについ

てでございますけれども、議員おっしゃられるように美波町で

は、高齢者タクシーの助成制度ということで行っております。

他にデマンド型の乗合タクシーの実証運航を現在行っていると

ころでございます。タクシー利用助成につきましては、平成 23

年 9 月から行っておりますが、制度も定着し年間約 50 人の方が

延べ 500 回以上ご利用頂いている状況でございます。次にデマ

ンド型乗合タクシーの実証運行につきましては、期間も 9 ヶ月

と短かったこともあるかもしれませんけれども、日和佐地区で

は利用実人数は 8 人、登録者数 42 人ございましたけれども、で

延べ 59 回のご利用に止まった結果となっております。由岐地区

においては、現在実証運行中ですが昨年の 8 月に開始し、2 月末

時点で利用実人数は 24 人、登録者数は 77 人で延べ 112 回のご

利用があり、日和佐地区よりも高い利用率となっている現状で

ございます。なお由岐地区においてはこの 3 月から志和岐地区

にも新たに運行区域を拡大致しまして、今年 7 月まで実証運行

を行うことと致しております。この実証運行の結果も踏まえて、

地域公共交通会議において病院等へのアクセス手段の確保も含

めて、美波町の地域公共交通体制のあり方を検討して頂くこと

と致しております。なおタクシー要助成事業の拡大につきまし

ては、他の公共交通機関にも影響をあたえることも考えられま

すので、こういった地域公共交通会議に諮らせて頂いて、その

結果を求めたいと思っております。私からは以上です。 

議 長 副町長 

副 町 長 私の方からは、2 点目にあります由岐搬送班へのサービス連

携と今後の取り組みということでお答えをさせて頂きます。 

搬送班のあり方について検討するために、平成 25 年 9 月です

けども「美波町搬送業務のあり方検討委員会」を設置を致しま

して、同年の 9 月 3 日に第 1 回目の検討委員会を開催を致して

おります。この検討委員会では、初めてということもありまし

て、搬送業務の現状等に報告等について報告をさして頂き、海

部消防組合の救急業務とのあり方も含め、今後検討することと

致しておりました。しかしながら、先程、総務企画課長の方が
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お答えを致しましたように、デマンド型乗合タクシーの実証実

験が日和佐地区において開始をされたということ、それとまぁ

現在も由岐地区において実証運行がされております。この実証

実験につきましては、先ほどありましたように志和岐地区を拡

大したということもございまして、本年の 7 月まで運行を行う

ということで予定はされております。 

この実証運行の結果も踏まえて地域公共交通会議での検討が

されるということもございます。それと合わせまして搬送班の

あり方についても検討して参りたいと言うふうにも考えておる

ため、検討委員会での協議が遅れたと言うようなこともござい

ますけれども、今年度内に第 2 回目の会議を行いまして、さら

に検討をして参りたいと言うふうに考えております。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 総務課長が最初に申されましたように、サービスの拡大によ

って他の交通機関にも影響があるのでないかということ、これ

は具体的にタクシー会社のことだろうと思うんですが、どこが

具体的に影響が受けるのか、これを、高齢者タクシー制度をさ

らに利用しやすくすることによって、それをタクシー会社が実

際担っていくわけですから、それは営業上プラスにならないの

か、なるのか、まずお聞きしたと。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  このタクシー利用助成制度の見直しについて、タクシー会社

に何か不利な点はあるかということで、ちょっと私の方で考え

るには特にはないよにも思います。ただ美波町では廃止路線バ

スも走っておりまして、こういったバス会社もこの地域公共交

通会議には参加頂いております。また運輸局も入っての会議と

なっておりますので、慎重に検討さして頂いて、提案はさせて

頂こうと思っておりますので、その辺ご理解頂けたらと思いま

す。 

9 番 議 員 これの本来の目的は高齢者や足の確保が難しい人に対して、

補完する立場でやるということですから、なぜ役場・病院・最

寄りの駅までとせず、他町がしているように銀行やスーパーも

含めてですね、買い物にも一部使える、そして帰り帰りでまた

使う、利用制限が 8 枚という限定でありますから、それをなぜ

認めたくないのか、その点についてお聞きしたいとお思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  決して認めたくないっていうのではございませんので、手続

きとして公共交通会議を経なければ決定ができないという点を
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ご了承頂けたらと思います。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 そしたら検討するということらしんですが、やはり利用者が

その本来のほの助成制度にある目的が叶えらえるのであれば、

そういった範囲を他町がやっているように拡大していくと、そ

ういうふうな取り組みを強めて頂きたいと思います。まず町長

にもお聞きしたいんですが、この町の公共交通の在り方、一体

どういうふうにしていくのか、例えばいわゆるコミニティバス

としてやるのか、既存のバス会社それを見据えて継続するのか、

さらにいわゆるデマンド型タクシー、ワゴン車を利活用したデ

マンド型タクシーをＮＰＯとか、そういうところの活用をして

やるとするのか、本来の公共交通の中心となるものをどうする

のか、まず町長にお聞きしたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 先ず始めに議員が疑問といいますか、そういったのに感じて

いるというのはこういうことだろうと思うんですけれども、私

どもでタクシーの助成事業をおこなわさして頂いたきっかけと

いうのは、公共交通機関がいわゆるバス路線の廃止代替路線を

今、徳島阿南バスと南部バスに行って頂いております。そうい

ったことでその路線の沿線の方は私どももその会社に補助金を

出している関係で十分使って頂くというようなことがございま

すから、それはそちらの方を使って頂きたい。ただ美波町は非

常に広い広範囲にわたっておりまして、中山間地域を抱えてお

りますから、公共交通機関がない場所っていうのも非常に多ご

ざいます。ですからそういう方達に不便をしているということ

がありましたので、タクシー助成をさして頂こうということで、

そこには一定のどういうんですかね、条件を決めさせて頂いた

のは議員もご承知のとおりだと思いますけれども、ですから路

線バスから一定の距離以上離れている、いわゆる停留所から離

れている方に限りというところと、それと利用料金を千円って

いうことにさして頂いた関係で、タクシーの初乗りプラスアル

ファーが千円以上になる場所でないと、使われるんは制限はな

いんですが、タクシーを個人の方が使われるのは制限はないん

ですけれども、千円を超さないと私どもの利用に則しないとい

いますか、制度に則しないものですから町内の方々はそれを使

えないというように今はなっております。ただこのタクシーの

助成制度は美波町のこれからあるべき公共交通体制をどうする

かっていうまでのいわゆる経過措置的な制度というふうに私自
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身は思っております。先ほど総務企画課長が申したように、あ

るべき姿をどうするかということで、デマンドタクシーを今、

実証実験をやっているわけで、先生おっしゃったコミニティバ

スをどうして最初しなかったかというと、コミニティバスは海

陽町でもやられておりまして、これを検討する際には海陽町へ

も出向いていきましたけれども、美波町と海陽町は非常に地形

がよく似ております。谷が深くて路線が別れているということ

で、それを定期的に運航するとなると毎年数千万円の赤字が出

ると、現に海陽町は赤字が出ているっていうことも報告を、そ

れから勉強をさして頂いた中でそういう路線バス的な考えは辞

めようと、他に何があるかっていうところで、フレキシブルに

出来るデマンド型タクシーを実証実験でやってみようというこ

とで 2 年前からやらさして頂いているところでございます。で

すので、最終的に地域公共交通会議では、今あるバス路線の存

続も含めて、総合的に検討をして頂く予定でありますので、先

生おっしゃったいわゆる場所を特定しない、銀行であるとか商

業施設・商店ですね、そういったお買い物にも行けるかどうか

とかと言うものについても総合的にその場所で検討さして頂く

と言うようなことでございますので、まだそこまで検証結果と

いいますか、デマンドタクシーの実証実験が終わってない段階

なので、そこまで先生の質問に明確にお答えができない今は時

期ですので、そのあたりをご理解頂いて、適切な時期が来た時

にはそれに対して事前に議会の方に説明をさして頂く機会を設

けさして頂こうと思いますので、そういったことでご理解を頂

きたいと思います。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 今おっしゃられたということで、だいたいの方向はいわゆる

路線バスの存続と、そしてそれを補助金を出して行きながらコ

ミニティバスとして町営の独自のものはやらないと、そしてそ

れを補完する意味で、今、実証実験をしているデマンド型タク

シーの活用を今度会の中で検討すると、それと高齢者タクシー

補助制度も合わせて充実をさせていきたいと、そういうふうに

いろんな町のマスタープランを読みましても、こういった公共

交通については積極的にやると書いてありながら、具体的にじ

ぁ方向性をどうするのかということが分かり得なかったので、

そういふうな理解で結構でしょうか。それでは今申しましたよ

うに、サービスの充実についてぜひ取り組みを強めて頂きたい

ということで、1 問目の質問を終え、2 問目に移りたいと思いま
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す。 

2 問目はですね、津波それによる防災への取り組みについて

質問をして参りたいと思います。1 年前にも同僚議員からの質問

に答えて、町長は国・県の指導を頂きながら高台用地・造成構

想を進めて来たと。構想としては南海トラフ大地震に備えるた

めに防災公園、公共施設等の移転用地などを多目的に利用する

ことが可能な用地を確保したいとして、道の駅西側の山林開発

を予定しており、調査費を予算化して町内のワーキンググルー

プ先ほども山路副町長が申されましたように、課を越えての協

議会や検討会、そういうものの中で現在協議中だと答えられて

おりました。町のまちづくりの基本方針、マスタープランにも

方向性は書かれておりましたが、この構想で行くとまず公共施

設として認定こども園の他にどのような公共施設を考えている

のか、そしてまたこの防災公園とはどんなもので、公園として

の防災の効果はどのような想定を考えているのか、仮設住宅を

建築できるような公園整備なのか、多目的な具体的な目的を説

明して頂きたい。若者の定住促進のための高台宅地開発とも言

われておりますが、高齢者の福祉住宅と合わせて、町営住宅を

建設しようとする構想であるなら、その予測個数・人員等の見

込をどれぐらい考えているのか、それについてお聞きをしたい

と思います。これらの大まかな計画や構想があって、概算の予

定額が考えられると思いますが、その予定額をどの程度見込、

その内、国や県の負担と町の負担の割合、それぞれの負担額を

どの程度予想しているのかお聞きをしたいと思います。これら

の計画や構想、概算額をも説明し、負担と利便性いわゆるメリ

ットとデメリットを住民に提示しながら意向調査、いわゆるア

ンケートを取っていくのが本来の在り方だと思います。これま

での多くの事業ではアンケートや住民説明会ではほぼ決定した

事業案を説明するだけで、住民の要望が十分反映されない、住

民に一応説明したという既成事実を作り置くだけという住民か

らの指摘をされても仕方ないのではないかと思われます。防災

事業ならこの際、国や県の補助金で賄える部分があるとしても、

いずれ国の債務が住民の負担となって莫大な借金の付けが回っ

てくるのが必然ならば、この事業への選択と決断が町の将来を

左右するといわれても過言でないかと思われます。今回美波町

の事前復興まちづくりに関する住民意向調査第 1 弾が行われ、

先日の新聞発表では高台移転を含めて全町でのアンケートが出

されておりました。調査結果を見ると被災後の避難生活を過ご
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す具体的な場所の希望でありますが、日和佐地区の方では自宅

42.7％、家族等の家を頼るが 15.8％、約 6 割近くであり、避難

所の候補不足があるとはいえ、多くは高台への移転をあまり考

えていないという状況も現れております。もちろん新たな住居

を確保するまでの長期間の避難生活をどこで過ごすのかの設問

の答えにあるように、約 4 割近くがこの町に住もうと思い、約

半数近くの人が考えてもいない、考えたが分からないと答えて

いることから、安全な場所での仮設住宅での数年間を考えなが

ら、東北大震災の状況も分かるように仮設が終の棲家となるの

か、もしくは安い家賃での公営住宅の建設、入居が各地の震災

後の実態から見ても必要性が判断されていくのか、その検討が

大事だと思います。一番津波被害を受けるとされる被災地の希

望調査をもとに、高台移転、住宅の建設が想定されると思われ

ますが、このアンケート結果から住民の意向をどのように判断

して、総合用地・造成構想を進めるのか、見直すのかお聞きを

したいと思います。先ほども指摘しましたように防災に限らず

町の事業において、住民説明会やアンケート調査を行う場合、

またはアセスメントいわゆる再評価をするに際しても、住民の

意見を民主的に組み入れていくことがより良いまちづくりに必

要なことは言うまでもありません。町民の中には「町に意見を

言っても何も変わらず、決まったことをするだけの傾向が強い」

との不満の声もよく聞きます。町民のための調整とは思われな

いので、「もう諦めてなにも言う気がしなくなってきた」という

ような意見も見聞きします。町民からそっぽう向かれる希望を

もたれない町は、もちろんすたれていきます。住民の意見・意

向により住民の為に計画そのものまでも常に再検討とする姿勢

を常に持つべきではないか、平成の大合併で疲弊した他町の検

証も振り返るならば、町政の 10 年先を見越した舵取りがより必

要になってくると思われますが、民主的な意見反映の在り方、

選択と決定を、この間接代表民主制の議会だけではなく、町民

からの意見反映をどう捉えていくか、町長にもお聞きをしたい

と思います。 

議 長 町長 

町 長 議員から多くの具体的なご質問を頂いたところでございます

が、基本的に昨年の 3 月に高台造成の構想をしたきっかけと言

うのは、その前年に幼稚園・保育園のそれからまた未就学児の

子どもさんを持たれるお母さん方と座談会をした結果っていう

ようなところと、それから幼稚園・保育園の保護者会の方から
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高台へのいわゆる心配のないところへの移転要望っていうよう

なものもありまして、それから全体的なところで言えば、この

美波町の中で浸水区域が、特に由岐地区では 9 割余って 97％だ

ったと思いますけれども、日和佐地区ではこの当たりを含めて

全体の世帯の 6 割が浸水というようになっております。特にこ

の市街地についてはほぼ 8 割を超すぐらいの世帯数になってく

るかなぁというふうに思っております。そういったところで議

会からも以前から高台用地の要望といいますか、ご質問もあっ

たことから、町内でいわゆる利便性のいいところで津波の影響

を受けないところがどこにあるかっていうことを役場の中で検

討しましたところ、数カ所上がってきたわけですけれども、そ

の中で道の駅の国道向かいの土地が適地かなということで、大

きく構想を発表さして頂いたところであります。そういったこ

とで今現在平成 26 年度は県の補助を受けまして、その概略の設

計を現在しているところであります。それにつきましては、山

の地形等もございまして、侵入道路をどのようにするかってい

うところが一番鬼門に最初なるところでありますけれども、道

路も道路法によりまして勾配が決めれておりまして、勾配が急

だと案外しよいわけでございますが、やはりある一定の角度以

上になると道路法としては不適切と言うようなことがありまし

て、現在いろんな案を作っているところであります。それから

造成をするにあたっても土を外部に、場外に搬出するっていう

ことになりますと、非常に大きなお金がかかるということで、

切り盛りをできるだけ均一にして場外に出さないような方法が

とれないかというふうなことも行っております。そんな中で標

高を、造成地の標高を高くすると切り盛りはバランスがとれる

わけでございますけれども、そうなると一方で先ほどいった道

路の進入角度が勾配がきつくなって、それでは道路法上具合が

悪いでありますとか、いろんなところが出てきまして、今、そ

ういうことも含めまして調整を致しているところであります。

先生が最初におっしゃいました公共施設はどのようなものを予

定しているのかというような具体のあるんだったらそれを答弁

しなさいっていうことですけれども、それは具体はまだ決まっ

ておりませんで、まずは幼保の移転地というふうに私自身は考

えておりますけれども、その上に防災公園、防災公園はどんな

公園かというふうなご質問もございましたが、イメージ的には

比較的広いグラウンドみたいな、をイメージしております。被

災地へ先生方も行かれた方があるかと思いますけれども、南三
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陸町の例えば志津川でありましたら、そこの小学校のグラウン

ド、そこは浸からなくって復旧のためのいわゆる自衛隊の基地

であったりいろんな支援をしてくださるんに来てくださった方

の土地として使われてました。女川町でも総合運動公園がそう

いった役割を担っているということで、私どもも場所的にも桜

町地区あたりの方々の避難場所でもありますし、仮設住宅がど

れだけ建てれるかっていうんはまた別ですけれども、そういっ

たどういんですかね、グラウンド事態は被災をした時にいろん

なかたちで使えれるようなっていうようなイメージを持ってお

ります。そこに隣接したかたちで幼保ができたらいいんではな

いかと、それからもう少し構想の時は大きく申しておりました

けれども、移住を進めて行くっていう中で、先ほど申しました

ように美波町の市街地はほとんど浸水区域になるということ

で、なかなかその移住をする場合、今の空家をお買いになって

そして住まわれるっていうのがあるにしても、津波の心配のな

いところへ行きたいと、美波町へ住みたいといった場合のひと

つの提供できる場所でもありたいなぁと、いろいろ欲張ってお

りますけれども、それから公営住宅の場所でもあるし、それか

ら以前永本議員の方からもおっしゃって頂いた福祉的なかたち

の、今、先生がおっしゃったような福祉いわゆるケア的な公営

住宅の用地としても使って頂けるであろうし、そのあたりは具

体ができとうわけではなくて、可能性のことでありますけれど

も、そういったことにつきましても何をするかっていう場合に

は住民の方々にその意向でありますとか、町の方針をお示しし、

そしてご意見を頂く場っていうのは大きなプロジェクトになろ

うかと思いますので、そういったところはまた住民の方々にお

示しをして意見を聞く機会っていうのは必ず持ちたいというふ

うに思っておるところであります。以上高台構想等につきまし

てはそうったかたちで進めさして頂きたいなぁと思っておりま

すが、まだその今いったようい構想自体がまだ構想でありまし

て、なかなかそのプランにまで行けてないっていうところでご

ざいますから、そのあたりご了承頂きたいと思います。 

それから事前復興のまちづくりのアンケート結果についてご

質問がありましたけれども、これは徳島新聞にも載っておりま

したけれども、高台への住宅の移転はそれほど望んでいないっ

ていうようなタイトルがありましたけれども、設問をよく読ん

で頂くと、「移りたいけれども、移りたいけども今はちょっと難

しいね」と、これは普通の感覚だと思います。今ある住宅を捨
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ててですね、それから高台がもしできたとしても移るっていう

とお金が掛ります。そういったことを考えると、それはなかな

か難しいんではないかっていうのは私たちも想像できるところ

でありますが、その後の避難場所をどこにっていうと、その設

問からはより安全なところで避難所生活を送りたいであります

とか、そういった住民の方々の安全への意識は高いというふう

に受け取っております。そういったことで今後ともこの事前復

興のまちづくりっていうのは進めさして頂こうと思ってます

し、何はさておきというか、何をするには要は財源がいります。

今感じているのは被災地である東北につきましては復興予算が

ついて、そしてそれが消化しきれないぐらいの予算がついてい

るにも関わらず、なかなかその住民合意であるとか、そういっ

たことができなくて、その予算が使われていない部分があるっ

ていうのが現状です。反対に我々のようにまだ被災を受けてい

ない地域につきましては、計画を立ててもそれが国の補助事業

に乗るというのは非常に難しいものがございます。そういった

ことで県にもお願いし、国への提言ということで、「私たちはこ

ういうことをやるので、ぜひそれを国の補助事業に上げてもら

いたい、入れてもらいたい」っていうような一方で要望をして

いるところでありますけれども、現実には、現実の補助事業の

中でやっていかなくてはいけませんから、私が昨年掲げた構想

っていうのは、非常に一発にやるっていうのはなかなか難しい

ございます。ですから短期的にやるもの、それから中長期でや

るものっていように分けながら工事をやっていくっていうよう

な今はイメージをもっておりますけれども、そういったことに

ついてもある程度皆様方に示せれる時期がきましたらご案内を

差し上げて、そして説明をさして頂くというふうにさして頂き

たいと思いますので、そういったことで誠に先生の質問の内容

から、内容にきちっとしたお答えができませんけれども、今の

ところの進捗状況がそういったところだということを斟酌頂き

まして、ご理解を頂きたいと思います。以上で合弁とさせて頂

きます。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員  町長の答弁にもありましたが、造成の構想はあるけど可能性

の段階であって具体的にこの物をつくるというものがなかなか

まだ示されて、協議中であるということで限界があるというこ

とで、その負担額や規模それから予定被災者の利用可能な住宅

を兼ねるならばその見込み数も今後の協議と言うことで分から
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ないという答弁だと思われます。その限界はあるにしても、今

後その使われてないというか、未被災地区として構想を出して

行く場合には、それぞれその都度その金額や要望をしていくと、

だろうと思います。しかし本来ならこういうものをつくる、そ

れに伴って面積がこれだけ必要となるから土地のその造成の高

さや広さというものがこうなるというふうな構想や展望を持っ

てこそ具体性が進むと思われますが、そういうものを先に住民

にも示し、もちろん県や国にも示して行かなければいけないと

思いますが、そういう点これは本来はつくるものを先に具体的

にして、グラウンドを想定するならばなぜ日高跡地や水高跡地

のグラウンドがその仮設住宅地として使えない、そのためにこ

こを造成したいという裏付けがいるかと思いますが、同種のす

ぐに地震が同程度のものが 100 年に 1 回とかいうかたちの中で

は来るようには思われませんが、そういう点、先に構想の具体

性を出して、必要な金額・面積そういうものを算出して、そし

て住民に理解を得、さらにその負担を将来の人に担ってもらう

という筋がいるのではないかと思いますが、その点、町長の姿

勢を再度お聞きしたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 本当に普通の事業であれば先生がおっしゃるとおりだと思い

ますが、この構想はですね、被災しないとなかなか分からない

っていうようなものに対してどうしてくかっていうような思想

といいますか、視点が入っております。まず最初に申し上げた

いのはこの役場もいわゆる浸水するわけですよね、場合によっ

ては被災をするかもしれないし、くる時期によっては対応年数

が過ぎているかもしれない。そういったことも考えられると思

いますが、今現在はそのような状態ではございません。そうい

ったときにこれは例えばの話ですよ、例えばそういったことも

あるので、道の駅のそこのサンクス裏の山をどれだけ敷地造成

出来るかっていうのは、図面上ではこう引いていって頂いては

おりますけれども、できるだけ多くのと言いますか、広い場所

が取れたらいいなぁというふうに私は考えておりますけれど

も、それには基本先ほども申しましたけれども、お金も掛ると

いうことがもちろん分かります。それに対しての補助制度がど

れだけあるかっていうのを考えないと、持続可能な町づくりと

いうのはできない。ですから財政は財政で健全財政を保ちなが

らそれができるかっていうことを常に私どもは考えながら事業

を採択していっておりますが、そういったことで何を持ってい
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くかっていうことを決めてからやるというのが先ほどいったよ

うに本筋ではありますけれども、今回の構想はそうじゃなくて

いろんなものに対応できる、ですから今、私が言っている例え

ばっていうものは、できるものあれば、できるものもあればっ

ていうのは議会の理解も頂かなくちゃいけないし、住民の理解

も頂かないとできないっていう意味ですけれども、そういった

ものの中で面積は限られてます。今のところはっきりはあれで

すけれども、だいたい 5ｈａとか 6ｈａっていうように昨年申し

たようなかたちで。仮にですね、仮設住宅というか、じゃぁ住

宅を建てる場合、何戸できるかっていうようなことをイメージ

して頂きたいと思いますけれども、だいたい１戸が 100 ㎡です。

とすると、1ｈａで何戸建てれるかっていうと、その間に道路、

4ｍの道路を入れるとかいうふうになると、6.5 かけぐらいにな

るんではないかと思っておりますが、そうなると 65 戸ぐらいが

1ｈａで建てれる家の最大値と言うふうになると、この浸水もし

くは浸水じゃなくて壊滅状態になった時に、その方々がそこに

また移るというような用地として、全てここで賄えるかってい

うたらそれは不可能であるっていうのはすぐ分かると思いま

す。仮設住宅もしかりであって、そこで仮設住宅を建てること

はできますけれども、それは本当に一部になってこようかなぁ

と思います。そんなこともあって、自主防災会で沿岸部とそれ

からあの時は西河内の自主防災会だったですけれども、そうい

った交流をしているっていうのは将来的には被災を受けないと

ころの農地等を協力を得て、そして仮設住宅に使させて頂くと

か、そういったことを共助の中でやらないかぎりなかなか美波

町の中で完結することは難しいっていうふうに思っております

ので、そういったことも含めて、いろんなものに使えれる高台

ということで、それがどういうものかっていうのは今、示せれ

ないっていうことも、私が今こう説明させて頂く中で思いをは

せて頂ければそれは理解して頂けるんじゃないかなぁと思てお

りますので、そういったことでご理解を頂きたいと言うふうに

思います。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 多目的に使う高台であって、先ほども申されましたように公

園としては仮設住宅にも約 5ｈａのところをですね、300 戸余り

の仮設住宅をするという案なんですが、これらはやっぱり仮設

でありますから建築基準法でも 2 年なり 3 年なりと言うことで、

その永久に使えるもんではないと、ということで仮設住宅のそ
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の面積を主とするならば、町営住宅といものの構想は、定住や

老人福祉の住宅はあってもどの程度他に考えているのか示され

たいと思います。本来この仮設住宅であればすぐに同種の地

震・津波が来んという想定で考えるならば、既存の空き地いわ

ゆる日高空き地・水高空き地の方でほれ以上の面積が取れるの

ではないかと思われますが、その点についはどうでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 先生ちょっと勘違いがあったらいけないんですけれども、高

台に 5・6ｈａって言いましたけれども、仮設住宅にもし使えれ

るとしても、それはほのうちの一部ということでありますし、

それをそのように使うっていうふうに決めたわけでもまたござ

いません。自由に使えれるような、いわゆる防災公園的なとこ

ろを作っておけば、そういうふうにも使えますよということで

申したところであります。それから日和佐高校のグラウンド、

それから水産高校のグラウンドっていうのは、仮設住宅に適す

るかどうかっていうのは、それはまた議会の皆様方とかそれか

らその被災した後での住民の方々のご意見を伺わないと決めれ

ないことではありますけれども、私が東北の被災したところで

聞いておる限りでは、海の見えるところまた被災を受けたとこ

ろで仮設住宅を建てられても、そこにはもう入りたくないって

いうようなご意見が多かったというふうに聞いておりますの

で、今、仮定の話ですから、ちょっと言えませんけれども、先

生おっしゃった 2 つの場所については、その時にいわゆる美波

町が被災を受けたときに仮設住宅を建てなくてはいけないって

いうような事情になった時に、住民の方、そしてまた議会の方

にお聞きして、それをまた進めて行くということにさして頂き

たいと思います。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 もちろん安全なところへの仮設住宅を建設していくのが大賛

成でございます。やはり具体的にその開発をしていくためには、

高い台の構想の根拠となり、その費用がどの程度かかるかも今

後の町民に対する十分な説明をして頂きたいと、最後にも申し

ましたが、こういった意向調査や住民への説明会、そういうも

のが十分計画の段階でその構想を含めた計画に反映される時点

で担保され、きっちりとその前提として説明会をしようとする

気持ちなのか、もう決まって、ほぼ決まってですね、そういっ

た諮問会を含めたところでもうそれが最優先で、町民からの説

明等についてはなかなか意見を言うても反映されないと、そう
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いうことについての懸念がよく聞きますが、その点について最

後にお聞きしたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 住民の方々の意見を伺う時期については、通常はですね、こ

ちらの方で原案を作成した後と言うふうに考えております。原

案ができましたらまず議会にご説明を今までもさして頂いてお

りますし、その後で住民の方々に説明をし、必要があればパブ

リックコメントをとり、そして最終的な案といいますか、最終

案を出さして頂いて、議会で議決をして頂いて進めるというよ

うな方向になろうかなぁと思っております。それをどの物件、

それからどの計画をそのようなかたちで進めるかとうかという

のは、それはまたそれぞれのところであるかと思いますけれど

も、維持補修的な工事からですね、新しい新規の事業、それか

ら大きなプロジェクト事業ってありますけれども、町の方でこ

れは重要だなぁといううふうに判断した事項につきましては、

今申し上げたような段階でさして頂こうというふうに思ってお

ります。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 特に大きな事業、そしてまた町民に将来において長い間負担

を強いるような事業については慎重に、そしてまた十分に町民

の意見を汲んでいくというふうな対応を今後とも続けて頂きた

いと思います。以上で私の質問は終わります。 

議 長 以上で戎野議員の一般質問は終了しました。 

休憩します。 

（時に 12：09 分） 

 （小休中） 

（時に 13 時 30 分） 

議 長 再開します。 

続いて 12 番中川議員の一般質問を許可致します。 

中川議員 

1 2 番 議 員 私は 3 つの質問をしたいと思います。まず 1 番目、東町の防

災対策についてということで、通告に書いてあるとおり 3 つ。1

つは今、大浜海岸で防潮堤の工事を行われておりますが、これ

について住民の方と話していると、「前のんと同じ高さの堤防

だ」と言うたら、「そんなんでいけるんかいなぁ」と、そういう

声が出てきました。またこの構造についても「矢板を打って補

強しとんだ」と言うたんですが、それについても「疑問だなぁ」

と強度についてという意見が出ました。例えば神戸では矢板を
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打ってあるところが液状化によって岸壁が崩れたりしたという

ことから怪しいんじゃないかと、それから逃げようとしても逃

げる道もないと、だから「もっとしっかりしたものにしてもら

いたい」と、そういう声が出ました。住民説明会もあったよう

ですし、私も全員協議会で説明を受けました。しかしこういう

声がある以上、まだ説明が足りないんじゃないかと、ほういう

ことで中には「工事を止めてくれ」とこういう人もおりまして、

こういった声に対して町の考えをお聞きしたいと思います。 

2 つ目はさっきも言いましたように逃げる道がないと、とい

うことについてもどういう構想を持っておられるのかというこ

とをお聞きしたい。 

3 つ目は役場前から大浜に通じる県道ですが、非常にきれい

になっておるんですが、もし堤防を越えて水が、海水がやって

きた場合、とてもじゃないけど渡れないとということで、いっ

たい何かどないしたらいいんかと、逃げ遅れる人が必ずおると

思うんですね。そういう対策、何かあるのか、そういう 3 つの

点についてまず 1 番目にお聞きしたいと思います。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 私から中川議員のご質問にお答えをさせて頂きます。まず大

浜海岸の防潮堤は変えられるのかについてでございますが、こ

れまでの一般質問におきましてもお答えをさせて頂いておりま

すけれども、まず津波の高さにつきましては、2 つございます。

１つは発生頻度は極めて低いが甚大な被害をもたらす最大クラ

スの津波で、概ね数百年から千年に 1 回の程度の頻度で発生す

るＬ2 津波であります。もう１つは比較的発生頻度が高い津波、

概ね数十年から百数十年に 1 回程度の頻度で発生するＬ1 津波

であります。全国的にも、また徳島県におきましても利用、対

応年数等を考慮しまして、Ｌ1 津波を対象として海岸保全施設等

の工事を進めているところであります。現在徳島県で実施中の

防潮堤改良工事は、施設の老朽化対策に加えて地震による沈下

対策を行うものであり、新しい防潮堤はほぼ現状どおりの高さ

で整備されます。 そもそも大浜地区の防潮堤地盤高は背後地よ

りも高く、既存の防潮堤天端高がＴＰ＋ 6.85 から 9.25 であるの

に対し、対象としているＬ 1 津波高のＴＰ＋ 5.2ｍよりも 1.65

から 4.05ｍ高く設定されています。背後地にお住まいの方の中

には、この際に少しでも高く造って欲しいといったご意見をお

持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、仮に現在以上の高さ

で整備すると、海岸利用・日常生活等において新たなマイナス
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効果が生じて参ります。 このようなことから、現状の高さで防

潮堤を改良することと致しておりますが、この工事完成後にお

きましても津波に対する安心感を決して抱くことなく、「強く長

い揺れを感じたら、速やかに高台に避難する」という基本の意

識はこれまでどおりお持ち下さいますようお願いを致します。 

次に避難経路についてでありますが、東町等日和佐浦地区に

おきましては、避難場所に指定された北側の山や津波避難タワ

ーまでの避難経路については、長い路地や倒壊が心配される家

屋やブロック塀・石塀などがある住宅密集市街地となっていま

す。現状では、地震・津波発生時の避難や消火活動・救急活動

など日常生活にも影響があることから、地域住民の皆様のご理

解・ご協力を得ながら都市計画道路をはじめ狭隘道路の改良、

道路下排水路の耐震改修、家屋の耐震診断・改修、老朽住宅の

解体や空き家対策により徐々に道路の拡幅・延伸を行う予定と

致しております。引き続き自主防災会や住民の皆様とご相談さ

せて頂き、避難経路や津波避難タワー等避難場所の確保に努め

て参りたいと考えております。 

また県道は安全かというご質問でございますが、大浜海岸の

防潮堤については、先程申したとおり現在の高さでＬ１津波水

位よりも高く設定されています。しかし、想定を超えた場合に

は県道のみならず全域が浸水し避難困難となることが予想され

ます。住民の皆様へは、津波の最大波を想定し津波避難マップ

によりお知らせをさせて頂いておるところでございます。地震

発生から津波襲来までに、率先避難の意識を持つことが肝要か

と存じます。 

防潮堤は、高さを上げれば万能かといえば、そうではありま

せん。津波被害を出来るだけ軽減し、避難するための時間を出

来るだけ確保するための施設であるということをご理解頂きま

すようお願い致します。以上答弁とさせて頂きます。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 たしかに防潮堤は時間稼ぎだと思いますが、しかし住民の中

にこういう意見がある以上、とにかく命を守る大事な防潮堤や

と、しかも税金を使って大工事をやるわけですから納得できる

まで話を聞いてもらいたいということで、説明会を開いてもら

いたいと思うんです。これは県の工事ですから町が勝手にやる

わけにはいかないんですけど、町としてそういう県に申し入れ

を、説明会をする。ちょうど工事自身も何期かに分かれており

ますね。ですからその間に中断をしてでもやってもらいたい、
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どんなもんでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 今のところ、その予定はございません、 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員  と言うことは、住民の理解は必要ないと、そういうことでし

ょうか。 

議 長 町長 

町 長 そういうことでは決してございません。中川議員も十分承知

だと思いますけれども、全員協議会でも県の担当者に来て頂い

てご説明もし、今も鶴木の方から答弁致したとおりでございま

して、大浜海岸の防潮堤については維持補修的な工事であるの

で、この場合には住民説明会等、また住民の意見を聞くってい

うことは通常やっていないっていうふうに全員協議会でも県の

担当者が申しておったと思うんですけれども、そのとおりでご

ざいまして、新しく何か影響が起こる、それからまた重大な町

民に対しての影響があるっていう場合には午前中の戎野議員さ

んの質問でも答弁させて頂いたところでございますけれども、

この工事に関してはそうではないというふうにずっと説明をさ

してきて頂いておりまいて、県もそう説明しておりますし、町

も説明を同時に行わさして頂いたところでありますので、決し

て住民の意見を聞かんっていうんじゃなくて、このようなかた

ちで進めているというようなことでございますので、ご理解を

頂いたらと。ほの津波高のことも先ほど課長の方から答弁致し

ましたけれども、Ｌ1 津波で日本全国整備を行っていくというこ

とを国が決めております。ですから東北に事例でもありました

ように、万里の長城と言われたその堤防が大丈夫だと思ってい

たのにやられてしまって、安心をしていた住民の方々は多くの

命を失ったっていうことがございます。ですから国の方も千年

に 1 度というようないわゆる想定ができないような津波に対し

て、ハードで防ぐのは困難であるっていうふうに判断を致して

おります。私どももそうでありまして、ただ津波に対して、ま

た災害に対しては最悪を想定して最善を尽くして下さいってい

うように自主防災会の方々も皆様方にそのように十分お知らせ

もしながら共に防災対策・減災対策を進めているところでござ

いますので、そのようなかたちでご理解を頂きたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 私のご理解はいいんですけれども、住民の方がね、「聞いても

らいたい」という、あるいは「聞きたい」という、そういうこ
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とですからただ 1 回の説明会だけでなしに、やはり何回がやる

必要があると私は考えます。そういうことでできる限りそうい

う場を多くして頂きたい。 

次に避難路ですが、これも難しい問題でありますが、私は用

地、町道にする場合、避難路でも町道にする場合、用地を提供

するというふうな場合が多いと思うんですけども、この避難路

については町が用地を買収して作るべきではないかと思うんで

すが、まぁ急にやれといっても地権者の問題もありますし無理

ですが、5 年 10 年というある程度長期の計画のもとに、住民の

合意と納得を得られるように、特にどこでも用地問題っていう

のは難しいんですけども、町長が先頭に立って交渉にあたると

いうふうな考えが必要なんでないかと考えます。またお金につ

いてはいろいろ国の援助とか、例えばこれは当たるかもどうか

分かりませんけど、まちなみ再生とか、なんかそんなかたちで

するなり、とにかく町独独自でもやるぐらいの決意でやっても

らいたいと思うんですがどんなもんでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 避難路につきましては、その確保っていうのは非常に大事だ

なぁというふうに認識は致しておりますが、議員の質問は東町

っていうふうになっておりますけれども、美波町のそれぞれの

街並みを見て頂いて、議員もお分かりと思いますけれども、漁

村集落、我々の町は漁村集落でございますので、伊座利から木

岐、そしてこの日和佐浦にかけてすごく家が密集しております。

そんな中に安全確実などなたもがですね、安全確実な避難経路

を準備するというのは困難なっていうことはお分かり頂けると

思います。この日和佐地区に限って言えば都市計画道路の中で、

都市計画の道路が南北に 2 本抜くというような計画が置かれて

おりますので、その件につきましてはその道路について進めて

行くっていうことでおりますけれども、それも財源とかそうい

ったことも住民の方々ももちろんご協力が得られないとできな

い話ではありますけれども、そういったものが整うっていう時

点が来ましたら、町の方ではゴーのサインを皆様方のご意見も

頂きながら、最終的には決定をしていきたいと思っております

けれども、今またいろいろなまぁ、どういうんですかね、1 号水

路でありますとか、2 号水路のあたりの老朽化対策が急がれると

いうことで、それに今取りかかっているところでございますの

で、その後に道路の方に掛るっていうふうなスケジュールとい

いますか、予定になっていこうかなぁと思っておりますので、
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そういったかたちでもちろんその避難路をないがしろにしとう

わけでは決してございませんので、そのあたりはご理解を頂い

ていると思うんですけれども、頂きたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 なんかなかなか難しいような感じですが、やはりとにかく逃

げるっていうのが一番重要なことだと思うので、避難路の確保

を僕は最優先にすべきだと思います。よろしくお願いします。 

3 つ目の県道についてはどないせぇっていうんはないんです

けども、この間、東日本の震災を見よったら逃げ遅れた人が電

柱に登って助かったやいう、そういう例もあったんですね。ま

ぁ避難タワーのような大規模なものももちろんなんですけど

も、そういう逃げ遅れた人が避難できるような例えば歩道橋の

ようなものとか、看板でも登れるようなものとか、そんなん方

向で、どうかして県道、実際津波が来たら逃げるようにならん

のんですけどね、そういうのんをしたんを考えていって頂きた

いと思うんですが、これはさっきの避難路と同じで用地の問題

が絡むんですけど、その辺も町が買収するという、そういうつ

もりでどんなもんでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 今、議員がおっしゃられたことが私の中にちょっと具体的に

ちょっとイメージがしにくいですけれども、この戎地区につい

ては、今、町の方で避難の津波タワーを設置する方向で、地元

の方とも協議をしながら進めているところでございますので、

議員が今おっしゃられたことがどこにどんなものっていうのが

ちょっと分かりにくいですが、電柱ではないっていうんは分か

ったんですけれども、今、町では今申し上げたように、戎地区

については避難タワーを建設する予定でその協議を進めており

ますので、逃げ遅れた方っていう方達にとって、そこが命を守

る場所になれるように、私どももやっていきたいというふうに

考えております。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 難しいのは分かるんですが、最低、住民の意見を聞く場を多

くしてもらいたいということをお願いして、これは終わります。 

引き続いて 2 番目、通告してありました臨時福祉給付金事業

ですが、初日の提案説明の中で対象者が 2,351 人でその内 2,178

人が臨時福祉給付金を申請したと、これは 92.6％だというふう

に言われたんですが、私が決して給付率そのものが低いわけで

はないと思うんですけども、その 2,351 人中 2,178 人が申請し
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たということは 173人が申請していないということなんですが、

その 173人というのは非常に多いなぁという印象を受けまして、

その内訳と言うか理由はどうなっているんでしょうか、教えて

頂きたいと思うんですが。 

議 長 住民生活課長 

住 民 生 活 課 長  それでは私の方から臨時福祉給付金給付事業につきましてお

答えを致します。このことにつきましては、臨時福祉給付金給

付事業の概要でございますが、平成 26 年 4 月から消費税が 8％

に引き上げられたことに伴い、所得の低い方々への負担の影響

に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金が支給さ

れることとなりました。支給対象者は、平成 26 年 1 月 1 日時点

で美波町に住民票がある方で、平成 26 年度の住民税が課税され

ていない方であり、課税されている方の扶養親族である場合や

生活保護の受給者は支給対象とはなりません。 

申請の受付は本庁・支所で当初平成 26 年 8 月 25 日から 11

月 28 日までとしておりましたが、更に多くの対象者に申請をし

て頂くために、申請受付期間の締切り日を平成 27 年 1 月 30 日

まで延長を致しております。対象者への周知につきましては、8

月に本人への通知、9 月に未申告者への通知、12 月に来られて

いない方への再度の通知、広報みなみ 5 月号・6 月号・8 月号・

9 月号・12 月号への記事の掲載、3 回の町内放送、9 月の敬老の

日記念式典等において申請に来られるよう周知を図っておりま

す。最終の申請率は、今議員がおっしゃられましたように対象

者 2,351 人、申請者 2,178 人で申請率は 92.6％でありました。

申請率が低いという来られていない 173 人のことですね、それ

の来られてない原因といいますか、それにつきまして考えられ

ることにつきましては、町外のおいでる子どもさん等に扶養さ

れている、そしてその子どもさん等が課税されていることを知

って、これは対象とならんなということで来られなかった。そ

れから未申告者が今回のことで、このためだけに申告すること

をしなかったのではないかと。それから家に実際に今は住まわ

れていために郵送で送りました申請書を見る機会といいます

か、見ていなかったのではないか。それから家に居ても郵送し

た申請書、またお届けした広報誌を見ていない、または見てい

ても忘れてしまっていて来られなかった。本人が他の市町村等

で課税されていたということを分かっておるので来られなかっ

た。それから申請をするということは分かっておったんだけれ

ども、申請に来られなかった。等々が考えられるのではないか
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と思われます。以上です。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 消費税が 8％に上がり、物価も上がり、いろいろな負担が増

え、さらに年金も下げられ、こういう状況の中で 173 人もがね、

申告してないというのは、これはもうちょっと詳しく事情をつ

かむ必要があるんじゃないかと思うんです。外部の者にはそう

いう情報はありませんから、これやっぱり役場の仕事で、広報

にはね、いろいろ手を尽くされとうと思うんですけど、やっぱ

りもっと具体的に個別に親切に町民の身になってね、案内して

もらいたいなぁと、こう思います。はっきり自分からいらない、

申請しないと、そういう人の場合はいいと思うんですけれども、

忘れとったとか、そういうあるいは見とらんとかそういう方に

はやっぱり個別に丁寧にして欲しいなぁと思います。忙しいと

は思うんですけども、そういうあくまでも町民の身になってや

って頂きたい。体制的にはどんなんでしょうか、可能でしょう

か。お願いします。 

議 長 町長 

町 長 今、岩瀬課長が申しましたけれども、もう一度申しますと、

対象者の 2,351 名の方には全て郵送で通知は出さして頂いてお

ります。その中で一定期間までに来られなかったっていうこと

もあるので、その後広報もあれですし、庁内放送もさして頂い

たというようなことで、個別に来てないところに足を運んでっ

ていうことは致しておりませんけれども、町と致しましては十

分な広報をさして頂いたというふうには思っております。平成

27 年度も金額は違いますけれども、引き続きありますので、今、

先生が言われたことにつきましては、十分心にとめて今まで以

上の広報、それからお知らせができるようにしたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 よろしくお願いします。 

それでは 3 つ目の情報公開についてです。美波町には情報公

開条例というのがあって、これは住民の知る権利を目的のとこ

ろに書いてあるように保証し、住民参加を進めて一方町として

は説明責任を果たし、信頼関係をつくり住民主体の政治・町政

にするんじゃとほういうふうに書いてあるのですが、一体この

情報開示請求っていうのがどれぐらいあったか教えて頂きたい

と思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  お答え致します。情報公開の請求状況についてお答え致しま
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す。合併後の件数となりますけれども、平成 19 年度が町長部局

に対しまして 27 件、教育委員会部局で 1 件、議会 2 件で合計の

30 件となっております。次に平成 20 年度については町長部局で

17 件、他の部局はございません。平成 21 年度は町長部局へ 11

件で、他の部局はございませんでした。平成 22 年度は町長部局

へ 13 件、他の部局へはございませんでした。平成 23 年度は町

長部局へ 12 件、他の部局はございません。平成 24 年度では町

長部局へ 8 件、他の部局はございませんでした。平成 25 年度は

町長部局へ 3 件、教育委員会部局へ 1 件、議会へ 2 件の合計 6

件でございました。平成 26 年度、今年度でございますけれども、

議会への 3 件で他の部局はございません。以上が現在の請求状

況でございます。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 実は開示請求したのに決定通知が来ないという声がありまし

て、これはさっき言うたように、決定通知が出んということは

情報が貰えるもんやら、貰えんもんやらはっきりしないという

ことで、目的に書いてある知る権利がちょうど門前払い状態に

なっているということなんですね。条例には請求、開示請求が

あったら 15 日以内に決定通知を出さないかんと、棄却するにし

たってそれを受け付けるにしたって、それをしないということ

は、今言うたように受付とんやら受付とらんのや分からん。つ

まり請求した人の権利が宙ぶらりんになってしまうと。棄却さ

れたら不服の申し立てができるんですけど、審査申し立てがで

きるんですけどそれもできないと、そういう宙ぶらりんな状態

になってしまうわけですね。そういう点でこれを条例に書いて

あるとおり返事を出さないということは、この条例のそのもの

が機能不全になってしまうんでないかということで、ぜひとも

請求に対しては返事を、決定通知を出すようにしてもらいたい

ということなんです。さしあたってまた 15 日過ぎてもまだ出て

いない場合は、そんな場合は出してもらえるんでしょうか。気

が付いた時点で速やかに出してもらいたいと、そう思うんです

がどんなもんでしょうか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  手続きが適切に行われているかということで、今議員がおっ

しゃられたようなことが一部あったということで、こちらも認

識を致しております。ですからそういった時期の遅れ等、書類

等が不備っていうことについては、非常に重大なことと捉えて

今後適切に処理させて頂くように徹底させて頂くということ
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で、よろしくお願いしたいと思います。 

議 長 中川議員 

1 2 番 議 員 これはどの部局であっても同じだと思うんですけども、今後

とも適正に決定通知を出して頂きたいと思います。それで目的、

住民の知る権利を保障し、住民参加を促し、町は説明責任を果

たすし、町民との信頼関係もできるし、住民主体の町政ができ

ると、そういうことですからぜひともよろしくお願い致します。

これで質問を終わります。 

議 長 以上で中川議員の一般質問を終了しました。 

続いて 7 番永本議員の一般質問を許可致します。 

永本議員 

7 番 議 員 午前中から前段同僚議員から同じような質問がございまし

た。大浜海岸の防潮堤、それに繋がる町民グラウンドの利用が

鎖を張ってほとんど使われていないというようなことで、さら

にその昨年の第 4 回定例会、松本議員からご質問がありました

日和佐川・北河内谷川の堆積土砂の処分の方法について、これ

については私的な利用には残土は使させて頂けないということ

でございますので、公的に利用する方法を考えてみました。そ

れで日和佐大浜海岸日和佐地区は本当に地理的には防災対策上

非常に恵まれておると思っております。立島という大きな島が

あって、それでかなりの波除になっておる。それから昭和 21 年

のレベル 1 ですか、レベル 1 これの津波の時には私も幼少でご

ざいましたけれども、今の日和佐郵便局のところに木造の厄除

け橋幅 5ｍぐらいの橋が架かっておりましたが、これに漁船が衝

突をしてその橋ごと今の宝木橋のあたりまで流れていとった

と、そういった状況でございまして、当時海陽町浅川港、今の

浅川では 85 人の死者を出した。牟岐港では 53 人、由岐港で 1

人となっております。日和佐地区では死者はなかったようでご

ざいまして、ですから港の向きとか海の深さとか、そういった

ものが関係して、割と幸運に恵まれておるんだろうと思ってお

るわけでございます。それから日和佐八幡神社 700 年祭を平成

30 年に行うというような宮司が言っておられますが、あの境内

に巨大な楠が生えておるわけでございますが、ほれがそのおそ

らく日和佐八幡神社を開創した時代に植えられたものであろう

というふうに想像がつくわけでございまして、約 700 年間は日

和佐地区にはそういったレベル 2 のような大きな津波は来なか

ったのであろうというふうに想像がつくわけでございまして、

非常にこの条件に恵まれておるところでございます。それで河
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川の土砂の処分方法ということで、あすこえへ 2ｍ3ｍ町民グラ

ウンドへ埋め立てをすればですね、今よりさらに日和佐浦地

区・本村地区の人達はそこに一定の高台ができるということに

よって安心感が生まれると思うんです。それと約 100ｍ100ｍと

いう約 1ｈａに満たないところですが、かなりの大きな台地がで

きるわけでございまして、これ・・・利用して午前中の質問に

もございましたけれども、防災公園というようなものをつくり、

平常時にはそれを観光集客に利用する臨海公園というようなこ

とに利用していかないとですね、鎖を張って 1 年中、トライア

スロン大会の時、日和佐地区運動会、それから消防団出初式、3

回ぐらいしか利用してないというのは極めてもったいないこと

だと思うんで、これの有効活用について、それからまた川の残

土の利用方法について、両方兼ね合わせてうまく使えないかと

いうふうに思っておるわけでございまして、いろいろと問題点

はあろうかと思いますが、何とかクリアできるもんでればそう

いうふうにして頂ければありがたいなぁと思っておるわけでご

ざいます。質問というよりは提言ではございますが、どのよう

に考えられておるか町長のご意見をお聴きしたいと思います。

よろしくお願い致します。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長  それでは私の方から永本議員の防災公園の建設に町民グラウ

ンドの防災公園化につきましてご回答させて頂きます。 

町民グラウンドの防災公園化につきまして、貴重なご提言あ

りがとうございます。議員もご存じかと思いますが、町民グラ

ウンド付近の津波浸水高は、2ｍから 4ｍ程度でございますが、

それ以上盛土をすれば、計算上、そこは浸水しないと考えられ

ます。また、堆積土砂の利活用や平時の活用もできる案ではご

ざいます。ただ 9 月議会の戎野議員の一般質問の中で、「日和佐

浦地区の住民の方々に避難タワーの整備について、既設・新設

を含め検討・協議を行っている。」と答弁させて頂いております

が、その検討案の中に、町民グラウンドへの津波避難タワーの

整備案が含まれております。またその整備案につきまして来年

度の当初予算にも測量・地質調査費、基本・実施設計などを予

算案を計上させて頂いております。その津波避難タワーとの整

合性、利便性の検討や、また現在の町民グラウンドの近隣住民

の方々、町民グラウンド利用の方々などとの調整など、問題も

数多くあると考えられますので、今後、総合的に検討させて頂

きたいと考えております。以上です。 
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議 長 永本議員 

7 番 議 員 2ｍか 3ｍの埋め立てをして、少し台地的なればそこへその埋

め立てをした上へ避難タワーを建設して頂ければ、なお安全性

が高められるのではないのか。あるいはまた避難シェルター的

なものを、コンクリート製の物を作ればなおさら安全性が高ま

るのではないかと思っております。町民グラウンドの利用法に

ついて年に 3 回というのは余りにももったいない。鎖を張って

入れないようにしておるのは町長いかがでしょうかね。観光客

から見れば、どういう気持ちでおられるのか、我々町民やけん

分かりませんけど、やはりあれだけの大浜公園に隣接した場所

をですね、常に使えるように、町民としての憩いの場としても

使えるようにですね、開放しないとですね、鎖というんはよく

ないなぁというふうに思っております。町長のご意見お伺いし

たいと思います。 

議 長 社会教育課長 

社 会 教 育 課 長  永本議員さんのちょっと質問にお答えしたいと思います。町

民グラウンドの利用ですが、鎖を張ってて使っていないという

ことにつきまして、お答えしたいと思います。町民グラウンド

の利用状況ですが、昨年は 1,806 人、今年は 26 年 4 月から今年

1 月までは 3,945 人の方が使われております。そして団体の申し

込みがですね、ふるさと野球・還暦野球・うみがめリーグ・水

曜クラブ・あじさいクラブ・海部消防・保健福祉課・タイガー

ラビッツ・消防団・かんなクラブ・ＧＧ連合化・ソフトボール

リーグ・体協ソフトボール・県南クラブ・分館ソフト・郡ＰＴ

Ａソフト・老人会・スポ少サッカー・トライアスロン・ＧＧウ

ェルカメ・日和佐バロンズ・徳島クラブ・日和佐小学校、そし

て町民運動会・うみがめ野球大会等の団体と大会が開かれてお

ります。以上です。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 よく分かりました。その他、日常的にですね、薬王寺まで来

られた観光客が大浜海岸まで来て頂けるような利用方法、観光

集客的な利用方法を考えて頂きたいと思います。1 問目について

これで終わります。 

続いて遊休農地を集約して鹿牧場の建設をしてはどうか、こ

れも質問ではなしに提言でございますが、やっかいものの鹿

の・・・苦労しておるわけでございまして、お隣の那賀町では

捕獲した鹿を 1 年間短期的に肉牛に与えるような農耕飼料を与

えて、独特の臭いであるとか、あるいは肉質の改善というよう
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なことで実験的に鹿牧場を建設されておるというふうに聞いて

おりますが、これもうひとつ利用方法考えてですね、鹿、バン

ビと言うんはそんなに見かけはなんかやさしいような感じがす

るわけでして、観光資源として十分価値があるんじゃないかと

いうふうに思っております。午前中にも産業振興課長からご答

弁がありましたけれども、西河内中流域あたりのなんかそうい

った開発を進めたいということでございましたけれども、たし

かにその水泳客は何人でしょうか、相当の方が来られておりま

す。そういったところで私も個人的に今進めておるのは、東紅

会、社会福祉法人東紅会に徳島市あたりから保育所あるいは小

学校低学年の人達を呼んできて、お年寄りとの交流をして頂け

ないかということを常務の方から申し入れがございまして、い

ろいろと考えてまして、あの周辺でヤギとか小動物を飼ってで

すね、お年寄りとの交流を進めるとか、あるいはそのような、

また山河内で秋山久雄さんが鯉の養殖をしておられますが、私

もそれをまぁ利用してですね、秋山さんのところの鯉はタッチ

ができるというような、触っても逃げないというような、そう

いうようなもの。観光資源として十分価値があると思うので、

そういったあたりで、それから地権者も数名の方から例えば日

和佐保育園・保育所の土地に困っておるんだったら協力するぞ

というような声も多々聴いております。それから米の米価の定

額ということが、非常にそのあたりが影響しておりまして、農

地についてそういうような厳しい意見はいろいろ、いろんな考

え方で使ってくれと言うような方がおいでます。私のところへ

申し込みを受けて取る人数は 5・6 名でございまして、面積的に

は 2ｈａぐらいになると思っております。ですから振興課長が言

われたよなことをですね、現実に実現していきたいと思ってお

るわけでございまして、これは質問ではございませんので、厄

介者の鹿でございますが、これは十分観光価値が、観光資源と

して利用する価値があると思っておるので、どのように考えて

おられるかお聞かせを願いたいと思います。 

議 長 産業振興課長 

産 業 振 興 課 長  私の方から答弁をさせて頂きます。議員もご承知のとおり、

野生鳥獣の農作物被害が増える中、美波町としましては、有害

鳥獣捕獲・駆除、防護柵設置など様々な支援を行ってきており

ます。昨年度からは、駆除獣肉を地域の資源として利活用する

ことを模索するために、美波町捕獲鳥獣活用協議会を設立して

検討を行ってきております。先ほど様々なご提案を頂きまして、
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こちらの方で想定しておりました答弁よりももっと踏み込んだ

意思表明といいますか、ご提言があったように思いますので、

中をはしょらして頂きまして、一番最後の部分、多分こういう

ことになるんだろうなぁという部分につきまして答弁させて頂

こうと思うんですけれども、我々が考えておりました躯体の処

分施設でありますとか、あるいは獣肉の活用施設、あるいは先

ほど議員もおっしゃっておりましたような鹿牧場、そういった

もの、これはいずれもですね、どこでやるのか、そして誰がや

るのかっていうところが非常に重要なポイントになって参りま

す。それぞれ良い面もある反面苦情が発生する。そういうリス

クのある部分でもございますので、なかなか我々としては適切

な場所を見いだせていないところがありますし、それを実際に

やって頂ける中心となる人の目途もたっていないというのが今

の我々の実情でございます。ですから現時点では町も、美波町

捕獲鳥獣活用協議会も事業主体になって、それを取り組めると

いう状況にはございません。しかしその動物といえども命、そ

の命を生かしていく意味でありますとか、あるいはそれが観光

になるのか、あるいは違うかたちになるのか、これは別にしま

して新たな内発的な産業づくりというふうな要素を考えました

時に、これは町としては民間に任せっきりというわけにはいか

ないであろうということもありますので、実際に民間で取り組

まれている方がいるということになれば、町としてはでき限り

の支援をして参りたいと、このように思っております。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 この件については課長の今後の努力にご期待申し上げまし

て、この点、終わりたいと思います。 

3 点目、サンクス西の高台開発について、これについては午

前中同僚議員からのご質問がございましたが、できればですね

町長、もうちょっとはっきりとした返事を頂きたいんでござい

ますけれども、といいますのは、先ほども申し上げました西河

内中流域、これについて西河内壮年層あるいは婦人層・高齢者

クラブのご意見をほぼまとまっておりまして、サンクス西のと

ころで利用法、用地ができないのであれば協力したいというよ

うなご意見を頂いておるんですがね、なかなか厳しいというこ

とであれば仮にサンクスのところ開発するとしても 10年はかか

るし、膨大な金がかかるし、見通しが極めて厳しい。それに対

して日和佐幼稚園・日和佐保育園については海抜 0ｍのところへ

いたいげな子ども達をたくさん置いておるわけなんで、できれ
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ばこの問題は切り離してですね、幼稚園・保育園を別にしてど

っか地権者が「協力しましょう」といっておるところへ移転を

して頂くというようなことにならないか、町長のご意見お聞き

したいと思います。よろしくお願いします。 

議 長 町長 

町 長 ありがとうございます。他からも何件か幼保の移転用地のこ

とで、いわゆる浸水の恐れのないところで協力をしたいという

ようなお話も頂いておるところではございますけれども、昨年 3

月に構想を打ち出ささして頂いて、今年は先ほどいったように

概略設計的なものをさして頂いているところでございますの

で、もう少しできるかどうかっていうような判断をもうちょっ

と時間の猶予を頂いてですね、どうしても「それ難しいなぁ」

というふうになったときには、またお願いをするというような

ことで、今日の答弁はさせて頂きたいと思いますので、よろし

くお願い致します。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議 長 以上で永本議員の一般質問は終了しました。 

以上で本日の日程は終了しました。本日はこれにて解散しま

す。ご苦労様でした。 

（時に 14 時 24 分） 
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平成 27 年 3 月 11 日（水） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。只今の出席議員は全員です。 

定足数に達しておりますので、休会前に引き続き本日の会議

を開きます。 

（教育長欠席） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 ちょっと議案に一部訂正がありますので。 

保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  おはようございます。議案第 13 号をお開き頂けますでしょう

か、一部訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。美波町立認定こども園条例の制定についてでございまして、

1 ページを開けて頂けますでしょうか。その中の第 3 条の由岐こ

ども園の地番ですが、50 番地のところを 55 番地、それと木岐こ

ども園の木岐字喜多地となっておりますが、字喜多地を削除し

て頂けますでしょうか。申し訳ございません、よろしくお願い

致します。 

議 長 日程第 1 議案第 10 号「美波町教育長の職務に専念する義務

の特例に関する条例の制定について（条例第 1 号）」を議題と致

します。 

当局の説明を求めます。 

学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  （議案第 10 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

永本議員 

7 番 議 員 第 2 条の（2）の厚生に関する計画の実施に参加する場合、こ

れ具体的にどういうことですか。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  現在考えられるのが、職員の健診とかですね、人間ドックに

行くとか、そういうことが考えられると思います。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

戎野議員 

9 番 議 員 新たに新教育長というかたちになるということなんですが、

この任期と任命をどういうかたちでやって、現在現行の今、委

員長と教育長の任期間はそのままいくのかどうか、お尋ねしま

す。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  それではお答え致します。今、申しましたように一部改正い
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うことで、新法が平成 27 年 4 月 1 日から施行されますが、新制

度への移行措置としまして、現教育長の任期満了までの現行の

体制を継続できることとなっておりますので、現在美波町では

現教育長の任期が平成 30 年の 6 月 20 日、委員長は平成 29 年 5

月 29 日となっておりますので、今の現教育長の任期、30 年の 6

月 20 日は現行体制で行くとしております。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 ・・・全部任命するということですね。それとそしたらこの

新たな条例は現行のままの任期が終わってから適応するという

ふうな感じになるんでしょうか。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  一応この下に経過措置ということで謳っておりますので、今

言いました現教育長が従前により在職する場合においてはとい

うことになっており、もしこの経過措置で謳っておりますが、

任期以前に現教育長が何かの理由で欠けるということになりま

したら、新の方に移行されます。以上です。 

議 長  戎野議員 

9 番 銀 任命のこともお尋ねしたいんですけど、これは町長が任命と

いうことで。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  新教育長にということで、今回は、今までは首長が教育長を

任命しておりません。教育委員を任命しておりましたが、これ

からは議会の同意を得て教育長を任命、首長がするようになり

ます。 

議 長 他に質疑はありませんか。 

中川議員 

1 2 番 議 員 ということは、教育委員はどんなん、今までとおりなんでし

ょうか。やっぱり町長が任命すると、どんなんでしょう。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  教育委員さんにつきましては、今までどおり町長の方が、教

育委員さんは任命、議会の同意を得て任命することになってお

ります。 

議 長 他に質疑ありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

         （な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 10 号「美波町教育長の職務に専念する義務

の特例に関する条例の制定について（条例第 1 号）」を採決しま



 【102】 

す。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

 「起立多数です。」  

議案第 10 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 2 議案第 11 号「美波町教育長の勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の制定について（条例第 2 号）」を議題と致

します。 

当局の説明を求めます。 

学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  （議案第 11 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

質疑はありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

         （な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 11 号「美波町教育長の勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の制定について（条例第 2 号）」を採決しま

す。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

  「起立多数」です。  

議案第 11 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 3 議案第 12 号「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について（条例第 3 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  （議案第 12 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

戎野議員 

9 番 議 員 組織の運営、それに関して今説明がございましたけど、これ
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ちょっと私もあんまり分かりにくいんですが、教育委員長を廃

止して新教育長にする目的というのはいったいどういう目的で

今回これを改正するということをもう一度お伺いしたいと、そ

してこれまで教育長は教育委員会の中で互選をされてきました

が、これがまぁ町長の任命になるということで、教育委員会の

中立、独立性というんですが、そういうものが失われないのか、

その点これまでどおりその危惧はないよということで、そうい

う独立性の担保というものは今後失われることのないよう、で

きていくんでしょうか、その点についてお伺いしたいと思いま

す。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  今回の新教育長制度に変わるということでございますが、今

まで教育委員長、教育委員会の教育委員長と教育長のどちらが

責任者か分かりにくいというようなことがあって、教育長は事

務のトップでございますが、教育委員会の組織としましては今

まで教育委員長がトップでございます。これが責任者が分かり

にくいということで、国の方は今度新教育長ということで教育

委員長をなくし、教育長とするように決めていると思います。

それと政治的な中立性ということでございますが、先ほどもい

いましたように総合会議というのを設けますので、首長と協

議・調整を行います。そして最終的な執行権限は教育委員会に

留保されているというふうに国の方では今回の制度が変わるこ

とでなるといっています。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 任命は今までどおり町長がということなんですが、教育委員

会の中で互選をしないという、そういう制度はもうなくなると

いうことだったら、やはり行政からの影響力が教育委員会に組

まれていくのでないかと考えますが、その点はまったく独立性

は保たれるということになるんでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 今回の教育委員会、特に教育長の制度改革については、そも

そもが大津のいじめ事件を受けての改正ということで、その時

に教育委員会の中でスムーズにといいますか、機能しなかった

っていう反省があって、今回の教育委員会の制度改革になって

きたというようなバックボーンといいますか、がございます。

先生がご懸念されている中立性というのは、もちろん保たれる

というふうに私どもは考えております。何かが起こった時にス

ピード感を持って、またきちっとした対処ができるっていうこ



 【104】 

とで今回教育長を今までの教育委員からの互選とかいうような

んではなくて、議会の同意を得るっていうことでは同じではあ

りますけれども、副町長と同じようなかたちで議会の同意を得

て町長が任命するというようなことでございますが、その中身

については、教育委員会の中で委員さんの互選といいますか、

協議の中で決めていくものでございますから、町長がでばって

そのことにっていうようなことは考えにくいっていうふうに考

えております。私自身も教育委員会の内部の問題については、

特に町長として絡んでいくといいますか、ということはもちろ

ん考えていませんで、何か問題が起こったときに教育委員会内

部だけでなかなか処理ができないっていうようなときに、行政

のトップである町長がその会議の中で発言をさして頂き、皆様

方と協議をして進めて行くというようなことでございますの

で、特にご懸念されるような教育員会の内部について政治的な

ものを持ち込むとか持ち込まれるとかいうような懸念はないの

ではないかというふうに考えております。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 総合教育会議、この地位と言いますか、新教育長の諮問機関

になるのか、どういう人物でこう何名で構成されるのかお聞き

したいと思います。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  総合会議と言うのが先ほど課の設置条例の中に言いましたよ

うに、町長部局、総合教育会議は首長が招集するということに

なっております。構成員は首長と教育委員会の教育委員さん、

それと必要に応じて先ほどいいました意見聴取者の出席を要請

するということで、その中で話し合いをすることで、首長が招

集する、そういうふうになっております。以上です。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 教育委員会とは別途の組織になるわけですか、構成員、どう

いう人物が何名で構成されるのか。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  今言いましたように、町長が招集して、構成員は町長と教育

委員会、それとそのときに必要に応じて意見聴取者ということ

になっておりますので、その例えば総合会議の中の内容により

まして、中のメンバーというのは変わっていくと思いますが、

首長と教育委員さんはいるというふうな会議になっておりま

す。 

議 長 永本議員 
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7 番 議 員 もう 1 回確認します、構成員はですね、町長が任命するわけ

ですか。 

議 長 町長 

町 長 先ほども申しましたように、教育委員は今までとぜんぜん変

わりません、任命方法。教育長については議会の議決を得て、

教育委員として今まで承認されていたんですけれども、そして

その教育委員会の中で委員の互選で教育長は決まってたという

ところが、そこの順序といいますか、が違って、この議会にか

けるときに教育長として提案をさして頂くと、町長が提案さし

て頂いて、承認を得たのち教育長になるというようなことです

ので、教育委員会の内部についてはぜんぜん変わることはござ

いません。教育委員会の今はもう定例の教育委員会、行われて

おりますけれども、それはそのまま引き継がれるということで

あります。 

議 長 永本議員 

7 番 議 員 総合会議は教育委員会と別途の組織でしょ、これ。そのこと

をお聞きしたいんですよ。その構成員は町長が指名というか任

命するのかということをお聞きしたいと思う、そういうこと。 

議 長 学校教育課長 

学 校 教 育 課 長  すいません、先ほども言いましたが、町長が首長が招集して、

構成委員は首長、町長と教育委員会の委員さん、それと中の内

容とか必要に応じまして意見聴取者としまして出席を要請し

て、その会議を行うということになっていますので、普通は町

長、あと教育委員さんがおるというふうに考えて頂いて、今言

いました必要に応じて、内容によりましてはその意見聴取をす

るとか、意見を求める方を出席させるというような会議になっ

ております。 

議 長 他に質疑はありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

中川議員 

1 2 番 議 員 今まで戦前の反省から教育は政治から中立でなければいけな

いということで、委員会制度、始め公選制で始まったわけです

ね。これが公選はがいが悪いということで任命制になって、そ

の中で教育委員長と教育長がおったんですが、今回そのまた委

員長を廃止する、その契機となったんはまぁ確かにいじめ事件

なんですけども、でもしかしそれが制度が悪かったためにせな

いかんのんかちょっと疑問に私は感じておるんです。しかもそ

れを全国一律にせないかんのんかと、そういう点でね、僕はこ
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の制度自体に反対しとんですが、今回私が言いたいのはここの

経過措置にあるように、現在の任期中は今までどおりというこ

となんですが、それだったら今すぐに変えなければいけないの

かと、そういう疑問があるんです。ですから私はそんなに慌て

てする必要はないんじゃないかと思うんですが、そういう意味

で反対をします。 

議 長 他に討論はございませんか。 

         （な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 12 号「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について（条例第 3 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 10 ： 反対 1 ） 

（賛成： 1・3・4・5・ 6・7・8・9・10・11 番議員、反対： 12 番議員）  

「起立多数」です。  

議案第 12 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 4 議案第 13 号「美波町立認定こども園条例の制定に

ついて（条例第 4 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  （議案第 13 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

永本議員 

7 番 議 員 これですね、連携型と保育所型、両方同じ様な名前で、例え

ば日和佐こども園・赤松こども園と、この区別と言うか、たい

がい分かりにくいように思うんですがね、これはどないなるん

ですか。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長  お答え致します。名称はあくまでもその呼称というか名称で

すので、それぞれこども園とさせて頂いて、頭には従来の日和

佐・由岐・赤松・木岐・阿部、そのようにさせて頂いておりま

す。その中で幼保連携型と保育所型といところの区別について

はですね、定義の中でもご説明させて頂いておりますが、幼保

連携型認定こども園というのは現在国が進めておりまして、教
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育・保育が一体的に行う施設であると、そういうところでその

新しい制度の幼保連携型に対応できる施設っていうのがこの 5

園の内、日和佐こども園と由岐こども園になりますので、そち

らを幼保連携型認定こども園、これは認定こども園のかたちの

ことを申します。そしてその他の 3 園については保育所型認定

こども園、保育所と認可された保育園を認定こども園法に基づ

く教育を行えできる施設とすることによって、新たな新制度に

対応できる施設ということで、それぞれ規定をさせて頂いてお

ります。よろしいでしょうか。 

議 長 他に質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

         （な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 13 号「美波町立認定こども園条例の制定に

ついて（条例第 4 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 13 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 5 議案第 14 号「定年前に退職する意思を有する職員

の募集及び認定に関する条例の制定について（条例第 5 号）」を

議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 14 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

永本議員 

7 番 議 員 町長に伺います。これ本来のこの条例の目的というんですか

ね、どういうことで 45 歳といえば人生の盛りですわね、これか

ら働いてもらわないかんような歳、募集するということはです

ね、これは辞めてもらいたい、希望がある程度あるということ

になるんではないか。せっかく本町で就職してこれから先も 50

歳・60 歳働いてもらわないかん人、こういう条例なんかあんま

り爽やかでないような気がするんですがね、本来の目的はどこ

にあるんですか。 
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議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  先ほどちょっと冒頭でもご説明させて頂きましたけれども、

国家公務員の関係する法律の改正に伴いまして、それが 25 年の

11 月に施行されまして、徳島県においては市町村、美波町も含

めそういった市町村の総合事務組合というところに退職に関す

る事務は委任しております。そういった中でその中において国

が制度を変えたということで、もちろん国から技術的指導とい

いますか、助言がございまして、県の総合事務組合の方と致し

ましても検討を平成 25年ぐらいからしているところでございま

す。それでただすぐにはちょっとなかなか対応できないという

ことで、1 年検討した上で今回やむを得ずこの制度にのっていく

というかたちになっております。ですからなかなか美波町だけ

で判断できるっていうところがなくてですね、国の流れに乗っ

たかたちの制度改正ということでご理解頂けたらと思います。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 ちょっと事前に調査不足だったんですけど、ちょっとお聞き

したいと思います。早期退職希望者が希望して町長が認定をし

て通知を出した後、その者は退職期日までにそれを翻して再任

用とか、仕事に就くことはできるということでよろしいんです

ね。そうした場合に町長は早期退職者を通知した上で、新しい

年に向けて採用人員なんかを決めるかなぁと思うんですけど

も、その時期とその計画がうまくいかないっていうんですかね、

退職予定を考えておったのに、それを退職を辞めますと申出が

出た場合に、新年度に例えば 4 名の職員を募集して採用通知を

出した場合に、そのあたりの適応・趣旨ですかね、年齢別構成

の適正化を図ったりすることが、その目的が達せれないんじゃ

ないかなぁと思うんですけれども、その状況というんですか、

どう考えておるのか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  退職期日っていうのは町長の方で指定するっていうことがで

きますので、今も勧奨制度で行っているようなかたちになろう

かと思いますけれども、ただ 45 歳まで引き上げてするかどうか

という町長が判断するところではございますけれども、ですか

らある程度期間をおいての退職する期日っていうのを設けて、

その途中でどうしても辞めないっていう場合ももちろんあり得

るかとは思いますけれども、今の勧奨制度で行っている上では

そういったことはございません。ですからその新規の採用につ

きましても、その申出があった認定については、それを信じて
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ですね、採用っていうのは計画していかなければならいんかな

ぁと思っております。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 ある年齢層がかなり数が多くてですね、それを募集して希望

者が出て通知を出した場合です。それが極端な場合、その多く

がまた引き続きっていう話になった場合に、そのあたりの支障

っていうんはないと解してよろしいでしょうか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  ある一定の年齢層が多いということです、募集をかけるって

いう場合に多くの方が募集されてきた場合、認定した場合ね、

まずそういったことは町では考えられないとは思いますけど、

今、実際職員数は合併後削減状態の中でそういった年齢層につ

いて大量の方を募集するっていうことはないんですけれども、

すいません、もう一度よろしいですか、質問。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 ある年齢層の方が数多くあって、これ例えば例の例えばの話

なんですけども多くいて、この年齢層の方はじゃぁ町長が退職

希望を取って、その方の希望に沿って退職通知を出した場合に

ですね、その方が白紙撤回して、退職期日までに仕事を続けた

いんじゃとなった場合にですね、その計画的にそれを退職を見

込んで新年度職員を採用するような予定があった場合に、その

人数に支障が出ないんかなって、例えばそういうケースがある

んじゃないかなぁという心配があって、質問させて頂いており

ます。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  大勢の方を認定して、その方々がやっぱり辞めないといった

ようなことについてはもちろん支障は出てくると考えられま

す。以上です。 

議 長 向山議員 

1 0 番 議 員 そういった支障のないように運用をお願いしたいと思いま

す。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 先ほど総務課長は国の流れに沿ってこの目的、いわゆる職員

構成のバランスとかいろいろ言われましたけど、私はやはりこ

れは中高年齢者の職員を減らして、いわゆる賃金の抑制を図ろ

うということで、以前アメリカのネバタレポートと言う中で、

公務員の賃金を 3 割カット、退職金を 3 割カット将来しなさい

と日本に突き付けられましたが、やはりその影響で希望退職を
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募集していくのではないかと懸念するわけです。従いましてこ

の希望退職の、片一方で希望退職し、そしてその職員の正規職

員の補充を少なくして臨時職員で対応しようとする、そしたら

やはり現在働いておる職員への負担、それからもちろん住民の

サービスがそれに影響されていくわけですが、この希望退職の

肩たたきを強制はしないとはいえ、その部門を絞ってですね、

認定または募集をかけていった場合には、やはり強制というか

そういう無言の圧力に繋がらないように、きちんと配慮できる

のか。もちろんこの中で希望しないものについてはしないとな

っていますが、その部門が縮小される結果としてはそうならな

いのかということで、住民サービスの立場からやはりベテラン

の職員をきちんと確保していくということを公的には持つべき

でないかと考えていますので、町長にその点についてお伺いし

たいともいます。 

議 長 町長 

町 長 議員の皆様方からいろいろとご心配をされている件でござい

ますけれども、この条例の制定については先ほど総務企画課長

が申し上げましたように、国の法律が変わったことによって徳

島県内の市町村は徳島県の総合事務組合に退職金関係の事務を

委任しているということがあって、それぞれの県下の市町村の

合意のもとで 1 年間程度協議をした結果、これを国に準じてや

るということになったわけで、理論上は先ほど向山議員さんが

ご心配されているようなこともあり得る話ではございますけれ

ども、現実の運用に至っては、そういったことはまず出てこな

いだろうと言うように思っております。戎野議員さんが今おっ

しゃられた無言の圧力になるのではないかとかいうようなこと

についても、町としても十分配慮をしてやっていきますけれど

も、今現在も勧奨退職については 50 歳以上については勧奨制度

を今も作っておりまして、運用しているところでございます。

それが部門はもちろん決めてはおりませんけれども、職員の中

から無言の圧力になっているというようなことを聞いたことは

ございません。それをもう 5 年前倒しの 45 歳からっていうよう

なことになったというようなことでご理解して頂いたらいいん

じゃないかなぁというふうに思っておりまして、これを条例を

制定することによって、すぐにある年齢のある部門について町

がその方を対象に募集をするということは、今は考えておりま

せんので、そういったご心配は無用かなぁというふうに思って

おります。 
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議 長 戎野議員 

9 番 議 員 まぁ 50歳以上のこれまでの退職勧奨制度を 45歳まですると、

引き下げるということで、同じように 3％の上乗せを 1 年あたり

加えていくということでいいんですね。それと今国の法律では、

60 歳定年後の 5 年間の再雇用制度、これを本人が希望すればそ

れをやらなければならないという法律もありますが、その点に

ついてこの希望退職もある変わりに、またそういう再雇用制度

を町もやっていくというふうに考えておるんでしょうか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  再雇用の件ですけれど、再任用制度ということで美波町もそ

の制度に則っとって行っております。 

議 長 他に質疑はございませんか。 

中川議員 

1 2 番 議 員 強制力がないと、今のところはそうなんですが、今度始まる

評価制度ね、これと結びついたらどうなるかもうちょっと見て

からでもいいんでないかと思うんですが、1 年かけて議論したと

いうことですが、何もそんなに急ぐ必要はないんじゃないかと

いう気もするんです。というのは、おそらくこれは道州制とか

合併、自治体を縮小するというそういう流れを見越した上で、

こういう国はやってきたんじゃないかなぁと思うんですけど

も、そういう心配があるので、僕はもうちょっとと思うんです

がどうなんでしょうか。 

議 長 町長 

町 長 先程も申し上げましたように、美波町独自でつくる条例では

ございませんので、そのあたりをご理解頂けたらというふうに

思います。 

議 長 他にありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

         （な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 14 号「定年前に退職する意思を有する職員

の募集及び認定に関する条例の制定について（条例第 5 号）」を

採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 8 ： 反対 3 ） 

（賛成： 1・3・4・5・ 6・8・10・11 番議員、反対： 7・9・12 番議員）  
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「起立多数」です。  

議案第 14 号は、原案のとおり可決されました。 

 小休します。 

（時に 10 時 22 分） 

 （小休中） 

（時に 10 時 40 分） 

議 長 再開します。 

日程第 6 議案第 15 号「美波町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について（条例第 6 号）」を議題と致し

ます。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 15 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

質疑はありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 15 号「美波町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について（条例第 6 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。 

議案第 15 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 7 議案第 16 号「美波町特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定について（条例第 7 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 16 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

北山議員 

4 番 議 員 今の質問で、特別会計を廃止してその中身を一般会計にはめ

て管理するというような、そういう答弁だったんですが、これ

については時効とかいう絡み、滞納の分についての時効とかい

う絡みについてはどういうかたちになるんか、もう少し詳しく
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教えてもらえますか。 

議 長 町長 

町 長 議員が今おっしゃられた時効関係っていうのは、そのまま残

りますというか、制度は制度で残ります。会計はまたそれとは

また別というような感じで、感じというか、の考え方をして頂

けたらと。ですから適正に償還が終わってない分については、

今現在も督促をこうしておるところでありますし、そういった

ことで時効の中断とか、そういったこともやりながら、抵当権

も設定もさして頂いているっていうところで、債権の回収は今

までどおりやっていって、その回収できた分については一般会

計で受け入れるというようなことになります。 

議 長 他にありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 16 号「美波町特別会計条例の一部を改正す

る条例の制定について（条例第 7 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 16 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 8 議案第 17 号「美波町携帯電話等エリア整備事業分

担金条例の制定について（条例第 8 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 17 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

戎野議員 

9 番 議 員 この条例は町独自の条例なのかということがまず 1 点目、そ

れからこの約 1 割余りを事業者から徴収するということになる

んですが、これはいわゆる建設時のみの費用負担としてそれを

貰うのか、そしてその後の維持、いわゆる電気代から始まって

鉄塔の補修からいろいろあると、生じてくると思いますが、そ

れの費用はゼロ円なのか、それもお聞きしたいと思います。さ

らにその他社が 1 事業者だけでなく、多くの他社がその鉄塔を
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共同使用したい場合は、この金額も最初負担してもうた建設時

の 11％ですか、だいたいこのあたりを貰うのか。この 9 分の 1

というものはどこから出された、根拠を 9 分の 1 にしたのはど

ういう理由からなのか、その点をお聞きしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  お答え致します。この条例につきましては、もちろん美波町

の条例でございますけれども、携帯電話の整備をされている町

においては、それぞれで設けられているというかたちになって

おります。ですからこういう事業をされない場合はこういった

分担金条例は設けなくてもよいというかたちになります。それ

から維持についてでございますけれども、携帯電話会社の方で

もちろん電気代とかそういった設備も携帯事業者が設置致しま

すので、そちらで負担といいますか、ご負担頂くことになりま

す。ただ敷地については町の敷地となりますし、その鉄塔につ

きましても町のものになりますので、それにもし何か不具合が

あればこちらで塗装とかですね、そういったものが発生すれば

そういったもはしなければならない、後、敷地内の草とかそう

いったんが生えたりした場合はこちらで刈ったりですね、そう

いった修繕的な、管理的なことは多少発生するというかたちに

なります。それから鉄塔の共有というかたちでおっしゃられま

したけれども、これについては今現在鉄塔１つに 1 事業者って

いうかたちで設置することとなっておりまして、後からそれに

のっかるということはできなことになっておりますので、今回

この入札を行うわけですけれども、その希望される電気通信事

業者が 2 社あれば 2 つの鉄塔を建てるようなかたちになってお

ります。ですから他の事業者が後からっていうのは参加できな

いというかたちになっております。以上です。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  後、すいません。負担の 9 分の 1 の負担ですけれども、これ

については国の方で定めておりまして、この事業をする場合に

おいては通信事業者の方が 9 分の 1 っていう負担をするという

旨が通知されておりまして、その根拠に基づいて徴収するもの

でございまして、これは全国統一とお聞き致しております。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  それからすいません、負担がどの部分に対象となるかという

ことで、もちろん設計と工事となります。ですから後、今回に

ついては用地については提供頂くことになっておりますので、

用地費等は含まれませんけれども、工事費それから設計・設計
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管理に係る費用の 9 分の１というかたちになります。以上です。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 鉄塔はその 1 社が占有して、そこの企業、会社のものの為に

建てるということですから、本来は会社の事業収益、もちろん

住民のサービスというんがありますが、その 9 分の 1、いわゆる

1 割負担で事業所ができていくっていうは、これは少し町の負担

が多すぎるのではないかという思いがします。それと合わせて

鉄塔 1 基当たりどれぐらいの概算を見込んで建てるのか、もち

ろんそこへの入っていく道の建設とか用地は寄付なりいろいろ

あると思いますが、鉄塔そのものについてはだいたい 1 塔当た

りいくらぐらいをして、その 9 割を町が負担をしますというふ

うになるのか、お答え願いたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  工事費ですけれども、今議会で予算を計上さして頂いており

ますのが 32,700 千円の概算事業費、これは設計も入れてでござ

いますので、単純にこれを 2 で割って頂いたら 1 基あたりの額

というかたちで思って頂けたらと思います。それで事業者負担

割が少ないんじゃないかとことで、町に影響が、負担が大きく

なるのではないかということですけれども、この事業につきま

しては国の方が非常に力を最近を入れてきていることで、携帯

電話のエリア、不感地域を解消するというのには国も非常に力

をいれている事業で、補助金では 3 分の 2 ございます。ですか

ら 32,700 千円の内、国庫補助が 3 分の 2 で 21,800 千円の国庫

補助、分担金については 3,633 千円ということで、町は 7,267

千円の負担ということになるわけなんですけれども、これは過

疎債、起債、交付税対象となる過疎債をあてることができます

ので、7 割入ってくるとなると 5,086 千円これが交付税で入って

くる額となります。それでそのまだプラス県の補助金もござい

まして、これは起債償還金に対しての 25 分の 1 というような額

がございまして、これで 1,038 千円、実質ですから町としては

873 千円の支出で計算上は負担ということになっております。以

上です。 

議 長 他に質疑ありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 17 号「美波町携帯電話等エリア整備事業分

担金条例の制定について（条例第 8 号）」を採決します。 
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お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 17 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 9 議案第 18 号「美波町消防団設置条例の一部を改正

する条例の制定について（条例第 9 号）」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

消防防災課長 

消 防 防 災 課 長  （議案第 18 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 18 号「美波町消防団設置条例の一部を改正

する条例の制定について（条例第 9 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 18 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 10 議案第 39 号「美波町介護保険条例の一部を改正

する条例の制定について（条例第 10 号）」、本日町長から議案第

39 号「美波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て（条例第 10 号）」が提出されました。 

お諮りします。 

これを議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

議案第 39 号「美波町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について（条例第 10 号）」を議題とすることに決定しました。 

町長の提案説明を求めます。 

町長 
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町 長 それでは本日、追加提案させて頂きます議案第 39 号「美波町

介護保険条例の一部を改正する条例（条例第 10 号）」について、

その概要をご説明申し上げます。 

諸般の報告でも申し上げましたが、平成 27 年度から平成 29

年度にかけての高齢者保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画

について、去る 2 月 25 日に開催された第 3 回策定委員会におい

て、最終の計画案についてご承認を頂きました。この結果、平

成 27 年度からの介護保険料基準額につきましては、他団体の多

くで引き上げが行われている中、美波町においては第 5 期と同

額の 5,800 円となりました。介護保険料基準額の変更はありま

せんが、介護保険制度の改正に伴い、所得による保険料段階が

従来の 6 段階から 9 段階に改正されますことから、美波町介護

保険条例につきましても、現在の 6 段階から 9 段階へ一部改正

を行うものであります。以上、簡単でございますが、町長提案

理由の説明と致します。どうぞよろしくお願い致します。 

議 長 詳細について説明を求めます。 

高齢者福祉監 

高 齢 者 福 祉 監  （議案第 39 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

寺下議員 

8 番 議 員 すいません、ちょっとこれ確認なんですけれども、新旧対照

表の介護保険料基準額に対する割合から見た新旧対比の図なん

ですけど、これ旧の方の 2 号ですかね、が 1 号のところに、新

の方は 1 号の方に線が入っているんですが、これ 2 号は新の 2

号の方にじゃないんですかね。 

議 長 高齢者福祉監 

高 齢 者 福 祉 監  段階数が 6 段階から 9 段階に変わることで、旧の 1 段階と 2

段階 0.5 であったものを新の（１）0.5 になるものです。後それ

とあのちょっとこう追加の説明でありますけども、最高額が 1.5

から 1.7 に引き上げられておりまして、平成 27 年度の始めに国

において財政措置が遅れていたものが 27年度はじめには調整さ

れる予定であって、この（１段階）につきましては 27 年の 4 月

から 0.5 から 0.45 に軽減が図られる予定となっております。以

上です。 

議 長 寺下議員 

8 番 議 員 すいません、ちょっと私の理解が及ばないんですが、じゃぁ

この例題 38 条第 1 項第 2 項っていうのは、改正前と改正後では

その所得基準に違いはあるのですか。 
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議 長 高齢者福祉監 

高 齢 者 福 祉 監  1 段階が 1 段階、2 段階が 2 段階になるのではなく、新しい段

階とかも創設されておりますので、まったく前の 6 段階が新し

い段階にスライドするものではありません。 

議 長 他に質疑はございませんか。質疑もないようです。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから議案第 39 号「美波町介護保険条例の一部を改正する

条例の制定について（条例第 10 号）」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 39 号は、原案のとおり可決されました。 

  

 日程第 11 発議第１号「美波町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定について」を議題と致します。 

提案者の説明を求めます。 

 丸龍議員 

1 1 番 議 員 （発議第 1 号を説明する） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

戎野議員 

9 番 議 員 これまでの全員協議会が話し合いの場ということから、議事

録をきちんととって法的根拠を与えていく、もちろん旅費の補

償とかそういうことは良く分かるんですが、これで議会の運営

に関し協議または調整になってますので目的が、議会運営委員

会の競合というか、そういう場合にいたる場合はどういうふう

になるのか、そこらは以前会議の中で採決を行わないっていう

ふうな確認がありましたが、それについても再確認の意味でそ

こでの採決等はする内容でないっていうふうに、この会議規則

の中で謳われていくんでしょうか。以上です。 

議 長 丸龍議員 

1 1 番 議 員 2 月 25 日の全員協議会でも説明をしたとおりでございます。

また全員協議会は全員協議会のものであって、新しく今回の改

正の趣旨といいますか、それには活動が正規の議会活動として
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明確に今回位置付けられることから今後の協議の場としての公

務災害の補強の改正でございますので、そこのところをご理解

頂きますようにお願い致します。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 答えが分からないんですが、このそこでは議運のようなかた

ちで採決はしないとか、議運との競合に至らないようにすると

か、いろんなそういう場面に対しての対応をどうするか一応き

ちっとしとった方がいいかと思いますので、お願いしたいと思

います。 

議 長 全員協議会の場の中では採決をしないということでございま

す。 

小休します。 

（時に 11 時 25 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 25 分） 

議 長 再開します。 

丸龍議員 

1 1 番 議 員 議会運営委員会は議長の諮問機関であるんで、最終的には議

長が決めて頂いたらいいと思います。この 17 章に関してでも必

要な事項は、議長が別に定めると謳っておりますので、よろし

くお願いします。 

議 長 戎野議員 

9 番 議 員 議会運営委員会は議長の諮問機関になっとんですか、ほれは

議会のそういう一常任委員会としての運営かとちょっと理解し

とったんですが、諮問機関、議長の諮問機関ですね、ほれは間

違いないんですね。 

議 長 小休します。 

（時に 11 時 26 分） 

 （小休中） 

（時に 11 時 27 分） 

議 長 再開します。 

議長の諮問機関となっております。 

他にございませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、発議第 1 号「美波町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定について」を採決します。 
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お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

発議第 1 号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第 12 委員長報告を行います。 

本議会に提出され各常任委員会に付託されております議案を

議題と致します。 

総務産業建設常任委員長の報告を求めます。 

川尻議員 

5 番 議 員 総務産業建設常任委員会委員長報告を行います。3 月 3 日の本

議会におきまして、本委員会に付託されました議案につきまし

て、3 月 9 日、全委員出席のもと慎重審議の結果、総務産業建設

常任委員会における審査の結果をご報告申し上げます。 

審査の過程におきましては、主な事業・質疑等のありました

事項について、その概要を申し上げます。先ず議案第 7 号・議

案第 8 号・議案第 9 号は、現在、指定管理により施設の管理を

行っておりますが、平成 26 年 3 月 31 日をもって指定の期間が

終了するため、引き続き同一団体にそれぞれの施設を指定管理

するものであります。指定管理する期間は、議案第 7 号・8 号に

ついては、平成 30 年 3 月 31 日までの 3 年間で、9 号につきまし

ては 10 年間となっております。 

平成 27 年度美波町一般会計予算については、歳入歳出の総額

をそれぞれ 6,630,000 千万円と前年度当初予算との比較では、

金額で 1,030,000 千万円、比率で 18.4％の増加となっておりま

す。財源については、歳入全体の自主財源は、（1,491,151 千円）

22．5％と少なくほとんど国・県に依存して 77.5％した財源とな

っております。歳出では、病院建設事業補助金、平成 28 年 1 月

から施行される番号制度に伴うシステム改修委託料、携帯電話

等エリア整備事業、空き家再生等推進事業、災害対策事業、総

合的な安全・防災基盤整備事業、まちづくり基金積立金などの

増が主な増加要因であります。 

質疑等では、姉妹都市親交費として中学生 10 名程度オースト

ラリアのケアンズへの留学する計画をしている。デマンドタク

シー運行事業について、志和岐地区を 3 月から範囲に入れて運

行し 7 月まで利用状況等を集計し地域公共交通会議を開き今後
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についての協議を予定している。非常用食料については、2,500

食を購入し 3 箇所の倉庫に備蓄する予定としています。 

このほか質疑等のあったものとして、マイナンバー導入支援

業務、空き家再生等推進事業、老朽住宅解体費支援事業補助、

美波町鳥獣侵入防止柵設置事業補助金、消防団員福祉共済負担

金、気象観測システム整備工事などについての質疑等がありま

した。 

審議の結果、報告第 1 号「株式会社道の駅日和佐の事業報告

について」、議案第 2 号「過疎地域自立促進計画の一部を変更す

ることについて」、議案第 7 号「美波町地域防災拠点施設の指

定管理者の指定について」、議案第 8 号「美波町移住交流支援

施設の指定管理者の指定について」、議案第 9 号「道の駅日和

佐の指定管理者の指定について」、議案第 25 号「平成 27 年度 

美波町一般会計予算（総務産業建設委員会所管）」、議案第 28 号 

「平成 27 年度美波町赤河内財産区特別会計予算」、議案第 29 号 

「平成 27 年度美波町簡易水道事業特別会計予算」、議案第 30 号 

「平成 27 年度美波町漁業集落排水事業特別会計予算」、議案第

31 号「平成 27 年度美波町公共下水道事業特別会計予算」、議案

第 35 号「平成 27 年度美波町水道事業会計予算」の計 11 件につ

きましては、審議の結果、総務産業建設常任委員会は原案のと

おり承認及び可決致しましたので、ご報告致します。以上で、

総務産業建設常任委員会の報告を終わります。 

議 長 以上で総務産業建設常任委員会報告を終わります。 

続いて、文教厚生委員会委員長の委員会報告を求めます。 

北山議員 

4 番 議 員 それでは文教厚生常任委員会委員長報告を行います。3 月 3

日の本会議におきまして、本委員会に付託されました議案につ

きまして、3 月 10 日全委員出席のもと、慎重審議の結果、文教

厚生常任委員会における審査の結果をご報告申し上げます。 

審査の過程におきまして質疑等の事項で、主なものの概要を

申し上げます。指定管理につきましては、美波町児童館・女性

会館は、平成 7 年から 12 年間児童館の施設運営の実績と専門職

（児童厚生員）が在籍していることから美波町社会福祉協議会

へ、美波町デイサービスセンターについては、介護保険事業に

加え、地域支えあい事業など町委託事業、各種相談及び地域ケ

アへの積極的な参画など総合的な在宅サービスを行っている美

波町福祉協議会、及び社会福祉法人「東紅会」へ、美波町由岐

生活支援ハウス「長寿村」については、平成 10 年より 17 年間
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運営し、地域ニーズが大きい中、由岐地区での唯一の介護施設

としての事業実績もあり、居住部門（16 部屋）は常に満室、通

所は年間利用総数 1 万人の実績がある社会福祉法人「由岐福祉

会」へと、地域ニーズが大きい地域の方に現在の事業所に指定

管理をすることにより、馴染みの職員に見守られながら住み慣

れたところでの住み続ける環境づくりができることから、再指

定しました。 

その他の質疑は次のとおりでの、認定こども園の職員体制、

海部老人ホーム・特別養護老人ホーム負担金、医療体制整備事

業補助金、英語教師招致事業、合併記念行事として（仮称）地

域連携コンサート、法改正による認定度の低い方の特別養護老

人ホームへの入所等について等の発言がありました。 

審査の結果、議案第 3 号「美波町立公民館の指定管理者の指

定について」、議案第 4 号「美波町児童館、女性会館の指定管理

者の指定について」、議案第 5 号「美波町デイサービスセンター

の指定管理者の指定について」、議案第 6 号「美波町由岐生活支

援ハウス「長寿村」の指定管理者の指定について」、議案第 25

号「平成 27 年度美波町一般会計予算（文教厚生委員会所管）」、

議案第 26 号「平成 27 年度美波町国民健康保険事業特別会計予

算」、議案第 27 号「平成 27 年度美波町育英奨学金貸付事業特別

会計予算」、議案第 32 号「平成 27 年度美波町介護保険事業特別

会計予算」、議案第 33 号「平成 27 年度美波町国民健康保険阿部

診療所特別会計予算」、議案第 34 号「平成 27 年度美波町後期高

齢者医療特別会計予算」、議案第 36 号「平成 27 年度美波町病院

事業会計予算」、計 11 議案につきまして、審議の結果、文教厚

生常任委員会は、原案のとおり可決致しましたので、ご報告致

します。以上で、文教厚生常任委員会報告を終わります。 

議 長 以上で文教厚生常任委員長報告を終わります。 

質疑に移ります。委員長報告に対する質疑を許可します。   

ご意見のある方は挙手願います。 

質疑もないようですのでこれで質疑を終わります。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これより採決を行います。 

報告第 1 号、議案第 2 号から第 9 号、議案第 25 号から第 36

号まで計 21 件を一括して採決いたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 
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（異議なし） 

総務産業建設常任委員会及び文教厚生常任委員会へ付託して

おりました、報告第 1 号及び議案第 2 号から第 9 号、議案第 25

号から第 36 号、計 21 件に対する委員長の報告は可決でありま

す。 

お諮りします。 

各常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。 

報告第 1 号及び議案第 2 号から第 9 号、議案第 25 号から第

36 号まで、計 21 件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第 13 議案第 37 号「美波町固定資産評価審査委員会委員

の選任について」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 37 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

戎野議員 

9 番 議 員 選任にあたって、この評価審査はだいたい年どのぐらいやっ

ているんでしょうか。それと手当を出しておる関係で、その地

域を限定しているのか、その移動をもとにやっているのか、そ

の点をお聞きしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  この委員会の開催につきましては、委員会は開催する議題と

いいますか、案件が出た場合のみ開催しておりますので、最近

では開催は致しておりません。 

議 長 ほかにありませんか、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 37 号「美波町固定資産評価審査委員会委員

の選任について」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 
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「起立多数」です。 

議案第 37 号は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第 14 議案第 38 号「美波町赤河内財産区管理会委員の

選任について」を議題と致します。 

当局の説明を求めます。 

総務企画課長 

総 務 企 画 課 長  （議案第 38 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました、質疑を行います。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（な し） 

「討論なし」と認めます。 

これから、議案第 38 号「美波町赤河内財産区管理会委員の選

任について」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 11 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  

議案第 38 号は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第 15 請願第 2 号「介護従事者の処遇改善を求める請願

書」について議題と致します。 

本件について文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

北山議員 

4 番 議 員 平成 26 年 12 月議会において、文教厚生常任委員会に付託さ

れました「介護従事者の処遇改善を求める請願書」の審査の結

果を報告します。 

この件につきましては、平成 27 年 2 月 25 日に文教厚生常任

委員会を開催し審査しようとしましたが、不調だったため再度 3

月 10 日の委員会で審査した結果、「不採択」と決定致しました。 

審査の経緯は、紹介議員より「10 年後には介護に従事する職

員数が大変不足し、年間約 7 万人増員しなくては間に合わない

危機的状況である。その理由は、介護職員の待遇が劣悪で他の

一般労働者と比べ平均賃金が 90 千円も低下したためである。こ

の状況を早急に改善すると共に介護施設で働く他の業種の人に

も拡大して貰いたい」と紹介の理由が述べられ、質疑と答弁は
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次のとおりで、質疑：｢処遇改善の費用を国費で行うと、他の分

野に影響は及ばないか｣、答弁：「職員の処遇改善で他のサービ

スが切り捨てられるのは、本末転倒で許されん。しかし、国費

のことは国に聞かねば分からない」、質疑：「国に向ける地方の

声とは思うが、介護従事者を雇い入れている施設の努力現状

は」、答弁：「詳しい内容は、委員会に参考人を呼んでと思った

が、その機会がなくはっきりとは分からない」、質疑：｢現在、

国の方でも処遇改善は出ているが介護保険その他いろいろ関連

しているので、介護従事者だけの処遇改善は納得できない｣等の

発言がありました。討論では、反対の立場で「現在の情報量で

は、きちんと判断できないので反対する」、賛成の立場で「介護

従事者は、全産業の平均より約 90 千円から 100 千円低いことは

政府も認めている。それを改善するため 1 人平均 12 千円を介護

従事者に上乗せしても、賃金を施設の内部留保にまわす率が高

く介護従事者に行き渡らない。そうゆう背景があっても介護従

事者の処遇改善に繋がり人手不足を解消する意味から賛成す

る」との発言があった。起立による表決の結果、賛成 2、反対 3、

賛成少数で当委員会は、請願第 2 号「介護従事者の処遇改善を

求める請願書｣は「不採択」と決定した。以上です。 

議 長 委員長の報告が終わりました。これから委員長報告に対する

質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

向山議員 

1 0 番 議 員 私は反対の立場で討論致したいと思います。今回の請願の趣

旨はもちろん一部理解できますが、反対する理由と致しまして

は、介護従事者の処遇を抜本的に改善するとのことですが、抜

本的ということには具体性に欠け、私自身どういう方法がある

のか分からない。また処遇改善の対象職員を介護職以外の職種

にも拡大するとのことですけども、介護職以外の職員の処遇は

現在どのようなものであるのか不明です。処遇改善が必要かど

うか判断をしかねます。その上、改善処遇の費用を先ほども委

員長から報告がありましたように、国費に求めることについて

は若干疑問を思いますので、もう少しこの件については調査・

検討が必要かと思いますので、現時点では今回の請願には賛成

できません。以上です。 

議 長 他に討論ございませんか。 

北山議員 
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4 番 議 員 私は賛成の立場で討論を致します。美波町高齢者福祉計画・

介護事業計画に書かれているように、本町の 65歳以上の人口は、

平成 26 年 10 月 1 日現在 3,215 人となっており、総人口が減少

していることから、高齢化率は 42.9％に達しています。今後高

齢化はますます進行すると予想され、高齢者福祉の充実はまち

づくりの重要課題と位置付けています。また国でも高齢期を迎

えた人達が元気で自立しているときも、介護が必要な状態にな

っても安心して地域で住み続けるまちづくりの実現を目指し

「地域包括ケア」をキーワードに高齢者介護と介護予防の各施

策の充実に取組んでいます。 

その他、地域包括ケアシステムの中には、介護従事者や介護

現場で働く介護職以外の職種の労働者の方は、なくてはならな

い重要な役割を担っています。また国は消費税を上げることに

より社会福祉・高齢者福祉の充実を進めようとして、今回出来

なかったが、先ほど町も提案がありましたが介護保険の 1 号保

険料の低所得者への軽減強化で更なる保険料軽減を行いその軽

減分を公費により補填するというのも、それはその行動の表れ

だと思います。 

そこで、その国の思いの応えるためにも社会福祉の充実に関

連する意見書を国に出し続けることで、国が動きやすくなるよ

う側面からサポートするべきと思いますので、この請願には賛

成致します。以上です。 

議 長 他にありませんか。 

戎野議員 

9 番 議 員 委員会でも賛成の立場で申し上げましたが、同じくですね、

施設に対して今回は 2.27％の減額していくと、そういうふうに

政府は決めております。したがいまして先ほどの議員からもで

すね、国費にその介護従事者への手当というか、そういう改善

を求めるんはおかしいんでないかということなんですが、それ

であればですね、国費で 1 人頭平均 12 千円の手当を出すのは反

対するのでしょうか。それはおかしいというんでしょうかね、

やはり私は今の状況で行けば、多くのこれから段階の世代が更

にその介護の対象となり、そしてまたその職場の処遇が悪くな

れば我々皆さんも皆同様にその処遇サービスが低下する中で、

従事者がますます少なくなっていくということでありますか

ら、介護職員のみならず調理や看護職を含めたそういった処遇

改善を含めてですね、介護職場をもう少し改善していくべきだ

ということでありますので、賛成の立場で意見と言うか討論に
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意見を言いたいと思います。以上です。 

議 長 他にございませんか。 

これから、請願第 2 号「介護従事者の処遇改善を求める請願

書」についてを採決します。 

お諮りします。 

この請願に対する委員長の報告は、不採択です。 

請願第 2 号「介護従事者の処遇改善を求める請願書」につい

てを採択することに賛成の方は、起立願います。 

     （ 賛成 3 ： 反対 8 ） 

（賛成：4・9・12 番議員、反対：1・3・5・6・7・8・10・11 番議員）  

「起立少数」です。 

したがって、請願第 2 号「介護従事者の処遇改善を求める請

願書」は不採択とすることに決定しました。 

 

日程第 16 議員派遣の件を議題と致します。 

お諮りします。 

議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣す

ることにしたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに

決定しました。 

 

日程第 17 常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議

題と致します。 

各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第 73 条の規定に

よって、お手元に配りました「所管事務の調査事項」について、

閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

日程第 18 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議



 【128】 

題と致します。 

議会運営委員長から、会議規則第 73 条の規定によって、お手

元に配りました「本会議の会期日程等議会の運営に関する事項」

について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

日程第 19 委員会の閉会中の継続調査の件を議題と致しま

す。 

各委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、

会議規則第 73 条の規定によって、お手元に配りました申出書の

とおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

 

以上で本日の日程は終了しました。 

お諮りします。 

本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。会議

規則第 6 条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

「意義なし」と認めます。 

本定例会は､本日で閉会することに決定しました。これで本日

の会議を閉じます。 

平成 27 年第 1 回美波町議会 定例会を閉会します。 

ありがとうございました。  

（ 時に 12 時 05 分） 
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